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              紀美野町第１回定例会会議録 

              平成２６年３月３日（月曜日） 

 

○議事日程（第１号） 

 平成２６年３月３日（月）午前９時００分開会 

 第 １        会議録署名議員の指名について 

 第 ２        会期の決定について 

 第 ３        諸般の報告について 

 第 ４ 議案第 ４号 紀美野町消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定につい 

            て 

 第 ５ 議案第１０号 紀美野町消防手数料条例の一部を改正する条例について 

 第 ６ 議案第４７号 紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例に 

            ついて 

 第 ７ 議案第 ５号 延滞金の利率の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例につ 

            いて 

 第 ８ 議案第 ６号 紀美野町長及び副町長の給与等条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

 第 ９ 議案第 ７号 紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正する条例 

            について 

 第１０ 議案第 ８号 紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例について 

 第１１ 議案第４９号 紀美野町水産業振興基金条例を廃止する条例について 

 第１２ 議案第 ９号 紀美野町税条例の一部を改正する条例について 

 第１３ 議案第３１号 紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 

 第１４ 議案第１１号 紀美野町行政財産使用料条例の一部を改正する条例について 

 第１５ 議案第３８号 紀美野町美里の湯かじか荘条例の一部を改正する条例について 

 第１６ 議案第４２号 紀美野町営駐車場条例の一部を改正する条例について 

 第１７ 議案第４４号 紀美野町毛原水辺公園条例の一部を改正する条例について 

 第１８ 議案第４８号 紀美野町民会館条例を廃止する条例について 

 第１９ 議案第１２号 紀美野町立学校施設開放条例の一部を改正する条例について 

 第２０ 議案第１３号 紀美野町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例について 
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 第２１ 議案第１４号 紀美野町公民館条例の一部を改正する条例について 

 第２２ 議案第１５号 紀美野町自然体験世代交流センター条例の一部を改正する条例 

            について 

 第２３ 議案第１６号 紀美野町星の動物園条例の一部を改正する条例について 

 第２４ 議案第１７号 紀美野町文化センター条例の一部を改正する条例について 

 第２５ 議案第１８号 紀美野町真国区民センター条例の一部を改正する条例について 

 第２６ 議案第１９号 紀美野町セミナーハウス未来塾条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

 第２７ 議案第２０号 紀美野町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 

 第２８ 議案第２１号 紀美野町武道館条例の一部を改正する条例について 

 第２９ 議案第２２号 紀美野町スポーツ公園条例の一部を改正する条例について 

 第３０ 議案第２３号 紀美野町農村総合センター条例の一部を改正する条例について 

 第３１ 議案第２４号 紀美野町総合福祉センター条例の一部を改正する条例について 

 第３２ 議案第２８号 紀美野町立老人憩の家かしこ荘条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

 第３３ 議案第２９号 紀美野町障害程度認定審査会の委員の定数等条例の一部を改正 

            する条例について 

 第３４ 議案第３３号 紀美野町長谷毛原健康センター条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

 第３５ 議案第２５号 紀美野町子ども医療費支給条例の一部を改正する条例について 

 第３６ 議案第２６号 紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例に 

            ついて 

 第３７ 議案第２７号 紀美野町老齢者医療費助成条例の一部を改正する条例について 

 第３８ 議案第３０号 紀美野町重度心身障害者医療費助成制度の一部を改正する条例 

            について 

 第３９ 議案第３２号 紀美野町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例につい 

            て 

 第４０ 議案第３４号 紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する 

            条例について 

 第４１ 議案第３５号 紀美野町放棄自動車等の防止及び処理に関する条例の一部を改 
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            正する条例について 

 第４２ 議案第３６号 紀美野町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例につ 

            いて 

 第４３ 議案第３９号 紀美野町道路占用条例の一部を改正する条例について 

 第４４ 議案第４０号 紀美野町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例について 

 第４５ 議案第４１号 紀美野町建設残土処理場条例の一部を改正する条例について 

 第４６ 議案第４３号 紀美野町公園条例の一部を改正する条例について 

 第４７ 議案第３７号 紀美野町山の家おいし条例の一部を改正する条例について 

 第４８ 議案第４５号 紀美野町のかみふれあい公園条例の一部を改正する条例につい 

            て 

 第４９ 議案第４６号 紀美野町給水条例の一部を改正する条例について 

 第５０ 議案第５０号 紀美野町過疎地域自立促進計画の変更について 

 第５１ 議案第５１号 辺地総合整備計画の変更について 

 第５２ 議案第５２号 工事請負契約の締結について（平成２５年度町営住宅福井第３ 

            団地新築（第２期）工事） 

 第５３ 議案第５３号 工事請負契約の変更について（平成２５年度町営住宅福井第３ 

            団地新築（第１期）工事） 

 第５４ 議案第５４号 監査委員の選任の同意について 

 第５５ 議案第５５号 公平委員会委員の選任の同意について 

 第５６ 議案第５６号 教育委員会委員の任命の同意について 

 第５７ 議案第５７号 教育委員会委員の任命の同意について 

 第５８ 議案第５８号 平成２５年度紀美野町一般会計補正予算（第５号）について 

 第５９ 議案第５９号 平成２５年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

            ４号）について 

 第６０ 議案第６０号 平成２５年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

            号）について 

 第６１ 議案第６１号 平成２５年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第３ 

            号）について 

 第６２ 議案第６２号 平成２５年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算（第 

            １号）について 
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 第６３ 議案第６３号 平成２６年度紀美野町一般会計予算について 

 第６４ 議案第６４号 平成２６年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算について 

 第６５ 議案第６５号 平成２６年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予算に 

            ついて 

 第６６ 議案第６６号 平成２６年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算について 

 第６７ 議案第６７号 平成２６年度紀美野町介護保険事業特別会計予算について 

 第６８ 議案第６８号 平成２６年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計予 

            算について 

 第６９ 議案第６９号 平成２６年度紀美野町農業集落排水事業特別会計予算について 

 第７０ 議案第７０号 平成２６年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計予算について 

 第７１ 議案第７１号 平成２６年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計予算について 

 第７２ 議案第７２号 平成２６年度紀美野町上水道事業会計予算について 

 

○会議に付した事件 

日程第１から日程第７２まで 

 

○議員定数 １４名 

 

○出席議員        議席番号  氏  名 

               １番 七良浴   光 君 

               ２番 町 田 富枝子 君 

               ３番 田 代 哲 郎 君 

               ４番 加 納 国 孝 君 

               ５番 北 道 勝 彦 君 

               ７番 上 北 よしえ 君 

               ８番 伊 都 堅 仁 君 

               ９番 仲 尾 元 雄 君 

              １０番 松 尾 紘 紀 君 

              １１番 上 柏 睆 亮 君 

              １２番 美 野 勝 男 君 
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              １３番 美 濃 良 和 君 

              １４番 小 椋 孝 一 君 

 

○欠席議員 

               ６番 向井中 洋 二 君 

 

○説明のため出席したもの 

             職   名    氏   名 

            町 長 寺 本 光 嘉 君 

            副 町 長 小 川 裕 康 君 

            教 育 長 橋 戸 常 年 君（１０時２５分～欠席） 

            消 防 長 家 本   宏 君 

            総 務 課 長 井 上   章 君 

            企画管財課長 増 谷 守 哉 君 

            住 民 課 長 牛 居 秀 行 君 

            税 務 課 長 中 谷 嘉 夫 君 

            保健福祉課長 山 本 倉 造 君 

            産 業 課 長 大 窪 茂 男 君 

            建 設 課 長 山 本 広 幸 君 

            総務学事課長兼 

            教 育 次 長 
中 尾 隆 司 君 

            生涯学習課長 岩 田 貞 二 君 

            会 計 管 理 者 西 切 博 充 君 

            水 道 課 長 温 井 秀 行 君 

            地籍調査課長 尾 花 延 弥 君 

            美 里 支 所 長 西   敏 明 君 

            国体推進課長 南   秀 秋 君 

            代表監査委員 向 江 信 夫 君 

 

○欠席したもの 
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            教 育 長 橋 戸 常 年 君（１０時２５分～欠席） 

 

○出席事務局職員 

            事 務 局 長 大 東 淳 悟 君 

            書 記 中 谷 典 代 君 
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 開 会 

○議長（小椋孝一君）    規定の定足数に達しておりますので、ただいまから平成２

６年第１回紀美野町議会定例会を開会します。 

（午前 ９時００分） 

 

○議長（小椋孝一君）    これから本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、５番、北道勝彦

君、７番、上北よしえ君を指名します。 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２、会期の決定の件について議題とします。 

  議会運営委員長から審査結果の報告を願います。 

  議会運営委員長、美野勝男君。 

（議会運営委員長 美野勝男君 登壇） 

○議会運営委員長（美野勝男君） 去る２月２５日、議会運営委員会を開催いたしました

ので、その結果について、御報告いたします。 

  会期は、本日から３月２５日までの２３日間とし、再開日は７日、１１日、１４日、

１８日、２０日及び２５日と決定しました。 

  議事日程につきましては、配付しております議事予定日程表のとおりであります。 

  なお、平成２６年度一般会計予算の説明及び質疑を、歳入については全般、歳出につ

いては２款ずつに分割して行うことにいたします。 

  次に、一般質問の通告は、３月６日木曜日の午後３時までといたします。 

  次に、総務文教常任委員会を３月６日午前９時３０分から、産業建設常任委員会を３

月５日午前９時３０分から開催したいと思います。 

  次に、全員協議会を３月１１日、本会議終了後開催したいと思います。 

  次に、広報編集委員会を３月２０日、本会議終了後開催したいと思います。 

  なお、議事の進行上、日程を順次繰り延べる場合もありますので、よろしくお願いし

ます。以上で報告を終わります。 
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（議会運営委員長 美野勝男君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    お諮りします。 

  本定例会の会期は、ただいま報告のとおり、本日から３月２５日までの２３日間にし

たいと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会の会期は、本日から３月２５日までの２３日間と決定しました。 

◎日程第 ３ 諸般の報告について 

○議長（小椋孝一君）    日程第３、諸般の報告を行います。 

  上柏睆亮君の議席については、紀美野町議会会議規則第４条第２項「一般選挙後新た

に選挙された議員の議席は、議長が定める。」の規定により、前任者の番号の１１番に

指定しました。 

  また、紀美野町議会委員会条例第７条第４項「常任委員は、閉会中においては、議長

が指名することができる。」の規定により、総務文教常任委員会委員を、閉会中の１月

２７日付で指名しましたので報告します。 

  次に、監査委員から、例月出納検査結果に関する報告が提出されています。お手元に

配付のとおりであります、御了承願います。 

  本定例会に提出された案件は、お手元に配付のとおりです。 

  この際、町長より行政報告の申し出がありましたので、これを許します。 

  町長、寺本君。 

（町長 寺本光嘉君 登壇） 

○町長（寺本光嘉君）    皆さん、おはようございます。開会に当たりまして、一言

御挨拶並びに３期目の町政をお預かりいたしました決意を申し上げます。 

  本日、平成２６年紀美野町議会第１回定例会を招集いたしましたところ、議員各位を

初め関係者の皆さん方には、何かと御多忙の中御出席を賜り誠にありがとうございます。 

  また、このたびの町議会補欠選挙で御当選されました上柏議員には、誠におめでとう

ございます。今後とも紀美野町政発展のため御尽力いただきますようよろしくお願い申

し上げます。 

  去る１月２６日執行の紀美野町長選挙におきまして、無投票当選により３期目の町政



－９－ 

を担当させていただくことになりました。私が２期８年申し上げてまいりました「心ひ

とつにまちづくり」が浸透するとともに町職員一人一人の努力が実を結んだものと思い

ます。３期目はさらに豊かな自然を生かした活気のある町、夢のある町にしてまいる所

存でありますので、今後とも議員各位の御協力、御支援を切にお願い申し上げる次第で

あります。 

  さて、平成２６年度は４月から消費税増税があり、景気の腰折れが懸念されていると

ころであります。国におきましては、９５兆円余りの予算が成立し、景気後退の対策に

努められているところであり、景気の上昇とともに雇用の安定等を願うところでありま

す。 

  また、平成２７年に本町で紀の国わかやま国体ホッケー競技会が開催されますが、こ

とし７月にはプレイベントといたしまして全日本社会人ホッケー選手権大会が開催され

ます。 

  新年度予算には、国体推進とともに観光看板の設置やトイレの整備によりおもてなし

の準備を行い、また一方では生石高原第２駐車場舗装やサイクリングツーリズム事業等

により観光事業に努め、この大会を機会に紀美野町のよさを全国にアピールしてまいり

ます。 

  また、町道平中通り２号線等の町道整備や維持補修等インフラ整備も着実に行い、く

すのき公園の整備も行います。 

  また、まちづくり支援補助金を新設します。これは町の活性化対策といたしまして地

域のまちづくりを行っている団体に補助金を交付するものでございます。また、ふるさ

とまちづくり応援寄附者へ特産品の贈呈事業も新規事業として行ってまいります。さら

には婚活事業や地域おこし協力隊や定住対策事業等により、町の活性化を目指してまい

ります。 

  次に、消防、防災対策では、高機能指令システム等共同整備事業、消防救急無線のデ

ジタル共同整備、第７分団消防格納庫新築事業や携帯電話の不感地区解消のため携帯電

話基地局整備事業、さらには地域防災計画の見直し等安心・安全なまちづくりを行って

まいります。 

  また、五色台広域施設組合負担金は、建設負担分により大きく増額し、一方紀の海広

域施設組合負担金は、平成２５度国の補正予算により平成２６年度事業の前倒しのため、

平成２６年度事業費は減額しています。 
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  また、旧美里町歳計外資金に係る損害賠償請求事件裁判では、相手方が上告しなかっ

たため判決は確定をいたしました。判決では、当町の主張が全面的に認められ、損害賠

償額が１億７,３５６万２,０００円となっております。判決で認められた債権について

は、弁護士と相談しながら回収に努めているところでございますが、今後詐害行為等の

訴えも視野に入れながら、行ってまいります。 

  さて、今期定例議会に上程いたしました議案は、第４号から第７２号までの６９件で

あります。 

  紀美野町条例の制定に係る案件が１件、条例の一部を改正する案件が４３件、条例を

廃止する案件が２件、紀美野町過疎地域自立促進計画の変更についての案件、辺地総合

整備計画の変更についての案件、工事請負契約の締結についての案件、工事請負契約の

変更についての案件、監査委員の選任の同意についての案件、公平委員会委員の選任の

同意についての案件、教育委員の任命の同意についての案件が２件、平成２５年度紀美

野町一般会計及び特別会計の補正予算に関する案件が５件、平成２６年度紀美野町一般

会計及び特別会計の当初予算に関する案件が１０件であります。 

  後ほど担当課長より詳しく御説明申し上げますので十分御審議の上、原案どおり御可

決をくださいますようお願いいたしまして、御挨拶と行政報告とさせていただきます。 

（町長 寺本光嘉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    本日までに受理した陳情はお手元に配付のとおりです。こ

れについては総務文教常任委員会に付託しましたので報告します。 

  次に、一般質問の通告は３月６日午後３時までに提出願います。 

  これで諸般の報告を終わります。 

  ここで、執行部の皆様に申し上げます。これから議案説明に入りますが、議案数がか

なり多いため、議案の説明は簡潔にお願いしたいと思います。 

◎日程第４ 議案第 ４号 紀美野町消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定につ 

             いて 

◎日程第５ 議案第１０号 紀美野消防手数料条例の一部を改正する条例について 

◎日程第６ 議案第４７号 紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

             について 

○議長（小椋孝一君）    日程第４、議案第４号、紀美野町消防長及び消防署長の資

格を定める条例の制定について、日程第５、議案第１０号、紀美野町消防手数料条例の
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一部を改正する条例について及び日程第６、議案第４７号、紀美野町消防団員等公務災

害補償条例の一部を改正する条例について、一括議題とします。 

  説明を願います。消防長、家本君。 

（消防長 家本 宏君 登壇） 

○消防長（家本 宏君）    それでは、議案第４号から順次１０号、４７号と御説明

させていただきます。 

  まず最初に議案書１ページをお開きください。 

  議案第４号、紀美野町消防長及び消防署長の資格を定める条例の制定について。 

  紀美野町消防長及び消防署長の資格を定める条例を次のとおり制定したいので、地方

自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  消防組織法の改正に伴い、紀美野町消防長及び消防署長の資格を定める条例を制定す

るものである。 

  議案書２ページをごらんください。 

  紀美野町消防長及び消防署長の資格を定める条例。 

  平成年月日、条例第号。 

  （消防長の資格） 

  第１条 消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第１５条第２項に規定する条例で

定める消防長の資格は、次のとおりとする。 

  （１）消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職又は消防本部、消防学

校若しくは消防職員及び消防団員の訓練機関における消防署長の職と同等以上と認めら

れる職に１年以上あったものであること。 

  （２）消防団員として消防事務に従事した者で、消防団長の職に２年以上あったもの

であること。 

  （３）市町村の行政事務に従事した者で、市町村の長の直近下位の内部組織の長の職

その他市町村におけるこれと同等以上と認められる職に２年以上あったものであること。 

  （消防署長の資格） 

  第２条 消防組織法第１５条第２項に規定する条例で定める消防署長の資格は、次の

とおりとする。 
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  （１）消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令以上の階級に１年（消防長

が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、１年から当該教育訓練の

課程に応じ消防長が定める期間を控除した期間）以上あったものであること。 

  （２）消防吏員として消防事務に従事した者で、消防司令補以上の階級に３年（消防

長が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については、３年から当該教育訓練

の課程に応じ消防長が定める期間を控除した期間）以上あったもの（前号に該当する者

を除く。）であること。 

  （３）消防団員として消防事務に従事した者で、消防団の副団長の職その他消防団に

おけるこれと同等以上と認められる職に３年以上あったものであって、消防長が定める

教育訓練を消防大学校において受けたものであること。 

   附 則 

  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

  この条例につきましては、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図る

ための関係法律の整備に関する法律の制定に基づきまして消防組織法が改正され、これ

までは消防長及び消防署長の資格要件については国の政令で定められておりましたが、

市町村の条例で定めることとなりましたので、条例の制定をお願いするものでございま

す。 

  その内容でございますが、第１条は消防長について、第２条は消防署長についての資

格要件を定めたものでありまして、いずれも政令で規定する資格を準用したものでござ

います。 

  最後に附則についてでありますが、この条例の施行期日を平成２６年４月１日とする

ものでございます。 

  次に議案書１７ページをお開きください。 

  議案第１０号、紀美野町消防手数料条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町消防手数料条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法（昭和２２

年法律第６７号）第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  地方公共団体の手数料の標準に関する政令が改正されるのに伴い、紀美野町消防手数

料条例の改正を行うものである。 
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  １８ページをごらんください。 

  紀美野町消防手数料条例の一部を改正する条例。 

  平成年月日。条例第号。 

  紀美野町消防手数料条例（平成１８年条例第５６号）の一部を次のように改正する。 

  別表第１以下、改正部分につきましては新旧対照表の３０ページから３９ページをご

らんいただきますよう、お願いいたします。 

  今回の改正は、危険物の製造所等に係る手数料について、消費税及び地方消費税の税

率の引き上げに伴いまして、地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する手数

料の額の標準について見直しが行われたため条例の一部改正を行うもので、施行期日を

平成２６年４月１日とするものでございます。 

  次に、議案書９９ページをお開きください。 

  議案第４７号、紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治

法（昭和２２法律第６７号）第９６条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の施行に伴い、紀美野町消防団

員等公務災害補償条例の改正を行うものである。 

  議案書１００ページをごらんください。 

  紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。 

  平成年月日。条例第号。 

  紀美野町消防団員等公務災害補償条例（平成１８年条例第１４７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第９条の２第1項第２号中「第５条第１２項」を「第５条第１１項」に改める。 

   附 則 

  この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

  地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法

律の整備に関する法律が公布され、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政

令の一部が改正されましたので条例の一部改正を行うもので、施行期日を平成２６年４

月１日とするものでございます。 
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  なお、詳細につきましては新旧対照表９６ページをごらんいただきますようお願い申

し上げます。 

  以上、簡単でございますが、議案の説明とさせていただきます。 

（消防長 家本 宏君 降壇） 

◎日程第 ７ 議案第 ５号 延滞金の利率の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例 

              について 

◎日程第 ８ 議案第 ６号 紀美野町長及び副町長の給与等条例の一部を改正する条例 

              について 

◎日程第 ９ 議案第 ７号 紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正する 

              条例について 

◎日程第１０ 議案第 ８号 紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例について 

◎日程第１１ 議案第４９号 紀美野町水産業振興基金条例を廃止する条例について 

○議長（小椋孝一君）    日程第７、議案第５号、延滞金の利率の見直しに伴う関係

条例の整理に関する条例について、日程第８、議案第６号、紀美野町長及び副町長の給

与等条例の一部を改正する条例について、日程第９、議案第７号、紀美野町教育委員会

教育長の給与等条例の一部を改正する条例について、日程第１０、議案第８号、紀美野

町職員給与等条例の一部を改正する条例について及び日程第１１、議案第４９号、紀美

野町水産業振興基金条例を廃止する条例について、一括議題とします。 

  説明を願います。総務課長、井上君。 

（総務課長 井上 章君 登壇） 

○総務課長（井上 章君）    議案書の３ページをお開きください。 

  議案第５号、延滞金の利率の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例について。 

  延滞金の利率の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例を次のとおり制定したいの

で、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  地方税法の改正により延滞金の利率の改定に伴い、紀美野町税外収入金に係る督促手

数料及び延滞金徴収に関する条例等関係する条例の改正を行うものでございます。 

  ４ページをごらんください。 

  延滞金の利率の見直しに伴う関係条例の整理に関する条例。 
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  この条例改正について御説明いたします。 

  第１条の改正につきましては、紀美野町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収

に関する条例の一部を改正するものでございます。 

  内容につきましては、附則により延滞金の割合の特例が設けられていますが、この割

合を改正するものでございます。具体的な利率を申し上げますと、納期限後１カ月以内、

現行で４.３％であるものが改正後は２.９％となり、納期限後１カ月以降、現行で１４.

６％であるものが改正後は９.２％となります。 

  第２条の改正につきましては、紀美野町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正す

るものです。内容につきましては第１条と同じでございますので、省略をさせていただ

きます。 

  次のページ、５ページをお願いいたします。 

  第３条の改正につきましては、紀美野町介護保険条例の一部を改正するものでござい

ます。内容につきましては第１条と同じ内容でございます。 

  附則につきましては、施行期日についての定めでございます。 

  以上で議案第５号の説明を終わらせていただきます。 

  続いて、６ページをお願いします。 

  議案第６号、紀美野町長及び副町長の給与等条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町長及び副町長の給与等条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法

第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  町の財政状況を考慮して、町長及び副町長の給料月額を減額するため紀美野町長及び

副町長の給与等条例の改正を行うものでございます。 

  次の７ページをお願いします。 

  紀美野町長及び副町長の給与等条例の一部を改正する条例。 

  この条例の改正につきましては、町の財政状況を考慮して、町長の給料を２６年度中

の間６７万円から６４万円に、副町長の給料月額を５８万円から５６万円に減額するも

のでございます。 

  附則につきましては、施行期日の規定であります。 

  以上で議案第６号の説明を終わらせていただきます。 
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  続いて８ページをお願いいたします。 

  議案第７号、紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自

治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  町の財政状況を考慮して、教育長の給料月額を減額するため紀美野町教育委員会教育

長の給与等条例の改正を行うものでございます。 

  次の９ページをお願いします。 

  紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正する条例。 

  この条例の改正につきましても、町の財政状況を考慮して教育長の給料を２６年度中

の間５４万円から５３万円に減額するものでございます。 

  附則につきましては、施行期日の規定であります。 

  以上で議案第７号の説明を終わらせていただきます。 

  続いて１０ページをお願いいたします。 

  議案第８号、紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町職員給与条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１

項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  紀美野町職員の級別職務分類表の標準的な職務の見直しを図るため、紀美野町職員給

与条例の改正を行うものでございます。 

  １１ページをお願いします。 

  紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例。 

  この条例改正について御説明いたします。 

  紀美野町職員給与条例、別表第４で定められている消防長の職務を現行５級から改正

後６級に改正するものでございます。 

  附則につきましては、施行期日の規定でございます。 

  以上で議案第８号の説明を終わらせていただきます。 

  続いて１０３ページをお願いします。ちょっと後ろのほうになるんですが、１０３ペ
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ージをお願いいたします。 

  議案第４９号、紀美野町水産業振興基金条例を廃止する条例について。 

  紀美野町水産業振興基金条例を次のとおり廃止したいので、地方自治法第９６条第１

項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  所期の目的の達成及び現下の情勢を踏まえ、紀美野町水産業振興基金条例を廃止する

ものでございます。 

  １０４ページをお願いします。 

  紀美野町水産業振興基金条例を廃止する条例。 

  この条例の廃止につきましては、平成２３年度に残額がなくなりました。新たに積み

立てる財源の見込みもないため、今回基金を廃止するものでございます。 

  以上議案第４９号の説明とさせていただきます。 

（総務課長 井上 章君 降壇） 

◎日程第１２ 議案第 ９号 紀美野町税条例の一部を改正する条例について 

◎日程第１３ 議案第３１号 紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい 

              て 

○議長（小椋孝一君）    日程第１２、議案第９号、紀美野町税条例の一部を改正す

る条例について及び日程第１３、議案第３１号、紀美野町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例について、一括議題とします。 

  説明を願います。税務課長、中谷君。 

（税務課長 中谷嘉夫君 登壇） 

○税務課長（中谷嘉夫君）    それでは、議案書１２ページをお開きください。 

  議案第９号、紀美野町税条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町税条例を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項の規定によ

り議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  地方税法の改正に伴い、紀美野町税条例の改正を行うものである。 

  次のページをごらんください。 



－１８－ 

  紀美野町税条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町税条例の一部を次のように改正する。 

  今回、地方税法を改正する法律が平成２５年３月３０日に公布されました。その一部

のものについて、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を

改正する省令が平成２５年６月１２日に公布されたことに伴うものでございます。 

  改正内容を簡単に説明いたします。 

  第１条第１項、紀美野町行政手続条例の適用除外につきましては、国税通則法の改正

に伴い、町税に関する不利益処分等について、紀美野町行政手続条例の規定に基づき理

由を示すことになりました。 

  第４７条の２第１項、公的年金等に係る所得に係る個人の町民税の特別徴収につきま

しては、公的年金からの特別徴収対象者が賦課期日後に市町村区域外に転出した場合は

特別徴収を中止することとなっていましたが、平成２８年１０月１日以降は転出した場

合に特別徴収を継続することになりました。 

  第４７条の５第１項、年金所得に係る仮特別徴収税額等についてですけども、公的年

金から徴収する個人住民税の税額の平準化を図るため、特別徴収額の算定方法を見直し

されました。 

  附則第７条の４、寄附金税額控除における特例控除額の特例につきましては、規定の

新設に合わせまして引用条項が追加されました。 

  附則第１６条の３、上場株式等に係る配当所得等に係る町民税の課税の特例につきま

しては、法改正に合わせて上場株式等に係る配当所得等の分離課税について、特定公社

債の利子が対象に追加されたことに伴う所要の規定の整備です。 

  次の１４ページをごらんください。 

  附則第１９条、一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例につき

ましては、法改正に合わせて、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等に係る

譲渡所得等の分離課税と、上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組したことに伴

う所要の規定の整備です。 

  附則第１９条の２、上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の町民税の課税の特例に

つきましては、法規定の新設に合わせて、上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に伴

い、規定がなされました。 

  次の１５ページをお願いします。 
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  附則第１９条の３から第２０条までと附則第２０条の３及び５につきましては、削除

されました。 

  附則第２０条の２、先物取引に係る雑所得等に係る個人の町民税の課税の特例につき

ましては、規定の繰り上げで附則第２０条となります。 

  附則第２０条の４、条約適用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の

特例につきましては、法改正に合わせて、条約適用配当等に係る分離課税について特定

公社債の利子等が対象に追加されたことに伴う所要の規定の整備と、規定を繰り上げ、

附則第２０条の２となりました。 

  附則につきましては、施行期日についての定めです。 

  また、新旧対照表７ページから２９ページを御確認いただきますようよろしくお願い

します。 

  続きまして、議案書の６５ページをお開きください。 

  議案第３１号、紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町国民健康保険税条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６

条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  地方税法の改正に伴い、国民健康保険税における公社債等に対する課税方式を見直す

とともに、所要の規定の整備を行うため紀美野町国民健康保険税条例の改正を行うもの

である。 

  次のページをお願いします。 

  紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

  このことにつきましては、地方税法の改正に伴い、国民健康保険税における公社債等

に対する課税方式を見直すとともに、所要の規定の整備を行うものです。 

  改正内容を簡単に説明いたします。 

  附則第４項、上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例につき

ましては、上場株式等に係る配当所得等の分離課税について特定公社債の利子が対象に

追加されたことに伴う所要の規定の整備です。 

  附則第７項、一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例につき
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ましては、株式等に係る譲渡所得等の分離課税を一般株式等に係る譲渡所得等の分離課

税と上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税に改組したことに伴う所要の規定の整備で

す。 

  附則第８項、上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例につき

ましては、上場株式等に係る譲渡所得等の分離課税を新設したことに伴い規定されまし

た。 

  附則第９項、１０項、１２項につきましては削除され、第１１項が第９項に、第１３

項が第１０項に繰り上げになっています。 

  附則第１４項、条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例につきましては、

第１１項に繰り上げと規定の整備です。 

  次の６７ページをお願いします。 

  附則第１５項、条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例につきましては、

第１２項に繰り上げと条約適用配当等に係る分離課税について特定公社債の利子等が対

象に追加されたことに伴う所要の規定の整備です。 

   附 則 

  （施行期日） 

  １ この条例、平成２９年１月１日から施行となっています。 

  ２については適用区分となっています。 

  また、新旧対照表７０ページから７４ページを御確認いただきますようよろしくお願

いします。 

（税務課長 中谷嘉夫君 降壇） 

◎日程第１４ 議案第１１号 紀美野町行政財産使用料条例の一部を改正する条例につい 

              て 

◎日程第１５ 議案第３８号 紀美野町美里の湯かじか荘条例の一部を改正する条例につ 

              いて 

◎日程第１６ 議案第４２号 紀美野町営駐車場条例の一部を改正する条例について 

◎日程第１７ 議案第４４号 紀美野町毛原水辺公園条例の一部を改正する条例について 

◎日程第１８ 議案第４８号 紀美野町民会館条例を廃止する条例について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１４、議案第１１号、紀美野町行政財産使用料条例

の一部を改正する条例について、日程第１５、議案第３８号、紀美野町美里の湯かじか
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荘条例の一部を改正する条例について、日程第１６、議案第４２号、紀美野町営駐車場

条例の一部を改正する条例について、日程第１７、議案第４４号、紀美野町毛原水辺公

園条例の一部を改正する条例について及び日程第１８、議案第４８号、紀美野町民会館

条例を廃止する条例について、一括議題とします。 

  説明を願います。企画管財課長、増谷君。 

（企画管財課長 増谷守哉君 登壇） 

○企画管財課長（増谷守哉君）    それでは、議案書１９ページをごらんいただきた

いと思います。 

  議案第１１号、紀美野町行政財産使用料条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町行政財産使用料条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６

条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、

紀美野町行政財産使用料条例の改正を行うものでございます。 

  次、議案書の２０ページ並びに別冊新旧対照表の４０ページをあわせてごらんいただ

きたいと思います。 

  紀美野町行政財産使用料条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町行政財産使用料条例の一部を次のように改正する。 

  第２条のただし書中「１００分の１０５」を「１００分の１０８」に改める。 

  附則といたしまして、この条例は平成２６年４月１日から施行する。 

  消費税法等の改正によりまして、平成２６年４月１日より消費税が現行の５％から

８％へと改正されます。当行政財産使用料条例の２条に行政財産の目的外使用の許可を

受けた者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、消費税法施行令

第８条に該当する使用期間が１カ月に満たない場合並びに駐車場その他施設の利用を伴

う場合及び建物が使用される場合は、当該使用料に１００分の１０５を乗じた額を年額

として徴収するとの規定があります。この１０５を消費税法の改正に伴いまして１０８

に改正するものでございます。 

  以上、紀美野町行政財産使用料条例の一部を改正する条例についての説明とさせてい

ただきます。 
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  それでは、議案書の８０ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第３８号、紀美野町美里の湯かじか荘条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町美里の湯かじか荘条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９

６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案の理由でございます。 

  消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、

紀美野町美里の湯かじか荘条例の改正を行うものでございます。 

  次のページ、議案書の８１ページをごらんいただきたいと思います。 

  紀美野町美里の湯かじか荘条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町美里の湯かじか荘条例の一部を次のように改正する。 

  改正内容につきましては、条例の中でかじか荘の入浴施設、宿泊施設を利用する際の

施設の管理者が徴収できる消費税及び地方消費税を含む利用料金の上限額を別表１から

別表４において定めてございます。今回の消費税率の改正に伴いまして、改正前の料金

に１０５分の１０８を乗じた額から１円単位を切り捨てた額を利用料金として改正を行

うものでございます。 

  別表の１につきましては入浴料について、別表の２につきましては宿泊料金について、

別表の３につきましては休憩料金について、そして別表４につきましては会議・研修利

用料金について表に記載している額への改正となります。 

  附則として、この条例は平成２６年４月１日から施行する。 

  なお、改正内容を別冊の新旧対照表の８４ページから８５ページに掲載してございま

すので、後ほど御確認を賜りたいと思います。 

  以上、紀美野町美里の湯かじか荘条例の一部を改正する条例についての説明とさせて

いただきます。 

  続きまして、議案書の８９ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第４２号、紀美野町営駐車場条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町営駐車場条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１

項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案の理由でございます。 
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  消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、

紀美野町営駐車場条例の改正を行うものでございます。 

  ９０ページをお願いします。 

  紀美野町営駐車場条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町営駐車場条例の一部を次のように改正する。 

  第９条第１項中「３,１５０円」を「３,２４０円」に改める。 

  附則といたしまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

  当条例の対象となる駐車場施設は、県営住宅小畑団地下に位置する駐車場で、利用者

については県営住宅の駐車場でございます。今回の改正につきましては、第９条に規定

されている１カ月当たりの利用料金について消費税及び地方消費税の税率が引き上げら

れ、その３％増額をするものでございます。 

  以上、紀美野町営駐車場条例の一部を改正する条例についての説明とさせていただき

ます。 

  続きまして、議案書９３ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第４４号、紀美野町毛原水辺公園条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町毛原水辺公園条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条

第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案の理由でございます。 

  消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、

紀美野町毛原水辺公園条例の改正を行うものでございます。 

  議案書９４ページをお願いします。 

  紀美野町毛原水辺公園条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町毛原水辺公園条例の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。この別表につきましては、オートキャンプ場のオートサイ

ト、テントサイトの使用料金を定めてございます。改正内容につきましては、今回の消

費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴いまして、改正前の料金に１０５

分の１０８を乗じて得た額の１円単位を切り捨てた額を利用料金として改定するもので

ございます。 

  新旧対照表９３ページに改正内容を新旧比較して掲載してございますので、後ほど御
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確認をいただきたいと思います。 

  附則といたしまして、この条例は平成２６年４月１日から施行する。 

  以上、紀美野町毛原水辺公園条例の一部を改正する条例についての説明とさせていた

だきます。 

  次、議案書の１０１ページをお願いいたします。 

  議案第４８号、紀美野町民会館条例を廃止する条例について。 

  紀美野町民開会条例を廃止したいので、地方自治法第９６条第１項の規定により議会

の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  紀美野町民会館としての本来の用途利用を廃止することに伴い、紀美野町民会館条例

を廃止するものである。 

  次、１０２ページをごらんいただきたいと思います。 

  紀美野町民会館条例を廃止する条例。 

  紀美野町民会館条例は、廃止する。 

  附則といたしまして、この条例は公布の日から施行する。 

  町民会館は昭和５１年９月に建設され、地域産業と経済及び社会開発推進の拠点の施

設として活用を図ってきました。しかし後に新しい施設が整備されるとともに平成１８

年の町合併もあったことから、町民会館を本来の用途として利用する必要がなくなった

ことから、紀美野町民会館条例を廃止するものでございます。 

  以上、紀美野町民会館条例を廃止する条例について、説明とさせていただきます。 

（企画管財課長 増谷守哉君 降壇） 

◎日程第１９ 議案第１２号 紀美野町立学校施設開放条例の一部を改正する条例につい 

              て 

○議長（小椋孝一君）    日程第１９、議案第１２号、紀美野町立学校施設開放条例

の一部を改正する条例について、議題とします。 

  説明を願います。総務学事課長、中尾君。 

（総務学事課長 中尾隆司君 登壇） 

○総務学事課長（中尾隆司君）    議案書の２１ページをお願いします。 

  議案第１２号、紀美野町立学校施設開放条例の一部を改正する条例について。 
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  紀美野町立学校施設開放条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６

条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由です。 

  消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、

紀美野町立学校施設開放条例の改正を行うものである。 

  次のページをお願いします。 

  紀美野町立学校施設開放条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町立学校施設開放条例の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改める。ということで、町内各学校の施設のそれぞれ使用料を明示

しております。今回消費税及び地方消費税の引き上げに伴い、その分使用料を上乗せし

た金額に改正をしております。また、一部他の施設とのバランスを考え、消費税とは別

に使用料を改正している部分がございますので、新旧対照表の４１ページを見ていただ

き、簡単な説明とさせていただきます。 

  この条例は平成２６年４月１日から施行する。以上です。 

（総務学事課長 中尾隆司君 降壇） 

◎日程第２０ 議案第１３号 紀美野町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例につ 

              いて 

◎日程第２１ 議案第１４号 紀美野町公民館条例の一部を改正する条例について 

◎日程第２２ 議案第１５号 紀美野町自然体験世代交流センター条例の一部を改正する 

              条例について 

◎日程第２３ 議案第１６号 紀美野町星の動物園条例の一部を改正する条例について 

◎日程第２４ 議案第１７号 紀美野町文化センター条例の一部を改正する条例について 

◎日程第２５ 議案第１８号 紀美野町真国区民センター条例の一部を改正する条例につ 

              いて 

◎日程第２６ 議案第１９号 紀美野町セミナーハウス未来塾条例の一部を改正する条例 

              について 

◎日程第２７ 議案第２０号 紀美野町社会体育施設条例の一部を改正する条例について 

◎日程第２８ 議案第２１号 紀美野町武道館条例の一部を改正する条例について 

◎日程第２９ 議案第２２号 紀美野町スポーツ公園条例の一部を改正する条例について 
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◎日程第３０ 議案第２３号 紀美野町農村総合センター条例の一部を改正する条例につ 

              いて 

○議長（小椋孝一君）    日程第２０、議案第１３号、紀美野町社会教育委員設置条

例の一部を改正する条例について、日程第２１、議案第１４号、紀美野町公民館条例の

一部を改正する条例について、日程第２２、議案第１５号、紀美野町自然体験世代交流

センター条例の一部を改正する条例について、日程第２３、議案第１６号、紀美野町星

の動物園条例の一部を改正する条例について、日程第２４、議案第１７号、紀美野町文

化センター条例の一部を改正する条例について、日程第２５、議案第１８号、紀美野町

真国区民センター条例の一部を改正する条例について、日程第２６、議案第１９号、紀

美野町セミナーハウス未来塾条例の一部を改正する条例について、日程第２７、議案第

２０号、紀美野町社会体育施設条例の一部を改正する条例について、日程第２８、議案

第２１号、紀美野町武道館条例の一部を改正する条例について、日程第２９、議案第２

２号、紀美野町スポーツ公園条例の一部を改正する条例について及び日程第３０、議案

第２３号、紀美野町農村総合センター条例の一部を改正する条例について、一括議題と

します。 

  説明を願います。生涯学習課長、岩田君。 

（生涯学習課長 岩田貞二君 登壇） 

○生涯学習課長（岩田貞二君）    ２４ページの議案第１３号、紀美野町社会教育委

員設置条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町社会教育委員設置条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９

６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由です。 

  「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に

関する法律」に基づく社会教育法の改正により、紀美野町社会教育委員設置条例の改正

を行うものである。 

  次のページをお願いします。 

  紀美野町社会教育委員設置条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町社会教育委員設置条例の一部を次のように改正する。 

  第５条を第６条とし、第２条から第４条までを１条ずつ繰り下げ、第１条の次に次の
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１条を加える。 

  （委嘱の基準） 

  第２条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行

う者並びに学識経験のある者の中から、紀美野町教育委員会が委嘱する。 

  附則第２項中「第３条」を「第４条」に改める。 

   附 則 

  この条例は、平成２６年４月１日から施行するということで、第３次一括法が成立さ

れたことに伴い社会教育法も改正され、社会教育委員の委嘱基準が設けられたことによ

るものでございます。 

  新旧対照表では４２ページに記載しておりますので、御確認ください。 

  続きまして、２６ページをお願いします。 

  議案第１４号、紀美野町公民館条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町公民館条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項

の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由です。 

  消費税法の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、

紀美野町公民館条例の改正を行うものである。 

  次のページをお願いします。 

  紀美野町公民館条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町公民館条例の一部を次のとおり改正する。 

  別表を次のとおり改めるということで、表を除いて、附則、この条例は平成２６年４

月１日から施行するということで、新旧対照表の４３ページ、４４ページに記載してお

ります。今回の消費税が８％になったことによる改正で、金額の改正のみでございます。 

  以上で議案第１４号の説明とさせていただきます。 

  ２９ページをお願いします。 

  議案第１５号、紀美野町自然体験世代交流センター条例の一部を改正する条例につい

て。 

  紀美野町自然体験世代交流センター条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自

治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 
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                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由です。 

  消費税等の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられること及び町内

社会教育施設等に準ずる施設の使用料金の平準化を図ることに伴い、紀美野町自然体験

世代交流センター条例の改正を行うものである。 

  次のページをお願いします。 

  紀美野町自然体験世代交流センター条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町自然体験世代交流センター条例の一部を次のとおり改正する。 

  別表は内容で言いますと、新旧対照表の４５ページに記載されております。別表１で

は施設使用料に対して利用者１人に対しての料金と、第２表では室の利用料となってお

ります。それを今回統一した形で改正するものであります。中央公民館等と同等にと合

わせた形にしております。 

  以上、簡単ですけども説明とさせていただきます。 

  ３１ページをお願いします。 

  紀美野町星の動物園条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町星の動物園条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第

１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由です。 

  消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、

紀美野町星の動物園条例の改正を行うものである。 

  次のページをお願いします。 

  紀美野町星の動物園条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町星の動物園条例の一部を次のように改正する。 

  別表第２使用料の欄中「３,０００円」を「３,０８０円」に、「２０,０００円」を

「２０,５７０円」に、「５,０００円」を「５,１４０円」に改める。 

  別表第３使用料の欄中「１,２００円」を「１,２３０円」に、「５００円」を「５１

０円」に、「２,５００円」を「２,５７０円」に、「２,０００円」を「２,０５０円」

に、「１,５００円」を「１,５４０円」に、「１,０００円」を「１,０２０円」に改め、

同表備考欄中「５００円」を「５１０円」に改める。 



－２９－ 

   附 則 

  この条例は、平成２６年４月１日から施行するということで、新旧対照表の４６、４

７ページに記載しております。２表については施設の利用であります。３表については

屈折望遠鏡、反射望遠鏡等の使用に当たります。 

  以上、簡単ですけども説明とさせていただきます。 

  ３３ページをお願いします。 

  議案第１７号です。紀美野町文化センター条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町文化センター条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条

第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、

紀美野町文化センター条例の改正を行うものである。 

  次のページをお願いします。 

  紀美野町文化センター条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町文化センター条例の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改めるということで、別表１では室の使用料、別表２では施設の附

属備品の使用料ということになっております。消費税のみの改正でございます。 

  新旧対照表の４８、４９ページに記載しておりますので、御確認ください。 

   附 則 

  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

  議案第１７号の説明とさせていただきます。 

  次の３６ページをお願いします。 

  議案第１８号、紀美野町真国区民センター条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町真国区民センター条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９

６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられること及び町

内社会教育施設等に準ずる施設の使用料金の平準化を図ることに伴い、紀美野町真国区
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民センター条例の改正を行うものである。 

  次のページをお願いします。 

  紀美野町真国区民センター条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町真国区民センター条例の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改めるということで、これも自然体験世代交流センターと同等に利

用者１人に対して幾ら、部屋に対して幾らという料金体制でありましたが、統一化を図

っていくということで今回この内容を提案しております。 

   附 則 

  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

  以上で、簡単ですけども１８号の説明とさせていただきます。 

  ３８ページです。 

  議案第１９号、紀美野町セミナーハウス未来塾条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町セミナーハウス未来塾条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法

第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  指定管理者制度に伴い使用料金の上限を定めるため、紀美野町セミナーハウス未来塾

条例の改正を行うものである。 

  次のページをお願いします。 

  紀美野町セミナーハウス未来塾条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町セミナーハウス未来塾条例の一部を次のように改正する。 

  第１３条第３項中「前項の場合における第１項の使用料の額は、」を「使用料の額は、

別表に定める範囲内において」に改めるということで、新旧対照表の５１、５２ページ

に記載しております。 

  別表では、現行の施設使用料を１,０６０円から１,７６０円にということで記載して

おりました。２４年度実績では利用者も２,２０２人とやや減少ぎみでありまして、収

支もプラスマイナスゼロに近い状態であります。それに伴って、電気料、光熱関係が高

騰してきたということで、厳しい状態にあります。今回別表を上限３,０００円として、

また研修室の使用料を１,５００円から１,７００円にすることによって高騰してくる燃

料、電気料、そういう周りの環境に柔軟に対応できるような形で上限を定めて改正する
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ものであります。 

  以上、説明とさせていただきます。 

  ４０ページをお願いします。 

  議案第２０号、紀美野町社会体育施設条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町社会体育施設条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条

第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、

紀美野町社会体育施設条例の改正を行うものである。 

  次のページをお願いします。４１ページです。 

  紀美野町社会体育施設条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町社会体育施設条例の一部を次のように改正する。 

  別表第２中「３,１５０円」を「３,２４０円」に、「１,５７０円」を「１,６２０

円」に、「４,２００円」を「４,３２０円」に、「２,６２０円」を「２,６９０円」に

改める。 

   附 則 

  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

  消費税による改正でございます。金額の料金の改正のみです。 

  以上、簡単ですけども説明とさせていただきます。 

  次の４２ページをお願いします。 

  議案第２１号、紀美野町武道館条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町武道館条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項

の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  消費税法の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、

紀美野町武道館条例の改正を行うものである。 

  次のページをお願いします。 

  紀美野町武道館条例の一部を改正する条例。 



－３２－ 

  紀美野町武道館条例の一部を次のように改正する。 

  別表中「２,６２０円」を「２,６９０円」に、「５,２５０円」を「５,４００円」に

改める。 

   附 則 

  この条例は、平成２６年４月１日から施行するということで、これも消費税に伴う料

金改正でございます。 

  以上、簡単ですけども説明とさせていただきます。 

  次の４４ページをお願いします。 

  議案第２２号、紀美野町スポーツ公園条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町スポーツ公園条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条

第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、

紀美野町スポーツ公園条例の改正を行うものである。 

  次のページをお願いします。 

  紀美野町スポーツ公園条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町スポーツ公園条例の一部を次のように改正する。 

  別表を次のように改めるということで、消費税のみの改正でございます。 

  別表は施設の利用では照明の関係の使用料となっております。 

  以上で、議案第２２号の説明とさせていただきます。 

  次の４７ページをお願いします。 

  議案第２３号、紀美野町農村総合センター条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町農村総合センター条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９

６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられること及び町

内体育施設等に準ずる施設の使用料金の平準化を図ることに伴い、紀美野町農村総合セ

ンター条例の改正を行うものである。 
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  次のページをお願いします。 

  紀美野町農村総合センター条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町農村総合センター条例の一部を次のように改正する。 

  第１３条中「別表第１及び別表第２」を「別表」に改める。 

  別表第２を削り、別表第１を次のように改めるということで、会議室、検査室、実習

室、図書室等の部屋の料金が他の施設と異なっておりましたので、これを改めて、中央

公民館等の料金に合わせていくということで時間当たりに換算したものでございます。

それと体育施設の体育館、テニスコート、野球場、ゲートゴルフ場を除く体育施設につ

いては、スポーツ公園に準じた形で改正したいと考えております。ゲートゴルフについ

ては以前は２時間を基本とした料金体制で行っていましたが、料金を１時間当たりとし

て改正するものでございます。非常に簡素化した形の料金体制にしておりますので、わ

かりやすくなっております。また、プールにつきましては、２６年度から利用者も少な

いことから廃止という形をとりたいと考えております。 

  ということで、議案第１３号から議案第２３号についての説明とさせていただきます。 

（生涯学習課長 岩田貞二君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１０時２５分） 

 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時４０分） 

◎日程第３１ 議案第２４号 紀美野町総合福祉センター条例の一部を改正する条例につ 

              いて 

◎日程第３２ 議案第２８号 紀美野町立老人憩の家かしこ荘条例の一部を改正する条例 

              について 

◎日程第３３ 議案第２９号 紀美野町障害程度認定審査会の委員の定数等条例の一部を 

              改正する条例について 

◎日程第３４ 議案第３３号 紀美野町長谷毛原健康センター条例の一部を改正する条例 

              について 
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○議長（小椋孝一君）    日程第３１、議案第２４号、紀美野町総合福祉センター条

例の一部を改正する条例について、日程第３２、議案第２８号、紀美野町立老人憩の家

かしこ荘条例の一部を改正する条例について、日程第３３、議案第２９号、紀美野町障

害程度認定審査会の委員の定数等条例の一部を改正する条例について及び日程第３４、

議案第３３号、紀美野町長谷毛原健康センター条例の一部を改正する条例について、一

括議題とします。 

  説明を願います。保健福祉課長、山本君。 

（保健福祉課長 山本倉造君 登壇） 

○保健福祉課長（山本倉造君）    ４９ページでございます。議案第２４号、紀美野

町総合福祉センター条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町総合福祉センター条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９

６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、

紀美野町総合福祉センター条例の改正を行うものである。 

  消費税率の改正に伴いまして、使用料の改正と２階、３階にある会議室につきまして

一般にも利用できるように使用料を定めてきました。使用料につきましては公民館と同

等の額としています。 

  改正内容につきましては、５０ページのとおりでございます。 

   附 則 

  この条例は、平成２６年４月１日から施行するということになります。 

  以上で、第２４号につきまして説明とさせていただきます。 

  続きまして、５８ページをごらんください。 

  議案第２８号、紀美野町立老人憩の家かしこ荘条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町立老人憩の家かしこ荘条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法

第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、
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紀美野町立老人憩の家かしこ荘条例の改正を行うものである。 

  紀美野町立老人憩の家かしこ荘条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町立老人憩の家かしこ荘条例の一部を次のように改正する。 

  別表１につきまして、ごらんのとおりの改正でございまして、浴室につきましては実

績等がございませんので、削除いたしました。 

   附 則 

  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

  続きまして、６０ページ、議案第２９号、紀美野町障害程度認定審査会の委員の定数

等条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町障害程度認定審査会の委員の定数等条例の一部を次のとおり改正したいので、

地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の改正に伴い、紀美野

町障害程度認定審査会の委員の定数等条例の改正を行うものである。 

  ６１ページをごらんください。 

  紀美野町障害程度認定審査会の委員の定数等条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町障害程度認定審査会の委員の定数等条例の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

  紀美野町障害支援区分認定審査会の委員の定数等条例。 

  第１条中「障害程度認定審査会」を「障害支援区分認定審査会」に改める。 

   附 則 

  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

  これは先ほど申しました法律によりまして認定区分の名称が障害程度区分から障害支

援区分と変わったために行うものであります。 

  ７０ページです。 

  議案第３３号、紀美野町長谷毛原健康センター条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町長谷毛原健康センター条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法

第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 
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  提案理由。 

  消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率が引き上げられることに伴い、

紀美野町長谷毛原健康センター条例の改正を行うものである。 

  ７１ページです。 

  紀美野町長谷毛原健康センター条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町長谷毛原健康センター条例の一部を次のように改正する。 

  これも消費税の改定に合わせて行うものでありまして、１.０５で割って１.０８を掛

け、１０円未満を切り捨てるということで行っています。 

   附 則 

  この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

  以上で、簡単ですが説明とさせていただきます。 

（保健福祉課長 山本倉造君 降壇） 

◎日程第３５ 議案第２５号 紀美野町子ども医療費支給条例の一部を改正する条例につ 

              いて 

◎日程第３６ 議案第２６号 紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条 

              例について 

◎日程第３７ 議案第２７号 紀美野町老齢者医療費助成条例の一部を改正する条例につ 

              いて 

◎日程第３８ 議案第３０号 紀美野町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する 

              条例について 

◎日程第３９ 議案第３２号 紀美野町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例に 

              ついて 

◎日程第４０ 議案第３４号 紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正 

              する条例について 

◎日程第４１ 議案第３５号 紀美野町放棄自動車等の防止及び処理に関する条例の一部 

              を改正する条例について 

○議長（小椋孝一君）    日程第３５、議案第２５号、紀美野町子ども医療費支給条

例の一部を改正する条例について、日程第３６、議案第２６号、紀美野町ひとり親家庭

医療費助成条例の一部を改正する条例について、日程第３７、議案第２７号、紀美野町

老齢者医療費助成条例の一部を改正する条例について、日程第３８、議案第３０号、紀
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美野町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例について、日程第３９、議

案第３２号、紀美野町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例について、日程第

４０、議案第３４号、紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条

例について及び日程第４１、議案第３５号、紀美野町放棄自動車等の防止及び処理に関

する条例の一部を改正する条例について、一括議題とします。 

  説明を願います。住民課長、牛居君。 

（住民課長 牛居秀行君 登壇） 

○住民課長（牛居秀行君）    議案書の５２ページをごらんください。 

  議案第２５号、紀美野町子ども医療費支給条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町子ども医療費支給条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９

６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、医療費の支給方法の変更に伴い、紀美野町子ども医療費支

給条例の改正を行うものでございます。 

  次のページ、５３ページをお開きください。 

  紀美野町子ども医療費支給条例の一部を改正する条例でございます。 

  お配りしております新旧対照表では６１ページをごらんください。 

  第７条第２項を削る。この改正につきましては、助成費の請求は、医療機関等におい

て子ども医療費を支払った日から起算して１年以内にしなければならないという条文を

削除するものでございます。これにつきましては、以前は町単独部分の助成費につきま

しては全て償還払いとなっておりまして、一旦医療機関で立てかえ払いをしていただき、

領収書等を役場に持ってきていただきまして自己負担額を償還しておりましたので、事

務の簡素化のため医療費を支払った日から起算して１年以内の申請をお願いしておった

ものでございますけれども、県の医師会及び海南医師会、また各関係機関の御協力のも

と、現時点におきましては県外での受診した場合以外は町単独も含めまして全て現物払

いとなったため、県内の医療機関での立てかえ払いがなくなりましたので、削除するも

のでございます。 

  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するとしております。 

  以上、議案第２５号の説明といたします。 

  次に５４ページをお願いいたします。 
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  議案第２６号、紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治

法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、助成金支給方法の変更に伴いまして、紀美野町ひとり親家

庭医療費助成条例の改正を行うものでございます。 

  次のページをごらんください。 

  紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例でございます。 

  新旧対照表では６２ページをごらんいただきたいと思います。 

  本条例の改正内容につきましても、先ほど子ども医療費の支給条例の改正内容と同じ

でございまして、助成費の申請期間を１年以内と定めた条文の削除でございます。 

  附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するものとなってございます。 

  以上、議案第２６号の説明といたします。 

  続きまして、議案書の５６ページをごらんください。 

  議案第２７号、紀美野町老齢者医療費助成条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町老齢者医療費助成条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９

６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、医療費の支給方法の変更及び医療費助成制度の適正化を図

るため、条例改正を行うものでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  紀美野町老齢者医療費助成条例の一部を改正する条例でございます。 

  新旧対照表では６３ページでございます。 

  改正内容でございますが、第４条第２項中「又は高齢者の医療の確保に関する法律」

を削り、同条に次の３項を加えるものでございます。これにつきましては、高齢者の医

療の確保に関する法律は後期高齢者医療制度を規定した法律であり、本条例上の記載は

不要となるため、条文を削除するものでございます。 

  また３項を追加いたしますのは、他法優先の原則を書き加えたものでございます。 

  次に第８条中第２項を削り、第３項を第２項とし、第４項を第３項とするとあるのは、

助成費の支給期間を１年以内と定めた条文を削除するものでございます。 
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  なお、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行するとなってございます。 

  以上、議案第２７号の説明といたします。 

  続きまして、議案書の６２ページをお開きください。 

  議案第３０号、紀美野町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例につい

て。 

  紀美野町重度心身障害者医療費助成条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自

治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、医療費の支給方法の変更及び医療費の助成制度の適正化を

図るための条例改正を行うものでございます。 

  次の、６３ページをごらんください。 

  紀美野町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例でございます。 

  新旧対照表では６７ページでございます。 

  改正内容につきましては、重度心身障害者医療費助成制度の対象者の基準は変わって

おりませんけれども、条文の整理をいたしたものでございます。 

  第２条第１項第１号から第６号までの条文の改正を行っておりますが、これは旧条例

の１号の中に２つの資格要件が記述されておりましたので、よりわかりやすくするため

に新条例では１号と２号に分けて記述をいたしております。また旧条例の２号を新条例

の３号とし、旧条例の３号を削除しております。また旧条例の４号の和歌山県という表

現を削除し、新条例の第４条としております。第５号は表記の訂正を行い、第６号では

旧条例の第６号をより詳細に説明した形といたしました。また旧条例の第２条第２項第

２号中の条文の削除につきましては、新条例の第２条第１項第６号に記載いたしました

ので削除となったものでございます。また第４条は助成金の額についての規定でありま

すけれども、旧条例をよりわかりやすくするために旧条例の第１項及び第２項の表記を

新条例の第１項から第３項の表記とし、より読みやすい形といたしました。また新条例

の第２項では、他法優先の原則を追加表記しております。また議案書６４ページの第８

条の改正では、申請期間を医療費を支払った日から１年以内とする条文の削除を行って

おります。 

  なお、附則といたしまして、この条例は、公布の日から施行することといたしており

ます。 



－４０－ 

  以上、議案第３０号の説明といたします。 

  続きまして、議案書の６８ページをごらんください。 

  議案第３２号、紀美野町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町国民健康保険診療所条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第

９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、条例の改

正を行うものでございます。 

  次のページをお開きください。 

  紀美野町国民健康保険診療所条例の一部を改正する条例でございます。新旧対照表で

は７５ページをごらんください。 

  改正内容につきましては、消費税の引き上げに伴う診断書及び介護保険法による主治

医意見書の作成手数料の改正を行うものでございます。改正金額につきましては、新旧

対照表７５ページのとおりでございます。御高覧賜りたいと存じます。 

  なお、附則といたしまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行することとな

ってございます。 

  以上、議案第３２号の説明といたします。 

  次に議案書７２ページをごらんください。 

  議案第３４号、紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例に

ついて。 

  紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を次のとおり改正したいので、地

方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、消費税及び地方消費税の税率の引き上げに伴い、条例の改

正を行うものでございます。 

  次のページをごらんください。 

  紀美野町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例でございます。新

旧対照表では７８ページ、７９ページをごらんください。 

  条例の改正内容でございますが、消費税の引き上げに伴います家庭及び事業用の一般

廃棄物の自己搬入及び臨時収集の手数料の改正でございます。改正金額につきましては



－４１－ 

新旧対照表のとおりでございますので、御高覧願います。 

  なお、附則といたしまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行することとな

ってございます。 

  以上、議案第３４号の説明といたします。 

  続きまして、議案書の７４ページでございます。 

  議案第３５号、紀美野町放棄自動車等の防止及び処理に関する条例の一部を改正する

条例について。 

  紀美野町放棄自動車等の防止及び処理に関する条例の一部を次のとおり改正したいの

で、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率の

引き上げに伴い、条例の改正を行うものでございます。 

  次のページをごらんください。 

  紀美野町放棄自動車等の防止及び処理に関する条例の一部を改正する条例でございま

す。新旧対照表では８０ページをごらんください。 

  改正内容は、消費税の引き上げに伴う放棄自動車及びそれ以外のものの撤去費用の徴

収料の改正でございまして、新旧対照表の８０ページのとおりでございます。 

  なお、附則といたしまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行することとな

ってございます。 

  以上、簡単でございますが、住民課管轄の条例改正につきましての説明とさせていた

だきます。 

（住民課長 牛居秀行君 降壇） 

◎日程第４２ 議案第３６号 紀美野町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例 

              について 

◎日程第４３ 議案第３９号 紀美野町道路占用条例の一部を改正する条例について 

◎日程第４４ 議案第４０号 紀美野町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例につ 

              いて 

◎日程第４５ 議案第４１号 紀美野町建設残土処理場条例の一部を改正する条例につい 

              て 

◎日程第４６ 議案第４３号 紀美野町公園条例の一部を改正する条例について 
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○議長（小椋孝一君）    日程第４２、議案第３６号、紀美野町農業集落排水処理施

設条例の一部を改正する条例について、日程第４３、議案第３９号、紀美野町道路占用

条例の一部を改正する条例について、日程第４４、議案第４０号、紀美野町法定外公共

物管理条例の一部を改正する条例について、日程第４５、議案第４１号、紀美野町建設

残土処理場条例の一部を改正する条例について及び日程第４６、議案第４３号、紀美野

町公園条例の一部を改正する条例について、一括議題とします。 

  説明を願います。建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    ７６ページをお願いします。 

  議案第３６号、紀美野町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町農業集落排水処理施設条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法

第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由につきましては、消費税等の税率の引き上げに伴う使用料の改定並びに消費

税法第６条の規定による手数料の改訂のため、紀美野町農業集落排水処理施設条例の改

正を行うものでございます。 

  次の７７ページをお願いします。 

  紀美野町農業集落排水処理施設条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町農業集落排水処理施設条例の一部を次のように改正する。 

  別表第２の使用料につきましては、消費税の改正による税率の引き上げによるもので

ございます。 

  別表３は、手数料の関係で、消費税法第６条の規定によるものの改訂でございます。

詳しくは新旧対照表の８１から８２ページを参照していただきますようお願いします。 

  附則としましては、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

  以上、議案第３６号の説明とします。 

  次に８２ページをお願いします。 

  議案第３９号、紀美野町道路占用条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町道路占用条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１

項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 
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  提案理由につきましては、地方税法の改正による延滞金の利率の改定等に伴い、紀美

野町道路占用条例の改正を行うものでございます。 

  次の８３ページをお願いします。 

  紀美野町道路占用条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町道路占用条例の一部を次のように改正する。 

  第７条を次のように改める。 

  第７条 占用料を納入期限までに納入しない者に対し督促状を発したときは、紀美野

町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の例により督促手数料及び

延滞金を徴収することができる。 

  これにつきましては、現行の条例では、第７条の３項で延滞金の額は日数に応じ年１

４.６％の割合を乗じて得た額となっておりましたが、今回１４.６％の割合を固定しな

いで紀美野町税外収入金に係る督促手数料及び延滞金徴収に関する条例の例によるもの

としたものでございます。詳しくは新旧対照表の８６ページを参照していただきますよ

うお願いします。 

  次に別表（第３条関係）につきましては、現行では表中に消費税の相当額を加算した

金額を明記しておりましたが、今回その消費税の金額を削除し、備考欄の４に、この表

に規定する額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額としたものでございます。 

  以上、議案第３９号の説明とします。 

  続きまして、８５ページをお願いします。 

  議案第４０号、紀美野町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町法定外公共物管理条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９

６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由につきましては、消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率が

引き上げられることに伴い、紀美野町法定外公共物管理条例の改正を行うものでござい

ます。 

  次の８６ページをお願いします。 

  紀美野町法定外公共物管理条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町法定外公共物管理条例の一部を次のように改正する。 

  別表第６条関係の法定外公共物の占用料につきましては、先ほどの道路占用条例と同
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じで、表中の消費税相当額を加算した金額の表記をしていたものを削除したものでござ

います。 

  附則としまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

  以上、簡単ですが、議案第４０号の説明とします。 

  次に８７ページをお願いします。 

  議案第４１号、紀美野町建設残土処理場条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町建設残土処理場条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６

条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由につきましては、公共事業における残土の受け入れ地域の拡大及び消費税等

の税率の引き上げに伴い、紀美野町建設残土処理場条例の改正を行うものでございます。 

  次の８８ページをお願いします。 

  紀美野町建設残土処理場条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町建設残土処理場条例の一部を次のように改正する。 

  第６条第１項中「海南工事事務所管内」の次に「及び和歌山県那賀振興局管内」を加

える。 

  これにつきましては、那賀振興局管内でも紀美野町に隣接している紀の川市、貴志川

町、それから桃山町に関しましては、本町の残土処理場にも距離的にも大変近い距離に

ございます。このことから、那賀振興局からも搬入地域の拡大の要望もございました。

それに伴い、今後の残土処理場の安定的な管理運営をしていく上でも受け入れ地域の拡

大をお願いするものでございます。 

  次に、第１１条の見出しを「（処理料等）」に改め、同条第１項中「処理料」を「搬

入料」に改める。 

  これにつきましては、条項文の文言の統一を図ったことによるものでございます。詳

しくは新旧対照表の９０ページを参照していただきますようお願いします。 

  別表（第１１条関係）の処理料につきましては、消費税の改正による税率の引き上げ

によるものでございます。 

  附則といたしまして、この条例は平成２６年４月１日から施行すると。 

  次に９１ページをお願いします。 

  議案第４３号、紀美野町公園条例の一部を改正する条例について。 
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  紀美野町公園条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項の

規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由につきましては、消費税法等の改正により、消費税及び地方消費税の税率が

引き上げられることに伴い、紀美野町公園条例の改正を行うものでございます。 

  次の９２ページをお願いします。 

  紀美野町公園条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町公園条例の一部を次のように改正する。 

  別表（第６条関係）の公園使用料につきましては、消費税の改正による税率の引き上

げによるものでございます。新旧対照表の９２ページを参照していただきますようお願

いします。 

  附則としまして、この条例は、平成２６年４月１日から施行する。 

  以上、簡単ですが、議案第４３号の説明とします。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

◎日程第４７ 議案第３７号 紀美野町山の家おいし条例の一部を改正する条例について 

◎日程第４８ 議案第４５号 紀美野町のかみふれあい公園条例の一部を改正するについ 

              て 

○議長（小椋孝一君）    日程第４７、議案第３７号、紀美野町山の家おいし条例の

一部を改正する条例について及び日程第４８、議案第４５号、紀美野町のかみふれあい

公園条例の一部を改正する条例について、一括議題とします。 

  説明を願います。産業課長、大窪君。 

（産業課長 大窪茂男君 登壇） 

○産業課長（大窪茂男君）    議案書の７８ページをお願いいたします。 

  議案第３７号、紀美野町山の家おいし条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町山の家おいし条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条

第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、消費税の税率の引き上げに伴い、条例改正を行うものでご

ざいます。 

  次の７９ページをお願いいたします。 



－４６－ 

  紀美野町山の家おいし条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町山の家おいし条例の一部を次のように改正する。 

  別表利用料金の欄中「２,０００円」を「２,０５０円」に、「１,０００円」を「１,

０２０円」に、「１,５００円」を「１,５４０円」に、「８００円」を「８２０円」に、

「５００円」を「５１０円」に改める。 

  このキャンプ場の利用料金の消費税の引き上げに伴い改正するものでございます。 

  この条例は、平成２６年４月１日から施行することになってございます。 

  なお、新旧対照表につきましては８３ページに掲載してございます。 

  次に９５ページをお開きください。 

  議案第４５号、紀美野町のかみふれあい公園条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町のかみふれあい公園条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第

９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございますが、先ほどと同じ消費税の引き上げに伴い、条例改正を行うも

のでございます。 

  ９６ページをお願いいたします。 

  紀美野町のかみふれあい公園条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町のかみふれあい公園条例の一部を次のように改正する。 

  別表キャンプの項料金の欄中「３,０００円」を「３,０８０円」に、「６００円」を

「６１０円」に、「４００円」を「４１０円」に改め、同表デイキャンプの項料金の欄

中「２,０００円」を「２,０５０円」に改め、同表区画料金の項料金の欄中「１,５０

０円」を「１,５４０円」に改める。 

  のかみふれあい公園のキャンプ場の使用料及びバーベキューサイトの使用料の改正を

行うものでございます。 

  この条例は、平成２６年４月１日から施行することとなってございます。 

  なお、新旧対照表につきましては９４ページに掲載しておりますので、よろしくお願

いいたします。 

  以上説明とさせていただきます。 

（産業課長 大窪茂男君 降壇） 

◎日程第４９ 議案第４６号 紀美野町給水条例の一部を改正する条例について 
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○議長（小椋孝一君）    日程第４９、議案第４６号、紀美野町給水条例の一部を改

正する条例について、議題とします。 

  説明を願います。水道課長、温井君。 

（水道課長 温井秀行君 登壇） 

○水道課長（温井秀行君）    議案書の９７ページをお開き願います。 

  議案第４６号、紀美野町給水条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町給水条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項の

規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。消費税法等改正により、平成２６年４月１日から消費税及び

地方消費税の税率が５％から８％に引き上げられることに伴い、紀美野町給水条例の改

正を行うものでございます。 

  次の９８ページをお願いいたします。 

  紀美野町給水条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町給水条例の一部を次のように改正する。 

  第２６条中「１００分の１０５を乗じて得た額」を「消費税等相当額（消費税法の規

定に基づく消費税及び地方税法の規定に基づく地方消費税に相当する額をいう。以下同

じ。）を加算した額」に改める。 

  第３２条第１項中「１００分の１０５を乗じて得た金額」を「消費税等相当額を加算

した金額」に改める。 

  ２６条は水道使用料金を定めてございます。３２条は水道加入料金を定めております。

それぞれ３％アップ分の改正でございます。 

  附則といたしまして、この条例は平成２６年４月１日から施行し、同年４月使用分の

水道料金から適用するとさせていただいております。 

  新旧対照表は９５ページに記載をさせていただいております。 

  以上、簡単でございますが御説明とさせていただきます。 

（水道課長 温井秀行君 降壇） 

◎日程第５０ 議案第５０号 紀美野町過疎地域自立促進計画の変更について 

◎日程第５１ 議案第５１号 辺地総合整備計画の変更について 

○議長（小椋孝一君）    日程第５０、議案第５０号、紀美野町過疎地域自立促進計
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画の変更ついて及び日程第５１、議案第５１号、辺地総合計画の変更について、一括議

題とします。 

  説明を願います。企画管財課長、増谷君。 

（企画管財課長 増谷守哉君 登壇） 

○企画管財課長（増谷守哉君）    それでは議案書の１０５ページをお開きください。 

  議案第５０号、紀美野町過疎地域自立促進計画の変更について。 

  紀美野町過疎地域自立促進計画の一部を次のとおり変更したいので、過疎地域自立促

進特別措置法第６条第７項において準用する同条第１項の規定により、議会の議決を求

める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由につきましては、紀美野町過疎地域自立促進計画において、産業の振興、交

通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進、生活環境の整備の３つの事業の事業

計画及び事業内容のを変更するものでございます。 

  １０６ページをお願いします。 

  計画の変更についての説明資料でございます。 

  紀美野町過疎地域自立促進計画の変更について。 

  ２、産業の振興について。 

  計画書の１４ページに記載されてございます（３）計画の（４）地場産業の振興の中

に観光看板整備事業、事業主体が町の事業を追加し、計４件とするものでございます。 

  また次に（９）過疎地域自立促進特別事業の中に間伐材流通支援事業、事業主体が町

の事業を追加し、計４件とするものでございます。 

  変更にかかる理由についてでございますが、観光看板整備事業につきましては観光振

興を図るため、町外からの観光客を受け入れる基盤整備として、円滑な案内や誘導を行

うための観光看板の整備を行うものでございます。 

  次の事業の間伐材流通支援事業につきましては、間伐材の搬出・販売を促進し、本町

における健全な森林の育成、資源の有効活用を図るために、間伐材の搬出経費に対して

補助を行うものでございます。 

  次１０７ページをお願いいたします。 

  ３、交通通信体系の整備、情報化及び地域間交流の促進事業についての計画書におい

ては１９ページに記載されているものでございます。 
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  （３）計画の（１）市町村道、道路の事業の中に柴目七山バイパス線、延長が６７０

メーター、巾員につきましては５メーター、事業主体が町の事業を追加いたしまして、

道路事業を計１３件とするものでございます。 

  変更にかかる理由でございますが、本路線は柴目地区と長谷地区を結ぶ唯一の生活路

線でありますが、柴目地区内においては幅員が狭く車のすれ違いにも支障を来している

状況であり、また高齢者の増加に伴う電動カートの通行も多いことから、改良区間の延

長を行い整備をするものでございます。 

  続きまして、１０８ページをお願いいたします。 

  ４、生活環境の整備について。 

  計画書においては２６ページに記載してございます。 

  （３）計画の（４）消防施設の事業の中に吉野地区消防格納庫整備事業、事業主体が

町の事業を追加し、計３４件と変更するものでございます。 

  続きまして、（６）の過疎地域自立促進特別事業の中に消防団防火外被購入事業、事

業主体が町の事業を追加し、計３件と変更するものでございます。 

  変更にかかる理由でございますが、吉野地区消防格納庫整備事業につきましては、吉

野地区の消防防災拠点である当該消防格納庫は防災上危険個所に位置することから、移

転整備するものでございます。 

  また消防団防火外被購入費につきましては、災害対応力を充実させ、住民の安心、安

全な環境を確保するために消防団活動に必要な備品の購入を行うものでございます。 

  申しわけございません、このページはミスプリントがございますので、修正をお願い

いしたいと思います。１０８ページの下から２行目の後半になりますが、安全な環境を

確保するというところを、すが抜けてございます。すの記入のほうよろしくお願いいた

します。 

  以上、議案第５０号、紀美野町過疎地域自立促進計画の変更についての説明とさせて

いただきます。 

  続きまして、１０９ページをお開きください。 

  議案第５１号、辺地総合整備計画の変更について。 

  辺地総合整備計画を別案のとおり変更したいので、「辺地に係る公共的施設の総合整

備のための財政上の特別措置等に関する法律」第３条第８項において準用する同条第１

項の規定により、議会の議決を求める。 
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                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。辺地総合整備計画の変更を行いたいので、「辺地に係る公共

的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律」の規定により提案するも

のでございます。 

  隣の１１０ページをごらんいただきたいと思います。 

  紀美野町中田辺地の総合整備計画書でございます。 

  このうち今回変更する箇所につきましては、ページ中段の３．公共的施設の整備計画

の中に生石高原第２駐車場整備事業として、事業主体を町、事業費は２,５００万円、

この財源内訳といたしましては、全額を一般財源として、またその全額を辺地対策事業

債の予定額とするものでございます。実施年度につきましては２６年度となります。当

事業を追加するものでございます。 

  次１１１ページをごらんいただきたいと思います。 

  紀美野町国吉の辺地の総合整備計画書でございます。 

  このうち今回変更いたします箇所は、ページ中段の３．公共的施設の整備計画の中の

表中の一番下の行の国吉診療所汎用画像装置購入事業として、事業主体は町、事業費は

３０２万４,０００円、この財源内訳を特定財源１５１万２,０００円、一般財源１５１

万２,０００円として、この一般財源のうちの１５０万円を辺地対策事業債の予定額と

するものでございます。事業実施年度につきましては平成２６年度となってございます。

当計画を追加するものでございます。 

  次１１２ページをごらんください。 

  紀美野町長谷毛原の辺地の総合整備計画書でございます。 

  このうち今回変更する箇所は、ページ中段の３．公共的施設の整備計画の中に携帯電

話基地局建設事業として、事業主体を町、事業費は８０１万４,０００円、この財源内

訳を特定財源７１２万２,０００円、一般財源を８９万２,０００円として、この一般財

源のうち８０万円を辺地対策事業債の予定額とするものでございます。実施年度につき

ましては平成２６年度となります。 

  また公衆便所整備事業といたしまして、事業主体は町、事業費は１,５３０万１,００

０円、この財源内訳を特定財源７６５万円、一般財源７６５万１,０００円とし、この

うち一般財源のうちの７６０万円を辺地対策事業債の予定額とするものでございます。

これにつきましても実施年度は平成２６年度となります。当事業を計画に追加するもの
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でございます。 

  以上、辺地総合整備計画の変更に係る説明とさせていただきます。 

（企画管財課長 増谷守哉君 降壇） 

◎日程第５２ 議案第５２号 工事請負契約の締結について（平成２５年度町営住宅福井 

              第３団地新築（第２期）工事） 

◎日程第５３ 議案第５３号 工事請負契約の変更について（平成２５年度町営住宅福井 

              第３団地新築（第１期）工事） 

○議長（小椋孝一君）    日程第５２、議案第５２号、工事請負契約の締結について

（平成２５年度町営住宅福井第３団地新築（第２期工事）及び日程第５３、議案第５３

号、工事請負契約の変更について（平成２５年度町営住宅福井第３団地新築（第１期）

工事）を一括議題とします。 

  説明を願います。企画管財課長、増谷君。 

（企画管財課長 増谷守哉君 登壇） 

○企画管財課長（増谷守哉君）    それでは、議案書の１１３ページをお願いします。 

  議案第５２号、工事請負契約の締結について。 

  次のとおり工事請負契約を締結したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  契約の目的につきましては、平成２５年度町営住宅福井第３団地新築（第２期）工事

でございます。 

  契約の方法は、指名競争入札でございます。 

  契約金額は５,８０４万２,８４５円となってございます。 

  契約の相手方につきましては、和歌山県海草郡紀美野町小畑８３１番地８、墓野建築、

代表者が墓野義泰でございます。 

  当工事請負契約は、さきの議会で契約の締結議案を可決いただきました。町営住宅福

井第３団地新築（第１期）工事の引き続き実施する第２期工事で、工事内容につきまし

ては第１期工事と同様、国の社会資本整備総合交付金の交付を受けまして、福井地区に

木造２階建ての町営住宅を４戸建設するものでございます。 

  以上、簡単ですが、議案第５２号の説明とさせていただきます。 

  続きまして、隣の１１４ページをごらんいただきたいと思います。 
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  議案第５３号、工事請負契約の変更について。 

  平成２５年度町営住宅福井第３団地新築（第１期）工事について、次のとおり工事請

負契約を変更したいので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する

条例第２条の規定により、議会の議決を求める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  変更内容につきましては、契約金額の変更でございます。変更前の契約金額につきま

しては５,９１１万５,０００円でございます。変更後につきましては６,１７９万９,７

６０円となるものでございます。 

  この工事請負契約はさきの議会で契約の議案の可決をいただいた町営住宅福井第３団

地新築（第１期）工事の変更に伴うものでございます。当工事の工期につきましては、

国の交付金事業の事務手続上２５年度末の３月となってございましたが、２６年度への

繰り越しによる工事を進めていくこととしてございます。このため、当初契約では消費

税率及び地方消費税率が５％でございましたが、消費税法の改正に伴いまして、平成２

６年度に繰り越しを行うことにより工事費の８％の税率となるものでございます。この

ほか、一部外構工事の増額ということで変更契約となるものでございます。 

  以上、議案第５３号の説明とさせていただきます。 

（企画管財課長 増谷守哉君 降壇） 

◎日程第５４ 議案第５４号 監査委員の選任の同意について 

◎日程第５５ 議案第５５号 公平委員会委員の選任の同意について 

◎日程第５６ 議案第５６号 教育委員会委員の任命の同意について 

◎日程第５７ 議案第５７号 教育委員会委員の任命の同意について 

○議長（小椋孝一君）    日程第５４、議案第５４号、監査委員の選任の同意につい

て、日程第５５、議案第５５号、公平委員会委員の選任の同意について、日程第５６、

議案第５６号、教育委員会委員の任命の同意について及び日程第５７、議案第５７号、

教育委員会委員の任命の同意について、一括議題とします。 

  説明を願います。町長、寺本君。 

（町長 寺本光嘉君 登壇） 

○町長（寺本光嘉君）    それでは、議案書の１１５ページをお願いします。 

  議案第５４号、監査委員の選任の同意についてということで、下記の者を監査委員に

選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９６条第１項の規定によ
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り議会の同意を求めるものでございます。 

  氏名は、向江信夫、生年月日は昭和２４年１０月４日生まれ、住所が紀美野町長谷１

３３５番地でございます。 

  この向江さんは監査委員をしていただいておりましたが、平成２６年３月１６日をも

って任期満了になります。したがいまして、引き続きお願いをいたしたいということで

ございます。 

  続きまして、議案書の１１６ページ、議案第５５号、公平委員会委員の選任の同意に

ついてでございます。下記の者を紀美野町公平委員会委員に選任したいので、地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第９条の２第２項の規定により議会の同意を求める

ものでございます。 

  氏名は中尾公彦、生年月日は昭和８年４月１４日、住所が紀美野町動木２８番地でご

ざいます。 

  この中尾さんにつきましても、平成２６年３月３１日をもって任期満了となりますの

で、引き続き御承認をいただき、お願いをいたしたいと思います。 

  続きまして、議案第５６号、１１７ページでございます。教育委員会委員の任命の同

意について。下記の者を教育委員会委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定により議会の同意を

求めるものでございます。 

  氏名は橋戸常年、生年月日は昭和２２年９月１日、住所が紀美野町小畑７９４番地１

６です。 

  橋戸氏におかれましても、平成２６年３月１７日をもって任期満了になりますので、

引き続き委員をお願いしたいというもので提案をさせていただきました。 

  また１１８ページ、議案第５７号、教育委員会委員の任命の同意について。下記の者

を教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭

和３１年法律第１６２号）第４条第１項の規定により議会の同意を求めるものでござい

ます。 

  氏名は東 文男、生年月日は昭和２３年１０月４日、住所が紀美野町毛原宮４８１番

地３でございます。 

  東氏におきましても、平成２６年の３月１７日をもって任期が満了いたしますので、

引き続き委員をお願いしたいということで提案をさせていただいております。以上です。 
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（町長 寺本光嘉君 降壇） 

◎日程第５８ 議案第５８号 平成２５年度紀美野町一般会計補正予算（第５号）につい 

              て 

○議長（小椋孝一君）    日程第５８、議案第５８号、平成２５年度紀美野町一般会

計補正予算（第５号）について、議題とします。 

  説明を願います。総務課長、井上君。 

（総務課長 井上 章君 登壇） 

○総務課長（井上 章君）    議案書の１２０ページをお願いいたします。 

  議案第５８号、平成２５年度紀美野町一般会計補正予算（第５号） 

  平成２５年度紀美野町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億６,８７３万３,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８３億５,４０５万７,０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （繰越明許費） 

  第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費は、「第２表 繰越明許費」による。 

  （債務負担行為の補正） 

  第３条 債務負担行為の変更は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １２７ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  １２款、分担金及び負担金、２項、１目の総務費負担金では１７４万円の増額補正で

ございます。地上デジタル放送の加入金でございます。 

  １３款、使用料及び手数料、２項、４目の土木手数料では３７４万７,０００円の減

額でございます。建設残土処理手数料でございます。 

  １４款、国庫支出金、１項、１目の民生費国庫負担金では７８６万円９,０００円の
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減額でございます。障害者自立支援給付で３９７万５,０００円の増額、児童手当国庫

負担金では１,１８４万９,０００円の減額、保育所運営費負担金で５,０００円の増額

となっております。 

  １４款、２項、２目の民生費国庫補助金では３６万７,０００円の増額でございます。

自立支援給付のシステム改修の補助金でございます。４目の土木費国庫補助金では１,

７５５万円の増額です。社会資本整備総合交付金でございます。 

  １５款、県支出金、１項、１目の民生費県負担金では５３万３,０００円の減額です。

障害者自立支援給付費負担金で１９８万７,０００円の増額、５節の２５２万２,０００

円の減額については児童手当県負担金でございます。１１節、２,０００円は保育所運

営費負担金でございます。 

  １５款、２項、２目の民生費県補助金では１２万５,０００円の増額です。ひとり親

家庭医療費補助金で８万円の増額、老人福祉費補助金で４万５,０００円の増額となっ

ております。３目の衛生費県補助金では４２万６,０００円の減額、がん検診推進事業

の補助金で減額でございます。４目の農林水産業費県補助金では３３万円の増額、経営

体育成支援事業交付金でございます。 

  １６款、財産収入、１項、２目の利子及び配当金では４,０００円の増額で、基金の

利子となっております。 

  １８款、繰入金、１項、１目の財政調整基金繰入金では２億１,９０８万４,０００円

の増額です。 

  続いて１２９ページをお願いします。 

  ２０款、諸収入、４項、１目の雑入では２,５３０万８,０００円の増額です。差押債

権受入金でございます。歳計外裁判関係での差し押さえをしている預金分の入金でござ

います。 

  ２１款、町債、１項、３目の衛生債では２億６,０３０万円の増額でございます。合

併特例債紀の海広域施設の負担金でございます。５目の土木債では１,１６０万円の減

額です。合併特例債で８９０万円の増額、過疎対策事業債では２,０５０万円の減額と

なっております。６目の消防債では３,１９０万円の減額、緊急防災・減災事業債でご

ざいます。 

  続いて１３０ページをお願いします。 

  歳出でございます。 
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  ２款、総務費、１項、１目の一般管理費では６９０万円の増額でございます。電気代

で６０万円の増額、訴訟委託料ということで弁護士代でございますが６３０万円の増額

でございます。４目の財産管理費で８万２,０００円、樹木の伐採費でございます。 

  ２款、２項、２目の賦課徴収費では２０５万３,０００円の減額です。土地評価替の

入札差額となってございます。 

  続いて３款、民生費、１項、３目の老人福祉費では６万２,０００円の増額でござい

ます。社会福祉法人生活困窮利用者負担金の減免補助金でございます。４目の障害者福

祉費では８６８万５,０００円の増額です。障害者の総合支援の電算システムの改修委

託７３万５,０００円、それから扶助費で７９５万円でございます。８目のひとり親家

庭医療費で８２万２,０００円、審査の委託料で７,０００円、扶助費で８１万５,００

０円です。９目の総合福祉センター管理運営費で２７万１,０００円、需用費、電気、

あるいは修繕料でございます。 

  １３１ページをお願いします。 

  １２目の介護保険事業費は３６万８,０００円の増額で、介護保険事業への繰出金と

なっております。１３目の後期高齢者医療費で２,３４９万５,０００円の減額です。こ

れも後期高齢者医療費の特別会計の繰出金の減額となっております。 

  ３款、２項、１目児童福祉総務費では７万２,０００円の増額です。広域保育委託料

でございます。７目の児童手当費では１,５８１万円の減額でございます。扶助費のそ

れぞれの減額となってございます。 

  ４款、衛生費、１項、１目の保健衛生総務費では１,９７６万６,０００円の増額でご

ざいます。野上厚生病院への交付税算定のものでございます。５目の成人保健対策費で

２４８万５,０００円の増額です。各種健診委託料でございます。 

  １３２ページをお願いします。 

  ４款、２項、清掃費、１目の清掃総務費では２億７,４４１万９,０００円の増額でご

ざいます。紀の海広域施設組合負担金でございます。５目の農林水産業費、１項、３目

の農業振興費で７７万３,０００円、需用費で４４万３,０００円、１９節経営体育成支

援事業交付金で３３万円でございます。 

  ６款、商工費、１項、２目の観光費で１３万円の増額です。電気代でございます。 

  ７款、土木費、２項、２目の道路橋りょう新設改良費で７１４万７,０００円の増額

でございます。旅費で１４万２,０００円、委託料で２２４万円の減額。 
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  １３３ページをお願いします。 

  工事請負費で１,７００万５,０００円の増額、公有財産購入費で７５６万円の減額、

補償、補填及び賠償金では２０万円の減額となっております。 

  ７款、３項、１目の住宅管理費で３９万５,０００円の増額です。修繕料でございま

す。 

  ７款、５項、１目の建設残土処理費では３７４万７,０００円の減額でございます。

それぞれ１３節、委託料と１８節、委託料については入札差額でございます。工事請負

費では２００万円の減額となっております。 

  ８款、消防費、１項、１目の常備消防費では３,２２１万７,０００円の減額でござい

ます。消防の救急無線デジタルあるいは高機能指令システム等の減額となっております。 

  １３４ページをお願いします。 

  ９款、教育費、４項、１目の社会教育総務費では１０万円の増額、超勤手当でござい

ます。９目の文化センター管理運営費では５０万３,０００円の減額、報酬で１２０万

円の減額、需用費で６９万７,０００円の増額となっております。１０目の真国区民セ

ンター管理運営費では４万円の増額、電気代でございます。 

  １１款、公債費、１項、１目の元金では２億２,２２９万７,０００円の増額です。繰

り上げ償還を行うための費用でございます。 

  １２款、諸支出金、１項、９目の地上デジタル放送中継施設基金費では１７４万円の

増額でございます。地上デジタルの加入金の積み立てということで、基金への積み立て

です。１４目の瀬藤敏宏・千津子学校及び保育所環境整備促進基金では４万円の増額で

す。利息の基金への積み立てとなっております。 

  １２３ページへ戻っていただきたいと思います。 

  １２３ページでございます。 

  第２表、繰越明許費でございます。 

  ４款、衛生費、１項の保健衛生費では五色台広域施設組合建設負担金事業で８８９万

５,０００円、４款、２項の清掃費で紀の海広域施設組合負担金事業で３億３８４万３,

０００円、７目、２項の道路橋りょう費で町道平中通り２号線の改良事業で２,７００

万５,０００円、同じく３項の住宅費で町営住宅福井第３団地新築（第１期）事業で３,

５８６万９,０００円、８款、消防費、１項の和歌山県消防救急デジタル無線共同整備

事業負担金事業で９０１万４,０００円、９款、教育費、４項の社会教育費で小川地区
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公民館改修事業で７６０万２,０００円、それぞれ事業費の繰り越しの明許費となって

ございます。 

  続いて第３表、債務負担行為補正でございます。 

  紀美野町美里の湯かじか荘の指定管理委託料のそれぞれ限度額の補正をお願いするも

のでございます。２６年度については３１万５,０００円増の１,１３１万５,０００円、

２７年度につきましても１,１３１万５,０００円の限度額の変更をお願いするものです。 

  続いて農業振興地域整備計画書の作成業務委託につきましては５万８,０００円増の

２３６万８,０００円、紀美野町山の家おいしの指定管理委託料につきましては６万９,

０００円増の２４６万９,０００円、紀美野町セミナーハウス未来塾の指定管理委託料

につきましては８万６,０００円増の３０８万６,０００円、高機能指令システム共同整

備事業の負担金については１,９６９万４,０００円減の１億５８９万５,０００円、和

歌山県消防救急デジタル無線共同整備事業の負担金につきましては１,３２８万５,００

０円減の２,５２９万４,０００円、それぞれ限度額の補正をお願いするものでございま

す。 

  １２４ページ、４表、地方債補正でございます。 

  これも限度額の補正をお願いするものです。一般単独事業債につきましては２億３,

７３０万円増額の７億５,７００万円の限度額のお願い、それから過疎対策事業債につ

きましては２,０５０万円減の１億３,１７０万円、限度額の補正をお願いするものです。

起債の方法、利率、償還の方法につきましては補正前に同じとなっております。 

  以上、一般会計補正予算の説明とさせていただきます。 

（総務課長 井上 章君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ０時００分） 

 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時３０分） 

◎日程第５９ 議案第５９号 平成２５年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第４号）について 
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◎日程第６０ 議案第６０号 平成２５年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算 

              （第２号）について 

○議長（小椋孝一君）    日程第５９、議案第５９号、平成２５年度紀美野町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第４号）について及び日程第６０、議案第６０号、平成

２５年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について、一括議題とし

ます。 

  説明を願います。住民課長、牛居君。 

（住民課長 牛居秀行君 登壇） 

○住民課長（牛居秀行君）    議案書の１３６ページをごらんください。 

  議案第５９号、平成２５年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

  平成２５年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２９６万３,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億５,３４７万円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １４１ページをごらんください。 

  歳入でございます。 

  ３款、国庫支出金、１項、国庫負担金、１目療養給付負担金で２,０００万４,０００

円の増額補正でございます。これにつきましては、国の財産負担額の決定による増額補

正でございます。２目、高額療養費共同事業負担金で１９５万円４,０００円の減額補

正でございます。これにつきましては高額医療費共同事業負担金の額の確定による減額

補正でございます。３目、特定健診等負担金で８万８,０００円の減額補正でございま

す。これにつきましても国の負担額の確定による補正でございます。 

  次に４款、療養給付費等交付金、１項、１目、療養給付費等交付金で１,０７４万１,

０００円の減額補正でございます。これにつきましては交付金の額の確定によるもので

ございます。 

  ５款、前期高齢者交付金、１項、１目、前期高齢者交付金で３６万５,０００円の減
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額補正でございます。これにつきましても国の前期高齢者交付金の額の確定によるもの

でございます。 

  続きまして６款、県支出金、１項、県負担金、１目、高額医療費共同事業負担金で１

９５万４,０００円の減額補正でございます。これは高額医療費共同事業負担金の額の

確定による減額補正でございます。次に２目、特定健康診査等負担金で８万９,０００

円の増額補正でございます。 

  次に１４２ページをお願いいたします。 

  ７款、共同事業交付金、１項、１目、共同事業交付金で１,８９９万９,０００円の減

額補正でございます。これは共同事業交付金の額の確定によります補正でございます。 

  ９款、諸収入、２項、雑入、１目第三者納付金で６２万５,０００円の減額補正でご

ざいます。これにつきましても額の確定による補正でございます。 

  次に１０款、繰入金、１項、２目、財政調整基金繰入金で１,１６７万円の増額補正

でございます。 

  １４３ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費で１２９万２,０００円の増額

補正をお願いするものでございます。これにつきましては国保のデータベースシステム

の改修委託料でございます。 

  ２款、保険給付費、１項、一般被保険者療養諸費、１目、療養給付費で１,７５０万

円の増額補正でございます。２目の療養費につきましては額の増減はございませんが、

財源内訳の補正でございます。 

  ２款、保険給付費、２項、退職被保険者療養諸費、１目、療養給付費及び２目療養費

につきましては額の増減はございませんが、財源内訳の補正でございます。 

  次に、同じく２款、保険給付費、４項、高額療養費、１目、一般被保険者高額療養費

で２５６万６,０００円の増額補正でございます。２目、退職被保険者高額療養費、３

目、一般被保険者高額介護合算療養費、４目、退職被保険者等高額介護合算療養費につ

きましては額の増減はございませんが、財源内訳の補正でございます。 

  次に３款、後期高齢者支援金等、１項、１目、後期高齢者支援金で６６万１,０００

円の減額補正でございます。これは後期高齢者支援金の額の確定による補正でございま

す。 



－６１－ 

  次に６款、介護納付金、１項、１目、介護納付金につきましては額の増減はございま

せんが、財源内訳の補正となってございます。 

  ７款、共同事業拠出金、１項、１目、高額医療費拠出金で７８１万５,０００円の減

額補正でございます。これにつきましては高額医療費拠出金の額の確定による補正でご

ざいます。３目、保険財政共同安定化事業拠出金で１,５０９万円の減額補正でござい

ます。これにつきましても額の確定による補正でございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  ８款、保健事業費、１項、１目、特定健康診査等事業費で７９万５,０００円の増額

補正でございます。次に２項、保健事業費、１目、疾病予防費で１５５万円の減額補正

でございます。 

  以上、簡単でございますけれども、平成２５年度国民健康保険事業特別会計補正予算

（第４号）の説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案書の１４６ページをごらんください。 

  議案第６０号、平成２５年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

  平成２５年度紀美野町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２０８万５,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４,９９９万３,０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １５１ページをごらんください。 

  歳入でございます。 

  ３款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金で２,３４９万５,０００円の減額補正で

ございます。内訳といたしましては、２節の保険基盤安定繰入金で２０８万５,０００

円の減額、これは保険基盤安定繰入金の額の確定による補正でございます。そして３節、

療養給付費繰入金で２,１４１万円の減額でございます。 

  次に５款、諸収入、２項、１目、雑入で２,１４１万円の増額補正でございます。こ

れにつきましては前年度の療養給付費負担金の清算金の入金によるものでございます。 
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  １５２ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  ２款、後期高齢者医療広域連合納付金、１項、１目、後期高齢者医療広域連合納付金

で２０８万５,０００円の減額補正でございます。これは後期高齢者医療保険基盤安定

制度負担金の額の確定による補正でございます。 

  以上、簡単でございますが、平成２５年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）の説明とさせていただきます。 

（住民課長 牛居秀行君 降壇） 

◎日程第６１ 議案第６１号 平成２５年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第 

              ３号）について 

○議長（小椋孝一君）    日程第６１、議案第６１号、平成２５年度紀美野町介護保

険事業特別会計補正予算（第３号）について、議題とします。 

  説明を願います。保健福祉課長、山本君。 

（保健福祉課長 山本倉造君 登壇） 

○保健福祉課長（山本倉造君）    １５４ページをお願いします。 

  議案第６１号、平成２５年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

  平成２５年度紀美野町の介護保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ７３万５,０００円を追加し、歳入

歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１５億９,７１７万８,０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第２条 地方債の変更は、「第２表 地方債補正」による。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １６０ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  ３款、国庫支出金、２項、国庫補助金、１目、調整交付金につきまして２８１万８,

０００円の減額補正でございます。これは調整交付金の額が確定したための補正でござ
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います。５目、介護保険事業費補助金、３６万７,０００円でございます。これは電算

システム改修のための委託料につきまして２分の１の国の補助でございます。 

  ６款、繰入金、１項、一般会計繰入金、４目、事務費繰入金、３６万８,０００円、

これは今申し上げました電算システム改修に係る町の負担分の繰り入れでございます。 

  ９款、町債、１項、財政安定化基金貸付金、１目、財政安定化基金貸付金、２８１万

８,０００円の補正でございまして、国庫補助金の減額によるため、町債の増額となり

ました。 

  １６１ページをお願いします。 

  歳出です。 

  １款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費、７３万５,０００円の補正で

ございまして、電算システム改修委託料の補正でございます。 

  ２款、保険給付費、１項、介護サービス等諸費、１目、居宅介護サービス給付費、こ

こから最後までの保険給付費に関しましては、調整交付金の確定による補正額の財源内

訳の変更でございまして、補正額は増減ございません。 

  続きまして、１５７ページをお願いします。 

  第２表 地方債補正。 

  財政安定化基金貸付金の補正でございます。２８１万８,０００円増額いたしまして、

限度額が１,８７５万９,０００円、起債の方法、利率、償還の方法は補正前に同じでご

ざいます。 

  以上でございます。 

（保健福祉課長 山本倉造君 降壇） 

◎日程第６２ 議案第６２号 平成２５年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算 

              （第１号）について 

○議長（小椋孝一君）    日程第６２、議案第６２号、平成２５年度紀美野町野上簡

易水道事業特別会計補正予算（第１号）ついて、議題とします。 

  説明を願います。水道課長、温井君。 

（水道課長 温井秀行君 登壇） 

○水道課長（温井秀行君）    議案書の１６４ページをお願いいたします。 

  議案第６２号、平成２５年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算（第１号） 

  平成２５年度紀美野町の野上簡易水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定め
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るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ９５８万４,０００円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５,８１５万２,０００円とする。 

  ２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １６９ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  ５款、１項、１目、繰越金です。２４年度決算に伴う繰越金９５８万４,０００円を

増額補正計上をさせていただきました。繰越金の計が１,９３８万２,０００円でござい

ます。ちなみに２４年度の決算実質収支額が１,９３８万２,８１６円でございました。 

  続きまして歳出です。 

  １７０ページをお願いいたします。 

  １款、衛生費、１項、簡易水道費、１目、一般管理費、１節、需用費、電気料が料金

アップによる９０万円の増額補正をお願いしてございます。電気料計が１,２９０万円

でございます。一般管理費計が３,０９８万４,０００円でございます。衛生費計が４,

４２６万３,０００円でございます。 

  続きまして、下段の３款、１項、１目、予備費、８６８万４,０００円を増額補正計

上させていただきました。予備費計が９１８万４,０００円でございます。 

  以上、簡単でございますが、平成２５年度野上簡易水道事業特別会計補正予算（第１

号）の説明とさせていただきます。 

（水道課長 温井秀行君 降壇） 

◎日程第６３ 議案第６３号 平成２６年度紀美野町一般会計予算について 

○議長（小椋孝一君）    日程第６３、議案第６３号、平成２６年度紀美野町一般会

計予算について、議題とします。 

  説明の際にはページ数を言ってから説明を願いたいと思います。それでは、歳入全般

及び歳出第１款から第２款について説明を願います。 

  総務課長、井上君。 

（総務課長 井上 章君 登壇） 
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○総務課長（井上 章君）    それでは、予算書の１ページをお願いいたします。 

  議案第６３号、平成２６年度紀美野町一般会計予算 

  平成２６年度紀美野町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６９億６,０００万円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  （地方債） 

  第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

  （一時借入金） 

  第３条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れの最高

額は１０億円と定める。 

  （歳出予算の流用） 

  第４条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  （１）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係

る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １０ページをお願いいたします。 

  まず歳入でございますけれども、目を中心に説明を申し上げます。昨年度との比較か

ら申し上げます。 

  なお、説明資料を添付させていただいておりますので、参照の上、ごらんいただきた

いと存じます。 

  ２、歳入、１款、町税、１項、１目の個人では９５１万７,０００円減の３億６１４

万７,０００円の計上でございます。２目の法人では２５８万９,０００円増の２,１５

８万円です。 

  １款、２項、１目の固定資産税では８７０万３,０００円減額の４億１,１０７万円で

ございます。２目の国有資産等所在市町村交付金及び納付金では４万５,０００円減の

２７１万１,０００円です。 
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  １款、３項、１目の軽自動車税では９,０００円減の２,９８１万９,０００円でござ

います。 

  １１ページをお願いします。 

  １款、４項、１目の市町村たばこ税では、昨年と変わらず２,６００万円です。 

  １款、５項、１目の入湯税では、これも同じく昨年と変わりません。３５万円でござ

います。 

  ２款、地方譲与税、１項、１目の地方揮発油譲与税では、昨年と変わらず２,１００

万円でございます。 

  ２款、２項、１目の自動車重量譲与税では、４００万円減の５,０００万円の計上で

す。 

  ３款、１項、１目の利子割交付金では、昨年と変わらず４００万円です。 

  ４款、１項、１目の配当割交付金では、昨年と同じ２００万円でございます。 

  １２ページをお願いします。 

  ５款、株式等譲渡所得割交付金、１項、１目の株式等譲渡所得割交付金では、昨年と

変わらず１０万円です。 

  ６款、１項、１目の地方消費税交付金では９４５万円増額の９,０４５万円の計上で

す。消費税増税によるものでございます。 

  ７款、１項、１目のゴルフ場利用税交付金では、昨年と変わらず３,５００万円です。 

  ８款、自動車取得税交付金、１項、１目の自動車取得税交付金では５４０万円減の９

６０万円でございます。 

  ９款、１項、１目の地方特例交付金では４０万円減の１９０万円です。 

  １０款、１項、１目の地方交付税では、昨年と変わらず３５億５,０００万円でござ

います。 

  １３ページをお願いします。 

  １１款、交通安全対策特別交付金、１項、１目の交通安全対策特別交付金では、昨年

と変わらず１２０万円です。 

  １２款、分担金及び負担金、１項、１目の農林水産業費分担金では６８万４,０００

円増の１３４万４,０００円。 

  １２款、２項、１目の総務費負担金では２４万円増額の３９万円です。２目の民生費

負担金では２９９万８,０００円増の２,９９６万７,０００円となっております。 
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  １５款、使用料及び手数料、１項、１目の総務使用料では３６万円減の１２６万６,

０００円です。２目の民生使用料では１３万４,０００円減の３１３万３,０００円とな

っております。 

  １４ページをお願いします。 

  ３目の農林水産業使用料では２４万円増の１１４万円です。４目の土木使用料では１

０３万８,０００円増の３,３１７万４,０００円です。５目の教育使用料では１９万８,

０００円増の３２６万９,０００円です。 

  １３款、２項、１目の総務手数料では１３万１,０００円減の５４１万４,０００円で

す。 

  １５ページをお願いします。 

  ２目の衛生手数料、１８万２,０００円減の１,３９９万４,０００円。３目の土木手

数料では１３７万８,０００円減の２,６１６万５,０００円です。４目の消防手数料で

は昨年と同じ１万円です。農林水産業手数料については廃目の整理となっております。 

  １４款、国庫支出金、１項、１目の民生費国庫負担金では７００万８,０００円減の

１億６,８００万６,０００円です。児童手当国庫負担金の減が主なものでございます。

２目の衛生費国庫負担金では、昨年と変わらず２４万１,０００円です。 

  １６ページをお願いします。 

  １４款、２項、１目の総務費国庫補助金では９４４万１,０００円増の１,４１５万９,

０００円です。社会保障・税番号制度システム整備費補助金が増額の主なものでござい

ます。２目の民生費国庫補助金では５,１５９万８,０００円増の６,３８１万９,０００

円、臨時福祉給付金に係る増ということでございます。３目の衛生費国庫補助金では３

５万円減の６４４万円です。４目農林水産業費国庫補助金では全てふえております。７

５２万７,０００円です。５目の土木費国庫補助金では５,０９６万８,０００円増の２

億３,０３１万５,０００円です。６目の教育費国庫補助金では３万１,０００円減の１

２万６,０００円となっております。 

  １４款、３項、１目の総務費国庫委託金では１,１５０万５,０００円減の１７万２,

０００円です。前年度参議院選挙委託金があったため大きく減となっております。２目

の民生費国庫委託金では６３万６,０００円増の２,７６３万円でございます。 

  １７ページをお願いします。 

  １５款、県支出金、１項、１目の民生費県負担金では４５３万４,０００円増の１億
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３,９５４万１,０００円となります。２目の衛生費県負担金では、昨年と変わらず１２

万円です。３目の農林水産業費県負担金では１,０６３万５,０００円減の３,８５９万

５,０００円となっております。 

  １５款、２項、１目の総務費県補助金では４,７５４万２,０００円減の７７６万６,

０００円となっております。前年度太陽光発電の補助金があったための減となっており

ます。 

  １８ページをお願いします。 

  ２目の民生費県補助金では４万５,０００円減の３,２２１万円です。３目の衛生費県

補助金では１０６万７,０００円増の８２８万５,０００円です。４目農林水産業費県補

助金では１,４９６万７,０００円減の６,９３１万８,０００円となっております。 

  １９ページをお願いします。 

  ５目の商工費県補助金では皆増、全て増ですが、１,８１４万９,０００円。６目の土

木費県補助金も同じく皆増で２０７万２,０００円、７目の教育費県補助金で２９９万

５,０００円増の５０３万円です。災害復旧補助金については廃目整理となっておりま

す。 

  １５款、３項、１目の総務費県委託金では１,６００万円増の２,９５０万３,０００

円、県知事選挙あるいは県議選による増ということでございます。２目の農林水産業費

県県委託金では１８万２,０００円増の３３万円、３目の教育費県委託金では２０万７,

０００円減の２８万円です。 

  ２０ページをお願いします。 

  １６款、財産収入、１項、１目の財産貸付収入では、昨年と同じ１,１４１万４,００

０円です。２目の利子及び配当金では１２万８,０００円減の３７７万８,０００円です。 

  １６款、２項、１目の物品売払収入で昨年と変わらず１,０００円、２目の不動産収

入も同じく１,０００円でございます。 

  １７款、寄附金、１項、１目の一般寄附金では昨年と変わらず１,０００円、２目ふ

るさとまちづくり応援寄附金では、これも同じく昨年と同じ１０万円です。 

  １８款、繰入金、１項、１目の財政調整基金繰入金、７,５５３万５,０００円減額の

３億６,６１２万３,０００円、２目の地上デジタル放送中継施設基金繰入金では７０万

８,０００円減の４０６万円、３目の地域振興基金繰入金は９,９４３万５,０００円増

の皆増です。９９４万３,５００円となっております。４目の河川浄化推進事業基金繰



－６９－ 

入金では、昨年と同じ８６７万円です。５目のふるさとまちづくり応援基金繰入金では、

これも皆増で２５８万５,０００円です。 

  １９款、１項、１目の繰越金では、昨年と同じ５００万円です。 

  ２０款、諸収入、１項、１目の延滞金は３０万円増の７０万円となっております。 

  ２２ページをお願いします。 

  ２０款、２項、１目の町預金利子では、昨年と同じ２０万円。 

  ２０款、３項、１目の貸付金元利収入では２,００５万１,０００円減の１万３,００

０円でございます。 

  ２０款、４項、１目の雑入では９８４万８,０００円減の５,６１５万９,０００円で

ございます。 

  ２３ページをお願いします。 

  ２１款、町債、１項、１目の総務債で４,９２０万円減の１億５,５５０万円でござい

ます。２目の民生債では６０万円減の１,７４０万円、３目の衛生債では２億１,７９０

万円減の３,４００万円。 

  ２４ページをお願いします。 

  ４目の農林水産業費では１６０万円減の３,４２０万円、５目の商工費では皆増で４,

２６０万円、６目の土木債では６,８８０万円減の２億７００万円、７目の消防債では

１億２,８４０万円減の１億４,３１０万円です。８目の教育債では１０万円減の１００

万円です。９目の臨時財政対策債では３,０００万円減の２億４,０００円となっており

ます。災害復旧債は廃目整理となっております。 

  以上、非常に簡単ではございますが、歳入の説明とさせていただきます。 

  続いて歳出のほうの説明に移らせていただきます。 

  ２５ページをお願いいたします。 

  １款、議会費、１項、１目の議会費では４３４万１,０００円増額の９,７４８万９,

０００円となっております。 

  ２６ページをお願いします。 

  ２款、１項、１目の一般管理費でございます。７８万２,０００円減の３億２,２００

万５,０００円の計上でございます。これにつきましては人件費と庁舎の維持管理費用

が主なものでございます。 

  ちょっと飛びまして２９ページをお願いします。 
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  下段の２目の文書広報費でございます。６万８,０００円増の２５万１,７００円でご

ざいます。広報発行に要する経費が主なものでございます。下段の３目、会計管理費で

は６,０００円減の２５万８,０００円となっております。 

  ３０ページをお願いします。 

  ５目の企画費では１億１,１２８万１,０００円減の９,０４６万９,０００円の計上で

ございます。総務課管轄では地上デジタル、地デジ対策費として１,１８２万８,０００

円と、携帯電話基地局建設事業として８０１万４,０００円をこの企画費で計上をさせ

ていただいております。 

  次の３２ページをお願いします。 

  ６目の電子計算費でございます。９６５万３,０００円増額の４,０４１万２,０００

円でございます。主な増減といたしましては、先ほども申し上げましたけども、社会保

障・税番号制度の施行に伴うシステム改修委託金の増が主なものでございます。 

  次の３３ページをお願いします。 

  ７目の支所及び出張所費で７４９万５,０００円減の２,１００万３,８００円の計上

でございます。 

  次の３４ページをお願いします。 

  ８目の公平委員会費では１万４,０００円減の１７万７,０００円の計上です。 

  ３５ページでございます。９目の自治振興費で１７２万７,０００円増の５,５５９万

９,０００円の計上です。１０目の交通安全対策費では２３５万９,０００円減の４８６

万８,０００円となっております。 

  ３６ページをお願いします。 

  １１目の諸費では２万２,０００円減の１０５万７,０００円でございます。１２目の

防災諸費では４,１０９万８,０００円減の４,６１９万３,０００円でございます。前年

度太陽光発電システム設置事業があったことによる減でございます。 

  ずっと飛びまして４１ページをお願いします。 

  ４１ページでございます。下段のほう、２款、４項、１目の選挙管理委員会費でござ

います。３万８,０００円増の３２万５,０００円です。２目の和歌山県議会議員選挙費

では４００万円皆増でございます。 

  ４２ページをお願いします。 

  ３目の和歌山県知事選挙費では、これも皆増で１,０００万円の計上でございます。 
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  ４３ページをお願いします。 

  参議院選挙あるいは町長選挙、土地改良区総代選挙につきましては廃目整理となって

おります。 

  次の４４ページをお願いします。 

  ２款、６項、１目の監査委員費では２,０００円減の２９万１,０００円の計上となっ

ております。 

  以上、１、２款の総務管轄の説明とさせていただきます。 

（総務課長 井上 章君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、増谷君。 

（企画管財課長 増谷守哉君 登壇） 

○企画管財課長（増谷守哉君）    それでは、企画管財課から２款、総務費、１項、

総務管理費のうち４目の財産管理費、５目の企画費、１１目の諸費、それから２款、総

務費の５項、統計調査費の１目、指定統計費の説明をさせていただきます。 

  なお、この費目の中には、先ほど総務課長も説明させていただきましたとおり企画課

と重複した予算になってございます。企画管財課の関連する主な予算について説明をさ

せていただきたいと思います。 

  それでは、予算書の２７ページを開けていただきたいと思います。 

  第２款、第１項、第１目、一般管理費でございます。ここでは企画管財課の庶務に係

る経費と役場本庁舎の施設維持管理に必要な経費を計上してございます。まず１ページ

一番下の１１節需用費に消耗品費３５１万６,０００円の中には企画管財課が購入する

コピー用紙の紙代、それから一般事務用品費として２２４万４,０００円が含まれてご

ざいます。その下、燃料費１８５万６,０００円の中には本庁舎の暖房用のＡ重油１２

２万３,０００円が含まれてございます。その下、印刷製本費３３４万円の中には業務

用に使用する封筒等の印刷費、またコピー料金としての２９６万７,０００円が含まれ

てございます。 

  次２８ページをお願いします。 

  一番上の１行目、電気料６００万円につきましては、役場本庁舎で使用するものでご

ざいます。電気料の値上げ等により前年度比１３％の増額となってございます。１２節、

役務費、電話料金１３８万円につきましては本庁舎で使用する電話料金でございます。

次１３節、委託料、ここには役場本庁舎の設備機器等の維持管理等に関する各種委託料
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を計上してございます。このほか一番下の本庁舎配水管改修工事設計委託料３００万円

につきましては、本庁舎が築３２年が経過し、配水管の腐食等が非常に進んでいるとい

うことで改修工事を予定してございます。このための設計をする委託料となってござい

ます。 

  次２９ページをごらんいただきたいと思います。 

  １４節の使用料及び賃借料のうち借地料４３２万１,０００円につきましては、ここ

役場本庁舎と隣の中央公民館の敷地と駐車場の借地料でございます。 

  次めくっていただいて３０ページをお願いしたいと思います。 

  ４目、財産管理費でございます。ここでは町が所有する建物財産の維持運営管理に伴

う経費でございます。本年度１,１７４万２,０００円、前年度比７０万２,０００円の

増額となっております。これにつきましては、本年度美里支所に保管されていたＰＣＢ

が使用されたコンデンサの廃棄処理に伴う手数料が計上されているためでございます。

次１２節、役務費のうち自動車損害保険料３２３万４,０００円、これにつきましては

町が所有する公用車１３５台にかかる損害保険料でございます。その下、火災保険料５

４１万８,０００円につきましては、役場、庁舎、集会場、学校、消防署など町が所有

する２０１施設、それから２９９の物件の保険が対象となっているものでございます。

次１４節、使用料及び賃借料の借地料１３２万４,０００円につきましては、旧国吉小

学校運動場及び農耕センター等ほか１２施設の借地料でございます。 

  次５目、企画費でございます。本年度９,０４６万９,０００円、前年度比１億１,１

２８万１,０００円の減額となってございます。この内訳で企画費の関係するものにつ

きましては、前年度においては紀美野町ふるさと公社及び紀美野町土地開発公社への貸

付金９,２００万円が計上されていましたが、紀美野町ふるさと公社につきましては解

散となり、また紀美野町土地開発公社の貸付金につきましては、昨年度より長期貸し付

けとなってるため貸付金額については計上されていないためでございます。またかじか

荘の施設管理費の減額が大きなマイナスの原因となっているものでございます。 

  次３１ページをごらんいただきたいと思います。 

  １３節の委託料の施設管理委託料１,１３１万５,０００円、これはかじか荘の指定管

理者委託料でございます。前年よりも約２００万円減額となってございます。次１９節、

負担金、補助金及び交付金のうち若もの定住補助金６５０万円につきましては、昨年度

と同じ予算枠となってございます。その下、まちづくり支援補助金２５０万円、これに



－７３－ 

つきましては本年度より始まる新規事業で、地域のまちづくりを目的として自主的かつ

意欲的に特色のある活動等に取り組む町内の団体を支援するために、団体が行う事業の

うち町が認める事業に対して補助率３分の２、補助上限額５０万円を補助するという町

単独事業となってございます。初年度には５団体ということで事業を進めて、予定をし

てございます。次２２節の補償、補填及び賠償金の１,０００万円、これにつきまして

は、福井にございます紀美野町土地開発公社の土地売買に伴う損失補填金でございます。

新年度では３区画の売却を予定してございます。 

  次３６ページをお願いいたします。 

  １１目の諸費でございます。１２節、役務費で賠償保険料８７万８,０００円、この

保険料は、町の所有、使用、管理する施設の瑕疵または業務遂行上損害賠償責任を負う

場合、保険で負う場合の保険で、市町村会の総合賠償保険７型で、内容的には身体、財

物、賠償責任保険、予防接種保険、個人情報漏えい保険、災害補償保険、公金総合保険

が対象となったものでございます。 

  次４３ページをお願いいたします。 

  下の段でございます。５項、統計調査費の１目、指定統計費でございます。これにつ

きましては、統計法に基づいて本年度実施します経済センサス基本調査、それから商業

統計調査、工業統計調査、農林業センサス、これらの４件の統計調査に要する人件費と

必要経費でございます。本年度２７８万６,０００円、前年度比２１０万３,０００円の

増額となってございます。これにつきましては、調査に伴う非常勤の職員の報酬費の増

額に伴うものでございます。 

  以上、２款の企画管財課に関連する予算の説明とさせていただきます。 

（企画管財課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    税務課長、中谷君。 

（税務課長 中谷嘉夫君 登壇） 

○税務課長（中谷嘉夫君）    それでは、予算書の３８ページをごらんください。 

  税務課からは２款、総務費、２項、徴税費、１目、税務総務費と２目、賦課徴収費に

ついて説明申し上げます。 

  税務総務費は９,７０３万２,０００円で、昨年度に比べまして１８４万２,０００円

の増額でございます。主な内訳ですが、給与、職員手当、共済費等が増額となっていま

す。 
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  続きまして３９ページですけども、２目、賦課徴収費２,７２８万円につきましては、

昨年度に比べまして８７１万１,０００円の減でございます。主な内訳ですが、委託料

の電算処理委託料では住民税エルタックスのシステムの更改対応分と消費税８％等によ

り１４９万円の増額となっています。ことしは昨年度３年に一度の土地評価替資料作成

業務委託料の３８５万９,０００円と固定資産路線価評価業務委託料で１,０３５万円３,

０００円を計上し、そのうち３年ごとに行う比準評価更新分の６５８万３,０００円が

なくなっています。 

  以上で、簡単ですが説明とさせていただきます。 

（税務課長 中谷嘉夫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、牛居君。 

（住民課長 牛居秀行君 登壇） 

○住民課長（牛居秀行君）    予算書の４０ページをごらんください。 

  中ほどの欄でございます。２款、総務費、３項、１目、戸籍住民基本台帳費でござい

ます。本予算は戸籍住民台帳に係る予算でございまして、職員３人分の人件費と事務に

伴います需用費及び住基ネットシステムに関します保守点検委託料が主なものでござい

ます。本年度予算額２,２０５万３,０００円でございます。対前年比較といたしまして

３０２万円の減額となってございます。この減額の主な要因といたしましては、人事異

動に伴いまして２節、給料、３節、職員手当及び４節、共済費、合わせまして前年度と

比べまして６７万９,０００円の減額となっておりますことと、１３節委託料で対前年

比２３３万７,０００円減額の１１０万７,０００円の計上となったことによるものでご

ざいます。この委託料の減額要因につきましては、前年度におきましては戸籍の電算シ

ステム改修委託料として２４６万８,０００円を計上いたしておりましたけれども、本

年度はございませんので、それによるものでございます。 

  以上、簡単でございますが、１、２款内の住民課関係予算説明とさせていただきます。 

（住民課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    次に、第３款から第４款について説明を願います。 

  保健福祉課長、山本君。 

（保健福祉課長 山本倉造君 登壇） 

○保健福祉課長（山本倉造君）    私から３款、４款の中の保健福祉課の部分につい

て説明させていただきます。 
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  ４４ページをお願いします。 

  ３款、１項、１目、社会福祉総務費、職員の給与及び民生委員関係と社協の補助金等

を扱っている科目でございまして、昨年比１,０４２万２,０００円の減となっています。

この大きな原因といたしまして職員の減で、職員が５人から４人に変更されてますので、

ここで大きく減額されています。 

  続きまして、４６ページをお願いします。 

  ３目、老人福祉費、老人福祉に関しての部分でございまして、やすらぎ園の負担金、

敬老会、老人保護措置費、老人クラブ、地域サロン等の事業を実施しております。昨年

比１６８万円の減、８,９８２万９,０００円となっています。この中で大きな部分とい

たしまして委託料で１４３万円の減、これは安心ネットというテレビ電話のシステムが

ございますが、これが２６年度で終了することになりまして、それの委託料等が減額さ

れています。 

  次の４８ページをお願いします。 

  ４目、障害福祉費、これは障害者総合支援法関係の扶助費が主なものでございまして、

福祉タクシー等の事業を実施しています。昨年比１,４０５万１,０００円の増で２億２,

５５０万３,０００円となっています。主なものといたしまして扶助費が２億１,５９１

万８,０００円、昨年より１,３８５万３,０００円の増となっています。 

  ５１ページをお願いします。 

  ３款、１項、９目、総合福祉センター管理運営費、総合福祉センターの管理運営を行

っているところのものでございまして、昨年比３５万５,０００円の増、１,４８６万１,

０００円となっています。一番大きいのが需用費、燃料費とか電気料の需用費と委託料、

維持管理に関係する委託料等が主なものでございます。 

  ５２ページをお願いします。 

  ３款、１項、１０目、長谷毛原健康センター管理運営費、長谷毛原健康センターの管

理運営に関する科目でございまして、昨年比２２万６,０００円の減、４６３万円１,０

００円となっています。昨年に比べまして役務費で４５万円の減でございます。これは

浄化槽の清掃委託手数料が２年に一度となっていまして、２６年度はそれのない年とな

っています。１２目、介護保険事業費、これは介護保険事業特別会計繰出金で、介護保

険に対する町負担分でございます。１４６万４,０００円の増、２億１,０２９万７,０

００円となっています。１４目、臨時福祉給付金給付事業費、これは２６年度新しい事
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業でございまして、消費税の改正による所得の低い方への負担の影響に鑑み、暫定的、

臨時的な措置として給付するものでございまして、住民税非課税で住民税課税者に扶養

されていない者というのが基本でございまして、１万円を給付するというものでござい

ます。扶助費といたしまして４,３３４万円、大体３,２５９人程度を見込んでいます。 

  続きまして、３款、２項、１目、児童福祉総務費、児童福祉に関する部分でございま

して、職員１人の給与を置いております。昨年比４０万５,０００円、６９０万４,００

０円の予算でございまして、ことしは子ども・子育て会議委員に関する報酬を置いてい

ます。２６年度中に子ども・子育て支援事業計画の策定を予定しています。 

  ５５ページをお願いします。 

  ３目、母子福祉費、町母子寡婦福祉会の補助金を扱っているところでございまして、

昨年比２,０００円増の１２万７,０００円となっています。４目、保育所費、これは町

内４保育所の運営管理のための費用でございまして、昨年比８７万円の増、２億４７６

万７,０００円でございます。主なものは給与、臨時の賃金等でございます。 

  ５７ページをお願いします。 

  ７目、児童手当費、これは児童手当の給付に関する事務を行っているところでござい

まして、昨年比１,９７５万８,０００円の減、９,２４２万４,０００円でございます。

５８ページでございます。主なものは扶助費の９,１８０万円、述べ８,３６４名に対す

る児童手当の給付でございます。８目、子育て世帯臨時特例給付事業費、これも２６年

度新規の事業でございまして、消費税率の引き上げによる子育て世帯の影響を緩和し、

消費の下支えを図るため行う臨時的な給付措置ということでございまして、１人１万円

で６４８人程度の給付、扶助費として６４８万円を予定しています。 

  続きまして、５９ページ。 

  ３款、３項、１目、災害救助費、これは科目設定です。昨年と変わりません。 

  ４款、１項、１目、保健衛生総務費、保健衛生に係る職員給与及び厚生病院の負担金

を扱っているところでございまして、１,９１２万５,０００円増、４億５,２６７万８,

０００円となっています。６人の給与と負担金、補助金が主なところでございます。 

  ６０ページをお願いします。 

  ２目、予防費、これはインフルエンザなどの予防接種と狂犬病の予防接種を扱ってい

るところでございまして、１３７万７,０００円減の２,０３２万２,０００円でござい

ます。委託料の減が主なところでございます。 
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  ６１ページの３目、母子衛生費、乳幼児健診や妊婦健診などの事業を実施していると

ころでございまして、昨年比４７万１,０００円増の９７５万１,０００円、主なところ

で申しますと報償費、医師等の報償費が１４７万８,０００円と、６２ページでござい

ますが扶助費、里帰りの妊婦健診等の扶助費で１７４万４,０００円となってございま

す。 

  ６３ページをお願いします。 

  ５目、成人保健対策費、がん検診や健康教育相談に関する事業を実施しています。昨

年比３６９万円増の３,４４３万９,０００円、大きいところで申しますと臨時職員の賃

金、栄養士等の賃金でございます。そして報償費は医師等の報償費と６４ページにあり

ます委託料、各種健診委託料が主なものでございます。 

  以上で保健福祉課の部分について、簡単ですが説明させていただきました。 

（保健福祉課長 山本倉造君 降壇） 

住民課長、牛居君。 

（住民課長 牛居秀行君 登壇） 

○住民課長（牛居秀行君）    それでは、住民課から３、４款に係ります住民課関係

の予算の説明をさせていただきます。 

  予算書の４４ページをごらんください。 

  ３款、民生費、１項、１目、社会福祉総務費の中で住民課の関係する項目について説

明いたします。 

  ４５ページ右下の１９節、負担金、補助及び交付金で、説明欄一番上の県人権擁護委

員会協議会の負担金につきましては、前年度と同額の９万８,０００円でございますが、

会員６名分でございます。その下の県更生保護協会の負担金につきましても例年どおり

の９,０００円を計上してございます。その下の紀西保護司会紀美野分会分として１５

万６,０００円につきましても前年度と同額でございます。１５人分を計上させていた

だいております。 

  続きまして、４５ページの最下段をごらんください。 

  ２目、国民年金費でございます。本予算につきましては国民年金の受付事務に関しま

す予算でございまして、１名の職員の人件費と１１節の需用費の消耗品費及び１３節の

委託料などが主なものでございます。本年度予算額７５７万４,０００円でございます。

前年度と比較いたしまして２３９万７,０００円の増額となってございます。主な増額
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要因といたしましては、４６ページをごらんください。２節、給料、３節、職員手当、

４節、共済費で、人事異動によりまして合わせて前年度より１８８万９,０００円の増

額計上となっておりますことと、１３節、委託料で前年度では計上がなかった電算シス

テム改修委託料５４万円が計上されたことによるものでございます。 

  続きまして、４９ページ最下段をごらんください。 

  ３款、民生費、１項、社会福祉費、５目、老人医療費でございます。本予算は６７歳

から７０歳未満の所得制限の条件を満たした方の医療費の扶助に対します予算でござい

ます。 

  １３節、委託料の審査支払手数料と２０節の扶助費が主なものでございます。本年度

予算１４万２,０００円でございますが、前年度と比べまして２万円の減額となってご

ざいます。これにつきましては、２０節、扶助費の減額推計によるものでございます。 

  続きまして、次のページをお願いいたします。５０ページでございます。 

  ６目、重度心身障害者医療費でございます。本予算はある一定以上の障害のある方に

対します医療費の扶助に関します予算でございます。本年度予算額８,９０１万７,００

０円でございます。前年比較いたしまして１８万９,０００円の増額でございますが、

主な増額要因といたしましては、２０節、扶助費の増額推計によるものでございます。

その下の７目、子ども医療費でございますが、この予算はゼロ歳児から中学卒業までの

子供に関します医療費の扶助に係る予算でございます。本年度予算額２,１８７万５,０

００円でございます。前年度と比べまして１１万円の増額となっております。主な増額

要因といたしましては、２０節の扶助費の増額推計によるものでございます。次にその

下の８目、ひとり親家庭医療費につきましては、ひとり親家庭に対します医療費の扶助

に関する予算でございます。本年度予算額９０３万８,０００円、対前年比較といたし

まして７８万５,０００円の増額となってございます。増額要因といたしましては、２

０節、扶助費の増額推計によるものが主なものでございます。 

  予算書の５２ページをお開きください。 

  ３款、民生費、１項、１１目、国民健康保険事業費でございます。本予算は国保の特

別会計への繰出金を計上する予算でございます。本年予算額２億２,２７９万８,０００

円で、前年度と比較いたしまして２７７万４,０００円の増額となっております。これ

は２８節、繰出金で増額となっているためでありまして、この増額要因につきましては

一般会計からの法定外繰入金が前年度より増額となったことが大きな要因でございます。
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次に１３目、後期高齢者医療費でございますが、１９節の後期高齢者医療広域連合負担

金と２８節の後期高齢者医療特別会計への繰出金が主なものでございます。本年予算額

２億５,８０９万６,０００円を計上させていただきました。前年度と比較いたしまして

５０２万８,０００円の減額となってございます。これは２８節、繰出金で予算計上額

が前年度より５１５万２,０００円減額の２億５,５４０万円となったことが大きな減額

要因でございます。 

  続きまして、５９ページをお開きください。 

  最下段をごらんください。４款、衛生費、１項、１目、保健衛生総務費でございます。

この目内で住民課関係予算について御説明を申し上げます。 

  次の６０ページ、右下１９節、負担金、補助及び交付金の説明欄の一番上の海南海草

食品衛生協会の負担金３万６,０００円計上しておりますけれども、これの計上につき

ましては例年どおりの計上となってございます。上から３段目の厚生病院の交付金４億

５４３万５,０００円でございますが、これにつきましては前年度より１,８５０万３,

０００円増額の金額を計上させていただいております。この交付金でございますけれど

も、これは国から交付されます厚生病院に対しましての交付税をそのままトンネルとし

て野上厚生病院に支出するものでございます。 

  続きまして、６２ページをごらんください。 

  中ほどの欄でございます。４目。環境衛生費でございます。本予算は保健衛生費の中

の環境衛生に係る予算でございまして、４人分の人件費と１３節委託料の不法投棄ごみ

撤収委託料、１９節の負担金、補助及び交付金の中で五色台広域施設組合への負担金及

び２８節、美里、野上両簡易水道特別会計への繰出金が主なものでございます。本年度

予算額１億２,７８５万８,０００円でございまして、前年度と比較いたしまして３,６

２５万４,０００円の減額となってございます。主な減額要因といたしましては、６３

ページ、１９節、負担金、補助及び交付金の説明欄の上から２番目の行でございます。

五色台広域施設組合建設負担金で前年度より３,３９７万３,０００円減額の４,４１０

万２,０００円が計上されていることによるものでございます。 

  続きまして、６４ページの中段をごらんください。 

  ４款、衛生費、１項、保健衛生費、６目公害対策費です。主なものは１３節の水質検

査委託料と１９節の紀ノ川及び貴志川の連絡協議会への負担金でございます。本年度予

算額１８万２,０００円でございますが、前年度と比較しまして４０万５,０００円の減
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額となってございます。続いてその下の７目、診療諸費でございます。これは診療所事

業特別会計への繰出金の予算でございます。本年度予算額２,５２９万９,０００円でご

ざいまして、前年度と比較いたしまして９３８万９,０００円の増額計上となっており

ます。主な増額要因といたしましては、２８節、繰出金の国民健康保険診療所事業特別

会計繰出金の増額によるものでございます。その理由につきましては、診療所事業特別

会計におけます外来収入の減額が主な要因でございます。 

  続きまして、その下の４款、衛生費、２項、１目、清掃総務費でございます。本予算

は清掃事業に係る総務費でございまして、６５ページに計上されております１９節の海

南海草環境衛生施設組合及び紀の海広域施設組合負担金が主なものでございます。本年

度予算額１億３,２６４万１,０００円で、前年度と比較いたしまして１億４,７０５万

１,０００円の減額となってございます。主な減額要因といたしましては、１９節の負

担金、補助及び交付金で説明欄一番上の海南海草環境衛生施設組合の負担金で、前年度

と比較いたしまして１,２８１万円減額の１億６３９万１,０００円となっておりますこ

とと、説明欄上から４行目の紀の海広域施設組合負担金で、前年度より１億３,４３４

万１,０００円減額の２,５３６万６,０００円が計上されておりますことが主な減額要

因です。この減額要因につきましては、紀の海広域施設組合２６年度事業を２５年度に

繰り上げて執行するということに伴いまして、２６年度の負担金が大幅に減ったもので

ございます。 

  続きまして、その下の２目、塵芥処理費でございますが、本予算は紀美野町のごみ処

理に関します予算でございます。６６ページの１３節のごみ処理に係りますそれぞれの

委託料が主なものでございます。本年度予算額１億７,７２６万１,０００円、前年度と

比較いたしまして１,６１０万３,０００円の増額計上でございます。主な増額要因につ

きましては６６ページの１５節、工事請負費で前年度と比較いたしまして２,０００万

円増額の４,０００万円となっていることが主な要因でございます。 

  以上、簡単ではございますけれども、３款、４款内の住民課関係の予算説明とさせて

いただきます。 

（住民課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    総務学事課長、中尾君。 

（総務学事課長 中尾隆司君 登壇） 

○総務学事課長（中尾隆司君）    予算書の５４ページをお願いします。 
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  青少年センター関係の予算でございます。３款、民生費、２項、児童福祉費、２目の

青少年対策費でございます。この目は、町民一斉清掃、児童・生徒の登下校時の巡回パ

トロール、声かけ運動、春・秋のハイキング、夏の子どもを守る運動、社会を明るくす

る運動など、青少年の育成活動や非行防止活動が主なものでございます。予算額は１,

６５４万２,０００円であります。主な内容は、職員１名の人件費、青少年センター長

の報酬及び夏まつり等の補助金であります。 

  次に５７ページをお願いします。 

  ５目の児童館運営費です。この目は、町内の５つの児童館の運営費です。２人の児童

厚生員、４人の児童厚生指導員の報酬とこどもまつりが主なものです。料理教室、読書

や遊びの広場等の移動児童館等を含む子供のための事業です。予算額は４９３万円で、

主なものは人件費と補助金であります。同じく６目、学童保育費です。予算額は５９４

万３,０００円であります。内容として、町内２つの学童保育所の運営費です。指導員

５名の賃金が主なものであります。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（総務学事課長 中尾隆司君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    ６７ページをお願いします。 

  ４款、３目、し尿処理費でございます。本年度予算２,１０３万１,０００円の予算を

お願いするものでございます。事業内容としましては、合併浄化槽普及のための補助金

でございます。前年度と同じ５人槽３０基、それから６から７人槽で１８基、８から５

０人槽で２基、合計５０基を見込んでおります。 

  以上、よろしくお願いします。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    次に、第５款から第６款について説明を願います。 

  産業課長、大窪君。 

（産業課長 大窪茂男君 登壇） 

○産業課長（大窪茂男君）    それでは、５款、６款の産業課所管の予算について、

御説明をさせていただきます。 

  ６７ページをお願いいたします。 
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  ５款、１項、１目、農業委員会費でございます。本年度１,７７４万１,０００円、農

業委員会及び農業者年金業務に係る経費でございます。職員給与、委員報酬、事務に係

る必要経費が主なものでございます。前年度比３３２万６,０００円の減額となってご

ざいますが、これにつきましては一般職員の人件費での減少に伴うものでございます。 

  ６８ページをお願いいたします。 

  ２目、農業総務費、本年度３,８３５万８,０００円、農業全般に係る経費でございま

す。内容は職員給与、事務に係る必要経費と農業関係団体への負担金、補助金でござい

ます。前年度比９３５万９,０００円の増額となってございますが、これにつきまして

は一般職員の人件費での増額に伴うものが主なものでございます。 

  ６９ページをお願いいたします。 

  ３目の農業振興費でございます。本年度１億１７５万４,０００円、農業の振興に関

する全般に係る経費でございます。また農業関係施設である農産加工所、高齢者創作館、

雨山の里公園の管理運営に係る経費並びに農業経営支援事業、中山間地域直接支払交付

金事業、農作物鳥獣害防止総合対策事業補助金に係る経費でございます。前年度比較１,

１５６万１,０００円の減額となってございますが、これにつきましては２５年度にお

いてきみの農業６次産業化人材育成事業及び緑の生産人材育成事業の緊急雇用があった

わけでございます。主要な事業といたしまして、鳥獣害防止総合対策事業用材料費６０

０万円、中山間地域直接支払交付金事業５,６２９万４,０００円、農作物鳥獣害防止対

策事業８６８万円、青年就農給付金事業給付金１,３５０万円を計上してございます。 

  ７３ページをお願いいたします。 

  ５款、農林水産業費、２項、１目、林業総務費でございます。本年度２,１５４万１,

０００円、林業関係全般に係る経費でございます。内容につきましては職員給与、関係

団体への負担金、補助金が主なものでございます。前年度比８７３万８,０００円の減

額となってございますが、これにつきましては一般職員の人件費での減額に伴うもので

ございます。主要なものといたしまして、間伐材流通支援事業補助金１００万円を計上

してございます。 

  ７５ページをお願いいたします。 

  ５款、３項、１目、水産業振興費、本年度３０５万円でございます。貴志川漁協に関

する経費でございます。アユの放流とアマゴの放流に伴う補助金で、前年と同額となっ

てございます。 
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  ５款、４項、１目、山村振興総務費、本年度２,９６５万６,０００円は、地域おこし

協力隊及び集落支援員に伴う経費及び山村振興に必要な経費並びに各種団体の補助金で

ございます。前年度比６６５万５,０００円の増額となってございますが、地域おこし

協力隊員１名の増員と集落支援員１名の増員、隊員の各種研修費の増額、上神野小学校

を中心としたまちづくり事業に伴う費用及び各種団体の補助金が主なものでございます。 

  ７７ページをお願いいたします。 

  ６款、１項、１目、商工振興費、本年度２,２９５万６,０００円、紀美野町商工会、

シルバー人材センターへの団体補助が主な経費となってございます。前年度比９４万５,

０００円の減額となってございますが、これにつきましては主に人件費の減額に伴うも

のでございます。新たにきみの商業協同組合補助金といたしまして、紀美野町の商業の

活性化を図るためプレミアム商品券発行事業に３０万円を計上してございます。 

  ７８ページをお願いいたします。 

  ２目、観光費、本年度６,９５６万１,０００円でございます。観光施設の維持管理と

観光推進等の事業に関する経費でございます。前年度比６,２９５万６,０００円の増額

となってございますが、これにつきましては観光看板設置委託料、小西公衆便所の新築

工事及び生石高原第２駐車場の舗装工事の増額に伴うものでございます。主なものとい

たしまして、委託料で小西公衆便所設計監理委託料２３０万１,０００円、観光看板設

置委託料２,０５９万４,０００円、工事請負費で小西公衆便所新築工事１,３００万円、

生石高原第２駐車場舗装工事２,５００万円を計上してございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（産業課長 大窪茂男君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    ７０ページから７１ページをお願いします。 

  ５款、１項、４目、耕地総務費でございます。本年度予算７,８５４万７,０００円を

予算計上しております。主なものとしましては、２節、３節、４節で５人の職員の給料

や手当でございます。１９節で負担金、補助及び交付金として、主に県営農免道路の山

畑２期地区の負担金として２,０００万円でございます。本年度事業費として１億２,０

００万円の計画をしていただいております。それから２８節、繰出金１,８２９万３,０

００円ですが、これにつきましては農業集落排水事業特別会計への繰出金でございます。 
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  続きまして、７１ページの５目、農業用施設維持費でございます。本年度予算６５０

万円を予算計上しております。事業内容は１５節、工事請負費で農道や水路、ため池等

の補修工事として３５０万円をお願いするものでございます。また１６節、原材料費と

して、農道舗装の生コンクリートやＵ字溝、それから用水用のパイプ等の支給として予

算３００万円を計上しております。 

  続きまして、７３ページをお願いします。 

  ７目、農業体質強化基盤整備促進事業でございます。本年度予算１,３６９万４,００

０円を予算計上しております。この事業につきましては、用水路等の老朽化により取水

等が困難となっている施設の改修により用水の確保や営農労力の軽減を図るための事業

でございます。１３節、委託料で毛原中から小西地区の用水路、土井湯水路の測量設計

として２５０万２,０００円を計上しております。それから１５節、工事請負費で福田

地区の福田湯水路、また樋下地区や神野市場地区の柿ノ戸水路と、それから毛原中や小

西地区の土井湯水路の整備工事費として１,１１９万２,０００円をお願いするものでご

ざいます。 

  次に、７４ページをお願いします。 

  林道維持費でございます。本年度予算６０３万６,０００円を予算計上しております。

事業内容の主なものは７節、賃金で、切り取り法面等の崩土の取り除き等で、それの作

業員の賃金として２７７万２,０００円と、それから１３節の委託料で雑草等刈り取り

について、旧野上管内の林道２路線分でございますが、２３万９,０００円を予算計上

しております。次に１５節の工事請負費で林道の維持補修工事や、それから毛原勝谷線

の路面補修工事と毛原滝ノ川線法面改修に係る予算として２００万円を計上しておりま

す。それから１６節の原材料費ですが、維持補修に係る材料、アスファルト補修用のレ

ミファルト等で３０万円をお願いするものでございます。 

  以上、説明とします。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    地籍調査課長、尾花君。 

（地籍調査課長 尾花延弥君 登壇） 

○地籍調査課長（尾花延弥君）    地籍調査課からは７１ページから７３ページをご

らんください。 

  ７１ページ、最下段でございます。６目、地籍調査費、前年度対比で９９３万１,０
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００円の減額となってございます。本年度予算額１億１,２７１万３,０００円でござい

ます。減額要因といたしましては、委託料の減額となってございます。主な節の説明で

ございますが、７１ページの報償費、地籍調査推進委員費３３６万円、これは地籍調査

推進委員の費用でございます。内訳としまして、平成２５年度調査５地区の閲覧及び２

６年度４地区の現地調査でございます。 

  ７２ページをお開きください。 

  ２節、３節、４節につきましては職員７名分の給料、職員共済費等でございます。７

節、賃金につきまして、臨時現場職員１名６カ月分と事務職員１名の１２カ月分でござ

います。計２７１万２,０００円でございます。７２ページ最下段でございますが、１

３節、委託料４,５１７万円、地籍調査委託料でございます。本年度委託内容としまし

て、平成２６年分現地調査測量実施地区は田地区４字、中地区３字、谷地区２字でござ

います。 

  続きまして、７３ページの１４節、使用料及び賃借料でございます。２７７万円、通

行料・駐車場使用料、地籍調査支援システム借上料でございます。 

  以上が主だった地籍調査費用でございます。 

（地籍調査課長 尾花延弥君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後 ３時０３分） 

 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 ３時２０分） 

○議長（小椋孝一君）    次に、第７款から第８款について説明を願います。 

  建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    それでは、７９ページをお願いします。 

  ７款、１項、１目、土木総務費でございます。本年度予算２,３５３万円を予算計上

しております。主な内容ですが、２節、給料で職員３名分の人件費でございます。 

  次の８０ページをお願いします。 
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  １３節、委託料で土木積算システムの保守業務としまして１３３万３,０００円の予

算と、１４節に使用料及び賃借料として道路敷地２路線分の借地料や土木積算システム

機械借り上げ等で１１０万４,０００円をお願いするものでございます。１９節、各種

協議会の分担金、負担金として６６万２,０００円をお願いするものでございます。 

  続きまして、８１ページをお願いします。 

  ７款、２項、１目、道路橋りょう維持費でございます。本年度予算４,７１７万３,０

００円を予算計上しております。事業の主なものは７節、賃金で町道の維持管理作業に

よる崩土や側溝の土砂取り除き等に係る作業員の賃金として２７７万２,０００円をお

願いするものでございます。１３節、委託料で１３１万７,０００円の予算を計上して

おります。これにつきましては、町道の草刈り費用や町道の維持工事に伴う測量設計委

託料でございます。１４節、使用料及び賃借料で維持管理作業に伴う機械借り上げとし

て２０万円をお願いするものでございます。次に１５節、町道の維持補修及び舗装生活

関連工事として３,５００万円と、１６節に維持補修に必要な生コンクリート、レミフ

ァルト、路面凍結防止剤等の原材料費として３００万円を予算計上しております。 

  続きまして、２目、道路橋りょう新設改良費でございます。本年度予算４億８,６８

５万円を予算計上しております。予算の内容ですが、２節で給料、職員４名分の給料や

諸手当を予算計上しております。 

  次に、８２ページをお願いします。 

  １３節、委託料で５２６万円を計上しております。これにつきましては、平中通り２

号線と南線は舗装工事のための土質調査の委託として予算計上しております。それから

橋りょう修繕工事委託は２橋分の測量設計業務に係るものでございます。次に１５節、

工事請負費については４億３,８５０万８,０００円を計上しております。前年度での完

成路線もありますが、本年度で特に平中通り２号線につきましては橋りょうの上部工架

設の予算を計上しておりますので、前年度より１億８,９７０万円の増額となっており

ます。２２節、補償、補填で、平中通り２号線と日浦線は水道管敷設替えの補償でござ

います。また日浦線につきましては、電柱２本が道路の支障となっており、移転に伴う

ものでございます。 

  続きまして、８４ページをお願いします。 

  ７款、４項、１目、公園費でございます。本年度予算１,０４８万３,０００円を予算

計上しております。事業内容につきましては、１２節、役務費で浄化槽法定検査及び清
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掃手数料等で２５万５,０００円、それから１３節、委託料でトイレの清掃管理で５万

７,０００円、また本年度で当初公園設置から２５年が経過しておる中で、１５節で工

事請負費で公園のトイレ改修、それから駐車場設置、ベンチ等設置等、全体的な改修費

として１,０００万円をお願いするものでございます。 

  続きまして、８５から８６ページをお願いします。 

  ７款、５項、１目の建設残土処理費でございます。本年度予算２,６１６万２,０００

円を予算計上しております。事業内容としては、海南市それから紀美野町内、那賀振興

局管内で主に公共工事の工事から発生する残土を適正に処理をし、公共工事の円滑な運

営に資することを目的としております。事業内容の主なものにつきましては、２節、３

節、４節で職員１名分の給料や諸手当を予算計上しております。それから１３節では、

委託料で受け入れた建設残土の敷き均しや転圧をしていただくための作業員や、管理棟

で搬入車両の重量の計測等伝票管理、また搬入路のじんあい防止の散水作業等で１,４

３４万８,０００円を計上しております。次に１５節、工事請負費につきましては２０

０万円を計上しております。処理場内の盛り土とともに縦排水等の工事を計画しており

ます。 

  以上、建設課のほうの予算説明とさせていただきます。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、増谷君。 

（企画管財課長 増谷守哉君 登壇） 

○企画管財課長（増谷守哉君）    それでは、８３ページをごらんください。 

  第７款、土木費、第３項、住宅費、第１目、住宅管理費でございます。本年度３,６

５５万９,０００円、前年度比１億５,１４４万２,０００円の減額となってございます。

これにつきましては、前年度町営住宅福井第３団地の工事事業費が計上されていたため

でございます。１目の住宅管理費、１１節の需用費で修繕費１８０万円を計上させてい

ただいております。これは町営住宅設備の修繕費用となってございます。次１３節、委

託料で町営住宅長寿命化改修設計監理業務委託料１８０万円、それから１つ飛びまして

１５節で工事請負費、町営住宅長寿命化改修新設工事１,８００万円の費用を計上させ

ていただいております。従来の町営住宅の管理につきましては雨漏り、また床の傷み等

があったときに悪いところだけを修繕するというふうな対症療法的なものでございまし

た。しかし今後においては、平成２４年度に作成いたしました紀美野町公営住宅等長寿
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命化計画に基づきまして計画的に予防保全的修繕を実施し、町営住宅の耐久性・安全性

の向上と長期の活用を図っていくこととしています。本年度は屋根の防水、外壁改修を

予定してございます。このための委託料及び工事費でございます。１４節の使用料及び

賃借料で、借地料として５２６万９,０００円計上させていただいております。これに

つきましては町営住宅１５団地の借地料でございます。 

  以上説明とさせていただきます。 

（企画管財課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    消防長、家本君。 

（消防長 家本 宏君 登壇） 

○消防長（家本 宏君）    それでは、紀美野町予算書８５ページから９０ページま

での８款、消防費、１項、消防費、１目、常備消防費と２目、非常備消防費、３目、水

防費について、前年度と比して御説明をさせていただきます。 

  ８５ページをお開きください。 

  １目、常備消防費でありますが、１億１,５７４万４,０００円増額の４億２,８９０

万２,０００円で、主だった項目のみ御説明をさせていただきます。 

  ８６ページをお開きください。 

  ３節、職員手当が２７５万円増額の１億１,６３５万６,０００円で、本年度はポンプ

操法訓練が開催されるため、それに関連する経費が増額の主な要因でございます。次に

９節、旅費でありますが、１２万９,０００円減額の６７万円でございます。今年度も

消防大学校入校に伴う経費を計上させていただくとともに、京都で開催されます救助技

術東近畿地区指導会へ審査員を派遣しなければならない輪番の年となりますので、それ

に関連する経費と、隔年に行う分団長研修に伴う経費、加えて救急救命士の気管挿管、

病院実習に伴う経費を計上させていただきました。次に１１節、需用費が１４２万３,

０００円増額の１,０３３万９,０００円でございます。電気料金、燃料代、消耗品費の

増額が主な要因でございます。 

  ８７ページをごらんください。 

  １２節、役務費でございます。５２万９,０００円減額の３４６万１,０００円でござ

います。新発信地表示システム改善利用料の改定に伴う減額が主な要因でございます。

次に１３節、委託料でありますが、６２万６,０００円増額の３１１万８,０００円で、

救急救命士気管挿管実習委託料と、Ｂ型肝炎ワクチン接種委託料が増額の主な要因でご
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ざいます。次に１５節、工事請負費が１６８万４,０００円増額の２２２万２,０００円

で、消防庁舎の照明設備をＬＥＤ化する工事に要する経費でございます。 

  ８８ページをお開きください。 

  １８節、備品購入費が８０９万９,０００円減額の１９７万５,０００円でございます

が、今年度は消防車両の更新予定がないため多額の減額となったものでございます。次

に１９節、負担金、補助及び交付金ですが、１億１,８２５万６,０００円増額の１億２,

１８５万６,０００円でございます。和歌山県消防救急無線デジタル化整備推進協議会

負担金１,３３０万９,０００円と、高機能指令システム等共同整備事業負担金１億６６

７万６,０００円が増額の主な要因でございます。また本年も、複雑・多様化する消防

ニーズに的確に対応するため、より高度な知識・技術を取得するべく消防大学校入校負

担金４８万７,０００円を計上させていただきました。 

  次に２目、非常備消防費でありますが、２,３２２万１,０００円増額の８,５４６万

９,０００円でございます。 

  ８９ページをごらんください。 

  ８節、報償費が６８万１,０００円増額の２,０１１万１,０００円で、隔年に開催さ

れますポンプ操法大会訓練費が増額の主な要因でございます。また９節、旅費には隔年

に行う分団長研修に伴う経費を計上させていただきました。次に１１節、需用費であり

ますが、９９万円増額の３０５万３,０００円でございます。電気料金、燃料代の増額

とポンプ操法大会や分団長研修並びに通常の修理に関連する経費を計上させていただい

たのが増額の主な要因でございます。１３節、委託料ですが、第７分団消防格納庫新築

工事設計委託と第６分団詰所シロアリ駆除委託費用でございます。１４節、使用料及び

賃借料は５５万円増額の１２９万円でありますが、ポンプ操法大会と分団長研修に伴う

バス借上料や通行料金が増額の主な要因でございます。 

  ９０ページをお開きください。 

  １５節、工事請負費が２,１６９万８,０００円で、第７分団消防格納庫新築に要する

経費でございます。１８節、備品購入費は３４９万６,０００円減額の６７５万９,００

０円でございます。昨年度は小型動力ポンプ２台と小型動力ポンプ積載車２台を更新し

ましたが、今年度は小型動力ポンプ１台のみの更新予定であるため多額の減額となった

ものでございます。しかしながら今年度はポンプ操法大会に必要な備品と消火活動時に

着用する防火外被を２カ年計画で全分団に最低必要数配備する計画のもと、今年度は５



－９０－ 

４着分の予算を計上させていただきました。 

  次に３目、水防費ですが、昨年度より６,０００円増額の９万１,０００円で、土のう

袋、砂、ブルーシート、関東ジョレンの購入費用でございます。 

  以上、簡単でございますが説明とさせていただきます。 

（消防長 家本 宏君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    次に、第９款から最後まで説明を願います。 

  総務学事課長、中尾君。 

（総務学事課長 中尾隆司君 登壇） 

○総務学事課長（中尾隆司君）    予算書の９０ページ、下段を見ていただきたいと

思います。 

  ９款、教育費、１項、教育総務費、１目、教育委員会費でございます。この目は、教

育委員４名の報酬が主なものです。予算額は１１６万５,０００円でございます。 

  次に９１ページ、２目、事務局費です。この目は教育長及び総務学事課職員７名の人

件費が主なものです。予算額は６,１０５万円であります。３２３万５,０００円の減額

につきましては、職員１名の減による人件費が主なものです。 

  次に９２ページ、下段をお願いします。 

  ３目、教育諸費です。この目は児童生徒や教職員の健診、検査等、またスクールバス

等の運行、外国人指導助手の費用、小・中学校の共通部分の運営費や負担金等、また研

究会の補助金、学校教育支援員の費用等が主なものです。予算額は４,３８３万３,００

０円でございます。 

  次に、９５ページをお願いします。 

  ２項の小学校費です。１目、学校管理費で、この目は４つの小学校の管理費です。小

学校の児童数は２９６人で、昨年より４０人の減でございます。予算額は６,１４１万

８,０００円です。主なものは人件費と需用費等の学校施設管理委託料です。それと野

上小学校の階段部分のガラス飛散防止フィルム取りつけ工事を計上させていただいてお

ります。 

  次に９７ページをお願いいたします。 

  ２目の教育振興費です。この目は、児童の就学援助等保護者負担の軽減や教材の充実

を図るもので、予算額は６５５万４,０００円でございます。主なものは教材用備品と

扶助費です。続いて、下段の３項、中学校費の１目、学校管理費です。この目は、３つ
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の中学校の管理費です。中学校の生徒は２１８名で、昨年より１４名の増です。予算額

は１,９５６万８,０００円です。主なものは人件費と需用費とを計上しております。 

  １枚めくっていただいて９８ページ、下段です。２目の教育振興費です。この目は、

生徒の就学援助費等保護者負担の軽減や教材の充実を図るものでございます。予算額は

５７７万６,０００円で、主なものは教材用備品、クラブ助成と扶助費であります。 

  ２枚めくっていただきまして、１０２ページの下段でございます。 

  ４項の社会教育費、５目の文化財保護費で、予算額は１２万８,０００円です。この

目は、文化財審議委員の報酬と文化財保護の補助金が主なものです。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（総務学事課長 中尾隆司君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    生涯学習課長、岩田君。 

（生涯学習課長 岩田貞二君 登壇） 

○生涯学習課長（岩田貞二君）    生涯学習課の予算について説明させていただきま

す。 

  ９９ページをお願いします。 

  ９款、教育費、４項、社会教育費、１目、社会教育総務費でございます。予算４,１

２９万６,０００円です。６１８万１,０００円の増額です。人事異動による予算の増額

でございます。１節に報酬費１２３万６,０００円は社会教育委員９名と社会教育指導

員１名の費用になります。２節からは職員給料と事務経費に係る費用となります。また

協議会への負担金となります。 

  １００ページをお願いします。 

  ２目の生涯学習振興費でございます。２８８万２,０００円です。団体の活動や文化

祭、町民大学講座、町民癒しのコンサート等に対する補助委託が主なものでございます。

４月の文化協会展、１１月の文化祭、町民大学講座を行っていきたいと考えております。

また癒しのコンサートも敬老会とあわせて行っていきたいと考えています。 

  同じ１００ページの一番下段にあります公民館費でございます。１,７５５万４,００

０円でございます。中央公民館、小川公民館、志賀野公民館の３公民館の運営に係る費

用でございます。１節では公民館長の２名と公民主事３名の報酬となります。あとは経

費委託に係る１３節の委託料、１８節では図書購入、公民館連絡協議会への負担等が主

なものでございます。最終に１９節で花いっぱい運動、ことしも例年どおり地域の交流
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を含めて環境整備に努めて、地域へ花の苗を配布したいと考えています。 

  １０２ページをお願いします。 

  ４目、人権教育費でございます。１,００２万５,０００円でございます。職員給与と

委託料が主な費用でございます。１３節の委託料では講演、講習会等人権啓発活動に本

年も実施していきたいと思います。また町民大学講座とあわせた形になるかと思います

が、進めてまいりたいと考えています。 

  １０３ページをお願いします。 

  新子どもプラン事業でございます。予算８９万円です。ふれあいルームの安全管理費、

コーディネートアドバイザーに対する報償、謝礼等が主なものでございます。また通学

合宿の費用もこれに入ります。通学合宿では、和歌山大学とか更生保護女性会の方々に

お手伝いをいただいております。 

  同じページのみさと天文台管理運営費、７目です。予算３,３８０万４,０００円でご

ざいます。この中で天文台職員の３名の給料が含まれております。 

  次のページ、１０４ページをお願いします。 

  １１節の一番下段の修繕料でございます。建物もかなり老朽化してまいりまして、雨

漏りがしてるところとかが出てきておりますので、それの修理等が必要になってまいり

ました。それらの費用になります。委託料では施設の点検委託料が主なものでございま

す。 

  次のページ、１０５ページをお願いします。 

  セミナーハウス未来塾管理運営費でございます。３３０万６,０００円でございます。

これは１３節の委託料、施設の管理を委託している費用となります。実績で２４年度は

２,１０２名という結果で、そのうち宿泊が１,８６１名ということでした。２１年度が

ピークの年で、２,３８３名となっております。少し下降ぎみかなというところですが、

ここで働いている調理員とかが地元の雇用につながっていると思いますので、よろしく

お願いします。 

  ９目の文化センター管理運営費でございます。１,３６７万５,０００円でございます。

１節、７節では、文化センター運営委員報酬、図書の臨時職員の賃金でございます。１

３節では、施設の管理に係る委託でございます。 

  １０６ページをお願いします。 

  １０目、真国区民センター管理運営費でございます。７節の賃金については、夜間の
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臨時雇用での費用になります。あとは施設の管理に関する費用となります。１４節では

３名の方の借地料となります。 

  同じ１０６ページの１１目、自然体験世代交流センター３８４万６,０００円でござ

います。これも７節で雇用されてる方の賃金と、残りは施設管理に係る費用、また１４

節は借地料ということでございます。 

  １０７ページの１２目、共育コミュニティ事業であります。予算は９０万円で、学校

にコーディネーターという人を置いて、学校と地域を結んでいこうという役割の人の事

業を学校へ委託しているという補助になります。稲刈りとか田植え体験とかを行ったり、

祭りにも参加したりとかいうことを実施しております。 

  同じ１０７ページの９款、教育費、５項、保健体育費、１目、保健体育総務費１,５

９３万３,０００円でございます。給与が主なものでございますが、次のページの１９

節でスポーツ推進協議会の負担、またスポーツレクリエーション、ジュニア駅伝等々の

補助が主なものでございます。ジュニア駅伝では６月後半から練習を開始して、この２

月１６日の大会では８位入賞という結果を得ました。大会までに６０回程度の練習を重

ねております。またふれあいマラソンの例年２００万円を計上させていただいておりま

す。パークゴルフでは、２４年度実績では５００名程度の参加がございました。ゲート

ゴルフでは、県主催の３大会及び町のチャンピオン大会の開催と奈良県高取町との交流

大会を行なっております。 

  次の１０９ページ、体育施設管理運営費でございます。２,４４２万６,０００円です。

これは農村スポーツ公園、武道館その他多くの施設がありますが、その中で７節の賃金

については管理に係る費用、臨時職員の費用となってます。農村センターの３名を配置

しております。１０９ページの１３節で、５行目にスポーツ公園の施設管理委託料３２

８万９,０００円、これはスポーツ公園の施設の夜間の管理と土日のシルバー人材セン

ターの管理委託の費用でございます。１５節の工事請負費でございます。スポーツ公園

多目的人工グラウンド補修工事４２５万６,０００円、これにつきましては、ホッケー

協会の方に１月に確認をいただきまして補修すべきところを検討した結果、人工芝の継

ぎ目の部分、サッカーゴールの穴の部分の補修を行うということで予算を計上させてい

ただいております。その下の福井町民運動場構造物撤去工事であります。これは契約が

２６年６月に借地の１人目の期限が切れるということで、そこを返していきたい。福井

グラウンドは利用者がほとんどございませんので、地主に返していくということで、借
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地内の構造物を撤去する費用となります。 

  以上、生涯学習課の予算説明でございます。 

（生涯学習課長 岩田貞二君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    国体推進課長、南君。 

（国体推進課長 南 秀秋君 登壇） 

○国体推進課長（南 秀秋君）    私からは９款、教育費、５項、保健体育費、３目、

国体推進費の説明をさせていただきます。 

  予算書の１０９ページをお願いいたします。 

  前年度に比べまして２,７２３万４,０００円増の５,３１６万６,０００円をお願いす

るものでございます。増額の理由といたしまして、昨年１０月１日より職員を増員して

いただいておりますことで人件費関係で９４１万円の増となっておりますのと、本年７

月１９日から２３日に開催されます国体リハーサル大会、全日本社会人ホッケー選手権

大会に係る費用１,７６１万円によるものが主な理由となります。 

  １１０ページをお願いいたします。 

  内訳につきましては９節の旅費は、リハーサル大会の組み合わせ抽せん会が東京の日

本ホッケー協会において行われますので、それに出向く費用と長崎国体終了後に実施さ

れます事業概要説明会に出向く費用でございます。１１節の需用費は、通常事務に係る

経費と、続く１２節、役務費及び２７節、公課費で計上させていただいております公用

車の車検のための費用でございます。 

  １９節、負担金、補助及び交付金の実行委員会の補助金１,９３６万３,０００円で、

前年度に比べ１,５９０万２,０００円の増額をお願いしております。内容といたしまし

ては、主なものとして本年７月に開催されますリハーサル大会の開催並びに運営費用で

ございます。主な経費について御説明申し上げます。大会の開会式にはオープニングイ

ベントとして、りら創造芸術高等専修学校による国体ダンス並びに海南高等学校美里分

校による和太鼓の演奏を考えております。経費といたしましては開会式、表彰式に要す

る報償費として２２万円、大会期間中における看護師謝金として６万５,０００円、続

きまして競技にかかわる役員等の日当、交通費並びに宿泊費用といたしまして１９９万

１,０００円、競技用消耗品といたしまして４２９万８,０００円、燃料費３万２,００

０円、競技役員、競技会係員並びに競技会補助員、これはボランティアの方を指してお

りますが、弁当代及び飲み物代といたしまして１１９万６,０００円、大会のプログラ
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ム並びにガイドブック等の作成費といたしまして２０万円、これらを合計して需用費の

総額といたしましては、５７２万６,０００円を見込んでございます。それで大会の運

営費用といたしましては、８０７万９,０００円が必要と見込んでございます。 

  続きまして、会場の設定並びに管理委託料に９５３万円１,０００円を見込んでござ

います。内容といたしましては、大会競技場のレイアウトから各種の仮設物、テント、

仮設トイレ、椅子、テーブル等、また各種のＯＡ機器、放送設備、無線機並びに競技に

関する専門的な用具等を全て一括で業者に委託する予定でございます。これにつきまし

ては種々検討がされましたが、先催県で開催された大会におきましてもほとんどが委託

をされており、悪天候による設備の保安管理から、期間中の安全管理、また期間中には

専任の担当者が常駐するなど安全面においても非常にすぐれた配慮がなされており、準

備及び後片づけに要する費用と人員の削減が可能であることを考えた上でも大会運営に

集中できます。この方法がベストと考え、業務を委託したいと考えてございます。また

競技会場の保安管理といたしまして、大会期間中の夜間警備業務の経費並びに大会期間

中におけるごみの搬出、処理業務も委託したいと考えてございます。 

  もう一点の大きな費用といたしましては、長崎国体、本大会でございますが、これの

視察研修費、約８０万円を計上させていただいております。これにつきましては、２５

年度には翌年開催のリハーサル大会に備え前日に開催される監督、主将会議から開会式

を経て試合までの流れを１泊２日の日程で研修してまいりましたが、２６年度におきま

しては来年開催されます本大会の運営について研修を行わせていただくものでございま

す。２泊３日の研修を予定させていただいております。あとは実行委員会の活動費用で

ございます。 

  それに加えまして、ゲートゴルフとパークゴルフ協会への補助金につきましては国体

のデモンストレーション競技となっておりますので、その活動費用を、海南高等学校大

成校舎につきましては、国体に向けホッケーの推進が求められる中、町内で唯一ホッケ

ー部を設け、競技を推進してくださっておりますので、その活動補助をさせていただく

ものでございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（国体推進課長 南 秀秋君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 
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○建設課長（山本広幸君）    １１１ページをお願いします。 

  １０款、１項、公共土木施設災害復旧費でございます。本年度予算１２万円を予算計

上しております。この科目につきましては、災害に備えての科目設定でございます。 

  その下の１０款、２項、１目、農地農業用施設災害復旧費と２目の林業施設災害復旧

費についても災害に備えての科目設定でございます。 

  以上、予算の説明とします。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、井上君。 

（総務課長 井上 章君 登壇） 

○総務課長（井上 章君）    １１１ページをお願いします。 

  下段で１１款、公債費、１項、１目の元金では６,９７４万６,０００円減の１１億２,

５９８万３,０００円の計上でございます。２目の利子につきましては１,２２１万円減

の１億３,５３３万４,０００円の計上となってございます。 

  次の１１２ページをお願いいたします。 

  １２款、諸支出金、１項、基金費の各基金では積立金を計上しています。１目、財政

調整基金費では１８９万７,０００円、２目の減債基金費では４万８,０００円、３目の

ふるさと創生基金費では４,０００円、４目、土地開発基金費では６万１,０００円、５

目、河川浄化推進事業基金費では３万６,０００円、６目、美里の湯かじか荘基金費で

は１,０００円、７目、上芝貞雄文化・教育振興基金費では５万８,０００円、８目の地

域振興基金費では１２万５,０００円、１１３ページでございます、９目の地上デジタ

ル放送中継施設基金費では５２万円です。１０目の合併振興基金費では１億６６１万９,

０００円、１１目、ふるさとまちづくり応援基金費では１０万７,０００円、１２目の

福祉基金費では１万９,０００円、１３目、瀬藤敏宏・千津子学校及び保育所環境整備

促進基金では１万８,０００円、１４目の中山間ふるさと水と保全基金積立金では３万

２,０００円となっております。それぞれ基金の積立金の計上でございます。 

  １１４ページをお願いします。 

  １３款、１項、１目、予備費でございます。昨年と変わらず１,０００万円の計上と

なっております。 

  １１５ページから以降は給与明細書あるいは１２０ページには地方債の現在高の見込

みに関する調書、１２１ページには債務負担行為に関する調書をつけておりますので、
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御一読をお願いいたします。 

  ７ページへ戻っていただきたいと思います。 

  第２表 地方債でございます。 

  起債の目的、一般単独事業債では限度額２億５,３３０万円の限度額でございます。

辺地対策事業債では５,５４０万円、過疎対策事業債では３億２,６１０万円、臨時財政

対策債では２億４,０００万円、合計８億７,４８０万円の限度額の設定をお願いするも

のでございます。起債の方法につきましては普通貸借または証券発行となっております。

利率につきましては３.５％以内、利率見直し方式で借り入れる政府資金及び地方公共

団体金融機関機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の

利率となります。償還の方法につきましては、政府資金については、その融資条件によ

り、銀行その他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、町財源の都合

により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還もしくは低利に借りかえするこ

とができるということでございます。 

  以上、総務会計の説明とさせていただきます。 

（総務課長 井上 章君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    以上で説明が終わりましたが、説明漏れ等はございません

か。 

（「なし」の声あり） 

◎日程第６４ 議案第６４号 平成２６年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算につ 

              いて 

◎日程第６５ 議案第６５号 平成２６年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予 

              算について 

◎日程第６６ 議案第６６号 平成２６年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算につい 

              て 

○議長（小椋孝一君）    日程第６４、議案第６４号、平成２６年度紀美野町国民健

康保険事業特別会計予算について、日程第６５、議案第６５号、平成２６年度紀美野町

国民健康保険診療所事業特別会計予算について及び日程第６６、議案第６６号、平成２

６年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算について、一括議題とします。 

  説明を願います。住民課長、牛居君。 

（住民課長 牛居秀行君 登壇） 
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○住民課長（牛居秀行君）    予算書の１２３ページをごらんください。 

  議案第６４号、平成２６年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算 

  平成２６年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５億８８０万４,０００円と定

める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  （歳出予算の流用） 

  第２条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。 

  （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １２９ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  １款、国民健康保険税、１項、１目、一般被保険者国民健康保険税でございます。本

年度予算額２億５８６万円で、対前年度比較６０３万３,０００円の減額となってござ

います。２目、退職被保険者等国民健康保険税では、本年度予算額２,９１３万円でご

ざいまして、前年比較２７万５,０００円の減額となってございます。 

  １３０ページをごらんください。 

  最上段でございますが、国保税の合計といたしましては、本年度予算額２億３,４９

９万円で、前年度に比べまして６３０万８,０００円の減額となってございます。主な

減額要因といたしましては、被保険者数の減によるものでございます。 

  続きまして２款、使用料及び手数料、１項、手数料、１目、督促手数料につきまして

は、前年度と同額の１,０００円を計上しております。 

  続きまして３款、国庫支出金、１項、国庫負担金、１目、療養給付費等負担金でござ

います。本年度予算額２億２,７０１万円で、前年度と比較いたしまして３００万円の

減額となってございます。２目、高額療養費共同事業負担金につきましては、本年度予
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算額１,０３９万２,０００円で、前年度より１９３万４,０００円の減額となってござ

います。次に３目、特定健康診査等負担金につきましては、本年度予算額１７１万９,

０００円で、前年度より５１万７,０００円の増額となってございます。 

  次に３款、国庫支出金、２項、国庫補助金、１目、財政調整交付金で、本年度予算額

８,５２０万円で、前年度に比べまして１,８００万円の減額となってございます。２目、

高齢者医療制度円滑運営事業費補助金につきましては廃目整理となってございます。 

  １３１ページをごらんください。 

  ４款、療養給付費等交付金、１項、１目、療養給付費等交付金でございますが、本年

度予算額９,６０１万円で、前年度より７００万円の増額となってございます。 

  続いて５款、前期高齢者交付金、１項、１目、前期高齢者交付金でございますが、本

年度予算額３億７,２４４万６,０００円で、前年度より２,６３２万８,０００円の増額

となってございます。 

  次に６款、県支出金、１項、県負担金、１目、高額医療費共同事業負担金で、本年度

予算額１,０３９万２,０００円で、前年度と比べまして１９３万４,０００円の減額と

なってございます。２目、特定健康診査等負担金でございますが、本年度予算額１７１

万９,０００円で、前年度と比べまして５１万７,０００円の増額でございます。 

  次に６款、県支出金、２項、県補助金、１目、県補助金で、本年度予算額７,２４６

万９,０００円で、前年度より２５３万１,０００円の減額になっておりますけれども、

これは１節の財政対策補助金で前年度より１００万円減額の６００万円となっておりま

すことと、２節の県調整交付金で前年度より１５３万１,０００円減額の６,６４６万９,

０００円の計上となっていることによるものでございます。 

  次に１３２ページをごらんください。 

  ７款、共同事業交付金、１項、１目、共同事業交付金で、本年度予算額１億７,２３

８万７,０００円で、前年度より６２２万５,０００円の減額となってございます。これ

は、説明欄の共同事業交付金で前年度より３８６万９,０００円減額の２,０７８万４,

０００円の計上となったことと、その下の行の保険財政共同安定化事業交付金で前年度

より２３５万６,０００円減額の１億５,１６０万３,０００円の計上となったことによ

るものでございます。 

  次に８款、財産収入、１項、財産運用収入、１目、利子及び配当金でございますが、

これは財政調整基金の預金利子でございます。本年度予算は４万円、前年度と比較いた
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しまして２万円の増額計上でございます。 

  次に９款、諸収入、１項、延滞金及び過料、１目、延滞金で、本年度予算２０万円、

前年度と同額計上となってございます。 

  次に９款、諸収入、２項、雑入、１目、第三者納付金は前年度と同額の１００万円の

計上となってございます。２目、雑入につきましては前年度より５万円減額の３万円の

計上でございます。 

  次に１０款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金でございます。本年度予算額２億

２,２７９万８,０００円でございまして、前年度と比較いたしまして２７７万４,００

０円の増額となってございます。内訳といたしましては、１節の一般会計繰入金で前年

度より３５０万６,０００円増額の１億８,００２万４,０００円、２節の保険基盤安定

繰入金で前年度と比較いたしまして７３万２,０００円減額の４,２７７万４,０００円

の計上となってございます。 

  続きまして、１３３ページでございます。 

  １１款、繰越金、１項、１目、繰越金でございますが、前年度と同額の１,０００円

の計上でございます。 

  以上、歳入の説明とさせていただきます。 

  続きまして、歳出の説明をさせていただきます。 

  １３４ページをごらんください。 

  １款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費でございます。本年度予算６２

９万円でございます。前年度比較９２万９,０００円の減額になっております。主な減

額要因といたしましては、１２節、役務費で前年度より１９万２,０００円減額となっ

たことと、１３節、委託料で前年度より７３万３,０００円減額計上となったことによ

るものでございます。この委託料の減額につきましては、電算共同処理委託料で単価変

更により４６万８,０００円の減額が生じたことと、電算システム改修委託料で２８万

１,０００円の減額となったことによるものでございます。 

  続きまして１款、総務費、２項、徴税費、１目、賦課徴収費でございます。本年度予

算額１５４万５,０００円でございます。前年度比較５万５,０００円の減額となってご

ざいます。 

  次に１３５ページをごらんください。 

  １款、総務費、３項、１目、運営協議会費でございます。これは国民健康保険運営協
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議会に係る予算でございまして、本年度予算額９万５,０００円で前年度より２,０００

円の減額計上となってございます。 

  次に２款、保険給付費、１項、一般被保険者療養諸費、１目、療養給付費でございま

す。本年度予算額８億８００万円を計上しております。対前年比較といたしまして３０

０万円の減額推計となってございます。次に２目、療養費でございますが、本年度予算

額１,８００万円で、前年度比較１００万円の増額推計となってございます。 

  続きまして２款、保険給付費、２項、退職被保険者療養諸費、１目、療養給付費でご

ざいます。本年度予算額７,２００万円で、対前年比較といたしまして７００万円の増

額でございます。２目、療養費につきましては、本年度予算額１２０万円で、前年と比

べまして５０万円の減額計上でございます。 

  次のページ、１３６ページをお願いいたします。 

  ２款、保険給付費、３項、１目、審査支払手数料でございます。この予算につきまし

ては診療報酬明細書、いわゆるレセプトの審査手数料でございます。本年度予算額２１

０万７,０００円でございまして、前年度比較としまして７５万３,０００円の減額とな

ってございます。 

  次に２款、保険給付費、４項、高額療養費、１目、一般被保険者高額療養費でござい

ます。本年度予算額は１億１,７００万円で、前年度比較で１００万円減額となってご

ざいます。これは一般被保険者の高額療養費の減額推計によるものでございます。２目、

退職被保険者高額療養費につきましては、前年度より２５０万円増額の９００万円を計

上しております。３目、一般被保険者高額介護合算療養費につきましては、前年度と同

額の１０万円の計上でございます。４目、退職被保険者等高額介護合算療養費につきま

しては、前年度と同額の１０万円の計上でございます。 

  次に２款、保険給付費、５項、移送費、１目、一般被保険者移送費及び１３７ページ

の２目、退職被保険者移送費につきましては、それぞれ前年度と同額の１万円の計上と

なってございます。 

  次に２款、保険給付費、６項、出産育児諸費、１目、出産育児一時金でございますが、

本年度予算額４２０万３,０００円で、前年度と同額計上となってございます。 

  次に２款、保険給付費、７項、１目、葬祭費でございます。本年度予算額６０万円で、

前年度と同額計上でございます。 

  次に３款、後期高齢者支援金等、１項、１目、後期高齢者支援金でございますが、本
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年度予算額１億６,４３２万９,０００円で、前年度と比較いたしまして２万２,０００

円の減額計上となってございます。次に２目、後期高齢者関係事務費拠出金につきまし

ては、前年度より１,０００円減額の１万２,０００円を計上いたしております。 

  １３８ページをお願いいたします。 

  ４款、前期高齢者納付金等、１項、１目、前期高齢者納付金でございます。本年度予

算額が２５万４,０００円で、前年度より１７万４,０００円の増額計上となってござい

ます。２目、前期高齢者関係事務費拠出金につきましては、前年度と同額の１万２,０

００円の予算計上となってございます。 

  ５款、老人保健拠出金、１項、１目、老人保健医療費拠出金でございます。本年度予

算額１,０００円でございますが、本医療制度は平成１９年度で終わっておりますけれ

ども、過誤等によります残務処理をしなければならない場合があるため、科目を設定し

ております。２目、老人保健事務費拠出金につきましても１目と同様の処理でございま

す。 

  次に６款、介護納付金、１項、１目、介護納付金でございます。本年度予算額７,３

９２万７,０００円でございます。前年度より９２万７,０００円増額計上でございます。 

  ７款、共同事業拠出金、１項、共同事業拠出金、１目、高額医療費拠出金で、本年度

予算額４,１５６万８,０００円で、前年度に比べまして７７３万７,０００円の減額と

なってございます。 

  １３９ページをごらんください。 

  ２目、事務費拠出金につきましては、前年度と同額の１,０００円を計上しておりま

す。３目、保健財政共同安定化事業拠出金につきましては、前年度より２３５万６,０

００円減額の１億５,１６０万３,０００円の計上となってございます。 

  ８款、保健事業費、１項、１目、特定健康診査等事業費でございます。本年度予算額

９０９万７,０００円で、前年度比較１２１万８,０００円の増額となってございます。

主な増額要因といたしましては、１３節、委託料で前年度比で１４４万９,０００円増

額の８００万円の計上となったことによるものでございます。 

  次に１４０ページをごらんください。 

  ８款、保健事業費、２項、保健事業費、１目、疾病予防費でございます。本年度予算

額１,１７８万１,０００円でございます。前年度より４９万１,０００円の増額となっ

てございます。主な要因といたしましては、１３節、委託料が前年度と比べまして４８
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万６,０００円増額の１,１２８万１,０００円となったことによるものでございます。 

  次に９款、諸支出金、１項、１目、保険税還付金及び２目の償還金につきましては、

前年度と同額の５０万円と１万円の計上をいたしております。 

  次に９款、諸支出金、２項、１目、繰出金でございますが、本年度予算額５４０万円

で、前年度と同額計上でございます。これは国の財政調整交付金の中の特別調整交付金

を原資といたしまして、野上厚生病院と国保直営診療所特別会計への繰出金でございま

す。 

  次に９款、諸支出金、３項、基金費、１目、財政調整基金費で、本年度予算額４万円

を計上しております。 

  最後に１０款、予備費、１項、１目、予備費でございますが、前年度と同額の１,０

００万円を計上しております。 

  以上、簡単でございますが、平成２６年度国民健康保険事業特別会計予算の説明とい

たします。 

  続きまして、予算書の１４３ページをお願いいたします。 

  議案第６５号、平成２６年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予算 

  平成２６年度紀美野町の国民健康保険診療所事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ８,７６９万１,０００円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １４８ページをごらんください。 

  歳入でございます。 

  １款、診療収入、１項、診療収入、１目、外来収入でございます。本年度予算額５,

５５０万円で、前年度と比較いたしまして５８９万２,０００円の減額でございます。

主な要因といたしましては、人口減によります患者数の減少によるものでございます。 

  次に２款、使用料及び手数料、１項、手数料、１目、文書量では、前年度と同額の４

８万円を計上してございます。この予算につきましては、介護保険主治医の意見書作成

及び診断書作成手数料でございます。 
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  ３款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金につきましては、前年度より９３８万９,

０００円増額の２,５２９万９,０００円を計上してございますが、主な増額要因といた

しましては、外来収入の減額によるものと、本年国吉診療所に汎用画像診断装置を購入

することによるものでございます。２目、国民健康保険事業特別会計繰入金は、本年度

予算額４５０万円で、前年度と同額計上でございます。 

  ４款、繰越金、１項、１目、繰越金で、前年度と同額の１０万円を計上しております。 

  １４９ページをお願いいたします。５款、諸収入、１項、１目、雑入で、前年度と同

額の３０万円を計上してございます。 

  最後に６款、県支出金、１項、１目、へき地診療所対策費補助金でございますが、１

５１万２,０００円の計上でございます。これは汎用画像診断装置購入に伴います補助

金でございます。 

  以上、簡単でございますが、歳入の説明とさせていただきます。 

  次のページ、１５０ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款、総務費、１項、施設管理費、１目、一般管理費でございます。本年度予算額４,

５９７万９,０００円で、前年度と比べまして４３８万８,０００円の増額となってござ

います。主な増額要因といたしましては、１１節、需用費で１８８万円の増額、１３節、

委託料で３３６万６,０００円の増額となったことが主なものでございます。 

  続きまして、１５１ページの最下段でございます。２款、医業費、１項、医業費、１

目、医療用機械機器費でございます。本年度予算額５４４万５,０００円で、前年度よ

り３０８万１,０００円の増額となってございます。主な増額要因といたしましては、

１５２ページをごらんください。１８節、備品購入費で医療用備品として３０２万４,

０００円が計上されたことによるものでございます。次に２目、医療用消耗品費です。

本年度予算額８１万７,０００円で、前年度と増額計上でございます。３目、医薬品衛

生材料費で、本年度予算額３,３６０万円で、前年度より２４０万円の減額計上となっ

てございます。次に４目、検査費で前年度より６万円減額の７８万円の計上でございま

す。５目、研究研修費で前年度と同額の７万円を計上させていただいております。 

  次に３款、予備費、１項、１目、予備費で前年度と同額の１００万円を計上してござ

います。 

  以上、簡単でございますが、平成２６年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計
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の説明とさせていただきます。 

  続きまして、予算書の１５９ページをごらんください。 

  議案第６６号、平成２６年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算 

  平成２６年度紀美野町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３億４,６８９万８,０００円と定

める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １６４ページをごらんください。 

  歳入でございます。 

  １款、保険料、１項、１目、後期高齢者医療保険料でございます。本年度予算額９,

１３９万３,０００円で、前年度に比べまして２万７,０００円の減額となってございま

す。減額の内訳といたしましては、１節、現年度分で前年度より９万８,０００円増額

の９,１０８万３,０００円、２節の滞納繰越分で前年度より１２万５,０００円減額の

３１万円の計上となったことによるものでございます。 

  次に２款、使用料及び手数料、１項、手数料、１目、督促手数料で前年度と同額の１,

０００円の計上となってございます。２目、諸証明手数料につきましては廃目整理とな

ってございます。 

  ３款、繰入金、１項、１目、一般会計繰入金でございますが、本年度予算額２億５,

５４０万円で、前年度と比べまして５１５万２,０００円の減額でございます。減額の

主な要因といたしましては、３節、療養給付費繰入金で前年度より５２１万３,０００

円減額の１億７,７２０万７,０００円が計上されたことによるものでございます。 

  次に４款、繰越金、１項、１目、繰越金でございますが、前年度と同額の１０万円の

計上でございます。 

  １６５ページでございます。 

  ５款、諸収入、１項、１目、延滞金及び２目、加算金及び３目、過料におきましても

前年度と同額の１,０００円ずつの計上でございます。 

  ５款、諸収入、２項、１目、雑入につきましても前年度と同額の１,０００円を計上
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しております。 

  歳入の説明を終わらせていただきます。 

  １６６ページをごらんください。 

  歳出でございます。 

  １款、総務費、１項、総務管理費、１目、一般管理費でございます。本年度予算額１,

５３７万２,０００円で、前年度と比較いたしまして２７９万５,０００円の減額でござ

います。主な減額要因といたしましては、人事異動に伴います人件費の減額によるもの

でございます。 

  次に１款、総務費、２項、１目、徴収費につきましては、本年度予算額１２６万円で、

対前年度比１３万８,０００円の増額となってございます。主な要因といたしましては、

１１節、需用費で８,０００円、１２節、役務費で９万６,０００円、１３節、委託料で

３万４,０００円の増額計上となったことによるものでございます。 

  次に１６７ページをごらんください。 

  ２款、後期高齢者医療広域連合納付金、１項、１目、後期高齢者医療広域連合納付金

でございます。本年度予算額３億２,９０６万６,０００円でございまして、前年度と比

べまして２６２万３,０００円の減額計上となってございます。主な減額要因といたし

ましては、医療費の減額推計によります納付金の減額でございます。 

  次に３款、諸支出金、１項、１目、保険料還付金で、前年度より１０万円増額の２０

万円を計上しております。 

  次に４款、予備費、１項、１目、予備費で、前年度と同額の１００万円の計上となっ

てございます。 

  以上、簡単でございますが、平成２６年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算の説

明とさせていただきます。 

（住民課長 牛居秀行君 降壇） 

◎日程第６７ 議案第６７号 平成２６年度紀美野町介護保険事業特別会計予算について 

○議長（小椋孝一君）    日程第６７、議案第６７号、平成２６年度紀美野町介護保

険事業特別会計予算について、議題とします。 

  説明を願います。保健福祉課長、山本君。 

（保健福祉課長 山本倉造君 登壇） 

○保健福祉課長（山本倉造君）    １７３ページをごらんください。 
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  議案第６７号、平成２６年度紀美野町介護保険事業特別会計予算 

  平成２６年度紀美野町の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１５億８,０９４万３,０００円と

定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

  第２条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率および償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

  （歳出予算の流用） 

  第３条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は次のとおりと定める。 

  （１）保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内

でのこれらの経費の各項の間の流用。 

  （２）各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に係

る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １７９ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  １款、１項、１目、第１号被保険者保険料、これにつきましては昨年比２０１万２,

０００円増の２億４,４９８万６,０００円でございます。 

  ２款、１項、１目、総務手数料及び２目、督促手数料は、昨年度と同じく１,０００

円の予算計上でございます。 

  ３款、国庫支出金、１項、国庫負担金、１目、介護給付費負担金は、２６万４,００

０円増の２億６,５４８万８,０００円でございます。 

  ３款、２項、１目、調整交付金につきましては、昨年度比２３３万８,０００円増の

１億５,０６９万７,０００円でございます。２目、地域支援事業交付金につきましては

１０万６,０００円増の２１８万３,０００円、３目、地域支援事業交付金、包括的支援

事業及び任意事業に関してのものでございますが、４１万６,０００円増の８７１万９,

０００円でございます。 
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  １８０ページをお願いします。 

  ４款、１項、１目、介護給付費交付金、１万円増の４億３,５４３万７,０００円でご

ざいます。２目、地域支援事業交付金は１２万３,０００円増の２５３万２,０００円で

ございます。 

  ５款、１項、１目、介護給付費負担金、県の負担金でございます。２５万５,０００

円減額の２億２,２５０万円でございます。 

  ５款、２項、１目、地域支援事業交付金の県の補助金でございますが、５万３,００

０円増額の１０９万１,０００円、２目、地域支援事業交付金、包括的支援事業及び任

意事業に関するものでございますが、２０万８,０００円増の４３５万９,０００円とな

っています。 

  ６款、繰入金、１項、一般会計繰入金、１目、介護給付費繰入金は９,０００円増の

１億８,７６９万１,０００円、２目、地域支援事業繰入金は５万６,０００円増の１０

９万４,０００円、３目、地域支援事業繰入金、包括的支援事業及び任意事業に関する

ものでございますが、２０万９,０００円増の４３６万１,０００円でございます。続き

まして、４目、事務費繰入金でございます。これは１１９万円増の１,７１５万１,００

０円でございます。 

  ６款、２項、１目、介護給付費準備金繰入金は８,０００円増の２９９万円でござい

ます。 

  ７款、１項、１目、繰越金につきましては１,０００円の計上でございます。 

  ８款、１項、１目、過料及び２目、延滞金につきましては昨年同様１,０００円の計

上でございます。 

  ８款、２項、１目、滞納処分費、２目、第三者納付金、３目、返納金につきましても

昨年同様１,０００円の予算計上でございます。４目、雑入につきましては１０万２,０

００円減の７３３万４,０００円、内訳といたしまして介護予防サービス費収入が７３

３万３,０００円となっています。 

  ９款、１項、１目、財政安定化基金貸付金は３７３万９,０００円減の２,２３１万７,

０００円でございます。これは町債につきましては介護納付等に必要な保険料収入の不

足分を補うため、県の基金より貸し付けを受けるものでございます。 

  １０款、１項、１目、利子及び配当金、昨年度比１,０００円増の５,０００円でござ

います。 
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  １８３ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款、１項、１目、一般管理費につきましては３６万４,０００円増の９５７万２,０

００円でございます。職員手当、主に超勤手当が主なものでございます。 

  １款、２項、１目、賦課徴収費につきましては６万７,０００円増の１１５万４,００

０円でございまして、主なものは電算システム保守委託でございます。 

  総務費、１款、３項、１目、介護認定審査会費、これは介護認定審査会の運営に係る

経費でございまして、２１万７,０００円減の３６３万３,０００円でございます。２目、

認定調査等費、これは認定調査に係る賃金及び主治医意見書等でございまして、８９万

９,０００円増の９１１万円、１款、４項、１目、地域密着型サービス運営委員会費、

これは地域密着型サービスに係る運営委員会の費用でございまして、昨年度より２万４,

０００円減の２万４,０００円となっています。 

  ２款、保険給付費、１項、１目、居宅介護サービス給付費、これはホームヘルパー、

デイサービス、ショートステイ等の給付に係る費用でございまして、昨年度より５０７

万６,０００円減の５億２６１万６,０００円、２目、地域密着型介護サービス給付費、

これはグループホームや小規模多機能型居宅介護等に要するサービス給付費でございま

して、昨年度より９６２万１,０００円増の１億６４４万円となっています。３目、施

設介護サービス給付費は、特養と老健等に要するサービス給付費でございまして、昨年

度より６１４万１,０００円減の６億８０４万６,０００円となっています。 

  １８６ページをお願いします。 

  同じく４目、居宅介護福祉用具購入費は、ポータブルトイレとか入浴用の手すり等で

ございまして、７３万３,０００円、昨年度よりも増額いたしまして、２４７万１,００

０円の計上でございます。５目、居宅介護住宅改修費は昨年と同額の５６７万３,００

０円、６目、居宅介護サービス計画給付費はいわゆるケアプランの作成料でございます

が、６７万７,０００円減の６,７１１万１,０００円。 

  続きまして、２款、２項、これは介護予防サービス等諸費でございます。１目、介護

予防サービス給付費、要支援１、２の方に対するヘルパー等の給付でございまして、昨

年度より２９万４,０００円増の５,０８７万９,０００円、２目、地域密着型介護予防

サービス給付費、これも要支援の方に対するグループホーム等の給付でございまして、

１８７万３,０００円増の３６０万円、３目、介護予防福祉用具購入費、これも同様で
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ございますが、手すり、トイレ等でございまして、昨年と同様の６６万１,０００円の

計上でございます。４目、介護予防住宅改修費につきましても昨年と同様の４１９万７,

０００円の計上でございます。 

  １８７ページをお願いします。 

  ５目、介護予防サービス計画給付費、これは要支援の方のケアプランの作成でござい

まして、５４万３,０００円増の７３３万３,０００円でございます。 

  ２款、３項、１目、審査支払手数料でございます。これは４０万５,０００円減の８

０万５,０００円でございます。同じく４項、１目、高額介護サービス費につきまして

は、昨年と同様の３,６６０万円の計上でございます。続きまして５項、１目、高額医

療合算介護サービス費につきましては２７万５,０００円減の５２２万５,０００円の計

上でございます。 

  １８８ページをお願いします。 

  ２款、６項、１目、特定入所者介護サービス等費につきましては、昨年度より４９万

２,０００円減の９,９７７万円の計上でございます。２目、特定入所者介護予防サービ

ス等費、同じく要支援の方に対する給付でございます。昨年度より４万円増の８万円の

計上でございます。 

  ３款、１項、１目、二次予防事業費、要介護状態にある方を対象にする介護予防事業

でありまして、昨年度より９２万４,０００円減で２０万５,０００円の計上であります。

これにつきましては、二次予防という限定ではなくて一次予防の方と同様に事業を進め

ていくということで、二次予防で減少ということになっています。２目、一次予防事業

費につきましては、昨年度より１３５万１,０００円増の８５２万９,０００円の計上で

ございまして、これは元気なうちからする介護予防ということで、広く行う介護予防で

ございます。主なものは職員の給料と報償費、講師の報償費と委託料等でございます。 

  ３款、２項、１目、介護予防ケアマネジメント事業費、二次予防対象者に対するケア

マネジメントでございまして、昨年より１万円減の２,０００円の計上でございます。

２目、任意事業費といたしまして、５０万９,０００円増の７５４万４,０００円、これ

は介護用品の給付、家族介護慰労金の給付等でございまして、昨年度は一般会計のほう

で行っていました認知症関係の事業を２６年度よりこの部分で行うことといたします。 

  １９０ページをお願いします。 

  ３目、総合相談事業費、きみのネットワーク委員会等を事務局として扱っているとこ
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ろでございますが、４０万３,０００円増の６５３万円の計上でございます。きみのネ

ットワーク委員会の報酬と職員１名の給与等でございます。４目、権利擁護事業費、昨

年と同様の４７万８,０００円の計上でございます。 

  １９１ページでございます。 

  ５目、包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費、これにつきましては主任介護支

援専門員による地域の介護利用者等に対する指導を行っているところでございまして、

昨年度より１５万１,０００円増の７５２万円、１人の職員給与等を置いております。 

  ４款、１項、１目、保険料還付金、昨年度より３０万円増の５０万円、償還金は廃目

整理でございます。 

  ５款、１項、１目、元金、公債費でございまして、元金の返還で昨年と同様の２,３

６３万円でございます。 

  １９２ページをお願いします。 

  ６款、１項、１目、介護給付費準備基金積立金でございまして、昨年度より１,００

０円増の５,０００円を積立金として予算化しております。 

  ７款、１項、１目、予備費は１００万円の予備費でございます。 

  １７６ページをお願いします。 

  第２表 地方債 

  起債の目的、財政安定化基金貸付金。限度額２,２３１万７,０００円。起債の方法、

普通貸借。利率、無利子。償還の方法、和歌山県介護保険財政安定化基金の貸付条件に

よる。ただし、町財政の都合により償還期限を短縮し、または繰り上げ償還することが

できる。 

  以上で、介護保険についての説明でございます。 

（保健福祉課長 山本倉造君 降壇） 

◎日程第６８ 議案第６８号 平成２６年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会 

              計予算について 

○議長（小椋孝一君）    日程第６８、議案第６８号、平成２６年度紀美野町のかみ

ふれあい公園運営事業特別会計予算について、議題とします。 

  説明を願います。産業課長、大窪君。 

（産業課長 大窪茂男君 登壇） 

○産業課長（大窪茂男君）    １９９ページをお願いいたします。 
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  議案第６８号、平成２６年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計予算 

  平成２６年度紀美野町ののかみふれあい公園運営事業特別会計の予算は、次に定める

ところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４,３５５万３,０００円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ２０４ページをお願いいたします。 

  歳入でございます。 

  １款、１項、１目、観光施設等使用料、本年度３,０００万円、これはオートキャン

プ場、パークゴルフ場、バーベキューサイトの使用料でございます。２目、農林業施設

使用料、本年度２７８万５,０００円、ふれあい館の農林産物等の販売コーナー、食堂

コーナーの施設のテナント料としての使用料でございます。１万円の減額となってござ

います。 

  ２款、１項、１目、利子及び配当金、本年度６万円、財政調整基金の預金利子でござ

います。１万９,０００円の増額となってございます。 

  ３款、１項、１目、財政調整基金繰入金、本年度９４９万８,０００円、財政調整基

金からの繰入金でございます。１７５万９,０００円の増額となってございます。 

  ４款、１項、１目、繰越金、本年度１００万円でございます。平成２５年度会計から

の繰越金でございます。 

  ５款、１項、１目、施設管理受託事業収入、本年度９万７,０００円、県と町で共有

管理する上水道の受水槽における県からの管理負担金でございます。２,０００円の増

額となってございます。 

  ２０５ページをお願いします。 

  ５款、２項、１目、雑入、本年度１１万３,０００円、公衆電話の設置料及びごみ袋

の販売収入でございます。２,０００円の増額となってございます。 

  ２０６ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款、１項、１目、一般管理費、本年度４,２４９万３,０００円、ふれあい公園に関



－１１３－ 

する運営、管理全般の経費でございます。前年度と比較して１７５万３,０００円の増

額となってございます。電気料の高騰及び印刷製本費で６２万円がふえたものでござい

ます。４節、共済費、７節、賃金につきましては、公園の臨時職員８名に係る経費でご

ざいます。１１節、需用費、１２節、役務費につきましては、公園の運営管理上に必要

な経費でございます。印刷製本費６２万円、電気料３０万円増額してございます。 

  １３節で委託料の主要なものについて、御説明させていただきます。公園の警備委託

料３４０万８,０００円、施設清掃委託料６４８万円、芝管理委託料１,１４０万５,０

００円となってございます。消費税の引き上げ分の増額となってございます。２０７ペ

ージは公園管理に必要な使用料、材料費、草刈り機の備品購入費、また消費税納付金の

公課費でございます。 

  以上が一般管理の主な経費でございます。 

  同じく２０７ページ、２款、１項、１目、財政調整基金費、本年度６万円、ふれあい

公園運営事業を財政調整基金へ預金利子分を積み立てをするものでございます。１万９,

０００円の増額となってございます。 

  ３款、１項、１目、予備費、本年度１００万円を計上してございます。昨年と同額で

ございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（産業課長 大窪茂男君 降壇） 

◎日程第６９ 議案第６９号 平成２６年度紀美野町農業集落排水事業特別会計予算につ 

              いて 

○議長（小椋孝一君）    本日の会議時間は、議事の進行の都合により延長したいと

思います。 

  日程第６９、議案第６９号、平成２６年度紀美野町農業集落排水事業特別会計予算に

ついて、議題とします。 

  説明を願います。建設課長、山本君。 

（建設課長 山本広幸君 登壇） 

○建設課長（山本広幸君）    ２０９ページをお願いします。 

  議案第６９号、平成２６年度紀美野町農業集落排水事業特別会計予算 

  平成２６年度紀美野町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 
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  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２,７０４万４,０００円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ２１４ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  １款、分担金及び負担金、１項、１目、分担金で、新規加入者１件分の分担金３５万

円を計上しております。 

  ２款、使用料及び手数料、１項、１目の施設使用料につきましては、２０１戸の使用

料として８２９万１,０００円を計上しております。 

  ３款、繰入金は、一般会計より１,８２９万３,０００円をお願いしております。 

  ４款、繰越金は、前年度よりの繰越金として１０万円を計上しております。 

  次に２１５ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款、総務費、１項、施設管理費、１目、一般管理費でございます。２、３、４節で

職員１名の人件費としてお願いしております。それから施設管理費として１１節、需用

費で消耗品、電気、水道料、修繕料等で３０７万２,０００円、それから１２節、役務

費で、し尿汚泥汲取、または浄化槽法定検査手数料等で１７３万１,０００円、また１

３節、委託料として１０７万６,０００円を予算計上しております。 

  次に２１６ページをお願いします。 

  ２款、公債費ですが、元金、利子合わせて１,４１４万４,０００円となっております。 

  ３款、予備費では３０万円を計上しております。 

  以上、よろしくお願いします。 

（建設課長 山本広幸君 降壇） 

◎日程第７０ 議案第７０号 平成２６年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計予算につ 

              いて 

◎日程第７１ 議案第７１号 平成２６年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計予算につ 

              いて 

◎日程第７２ 議案第７２号 平成２６年度紀美野町上水道事業会計予算について 
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○議長（小椋孝一君）    日程第７０、議案第７０号、平成２６年度紀美野町野上簡

易水道事業特別会計予算について、日程第７１、議案第７１号、平成２６年度紀美野町

美里簡易水道事業特別会計予算について及び日程第７２、議案第７２号、平成２６年度

紀美野町上水道事業会計予算について、一括議題とします。 

  説明を願います。水道課長、温井君。 

（水道課長 温井秀行君 登壇） 

○水道課長（温井秀行君）    それでは、予算書の２２３ページをお開き願います。 

  議案第７０号、平成２６年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計予算 

  平成２６年度紀美野町の野上簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ４,８４１万１,０００円と定める。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ２２８ページをお開き願います。 

  歳入でございます。 

  １款、使用料及び手数料、１項、使用料、１目、水道使用料についてですが、本年度

３,５５０万円計上させていただいております。昨年度比較１９２万円減額でございま

す。内訳は、現年度分が３,５４０万円、こちらが昨年度比較１９２万円減額でござい

ます。過年度分が１０万円計上でございます。昨年同額です。これは昨年に比べ廃止が

５件、給水から休止が１２件という内容でございまして、減額とさせていただいており

ます。 

  下段の２項、手数料は現年度分６,０００円を見込んでございます。２款、分担金及

び負担金、１項、負担金、１目、給水負担金は、加入負担金として１０万８,０００円

を見込んでございます。 

  ３款、１項、繰入金、１目、一般会計繰入金は、１７２万７,０００円です。昨年よ

り５５万２,０００円増額です。 

  下段の４款、１項、諸収入、１目、雑入７万円は、水道部品の売却代でございます。 

  再下段の５款、１項、１目、繰越金１,１００万円を見込んでございます。前年度比
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較１２０万２,０００円増額でございます。 

  ２３０ページをお開き願います。 

  歳出でございます。 

  １款、衛生費、１項、簡易水道費、１目、一般管理費３,１１６万６,０００円、前年

度比較１０８万２,０００円の増額です。主な項目を説明させていただきます。２節、

給料、３節、職員手当等、４節、共済費は職員１名分の計上をさせていただいておりま

す。１１節、需用費、１,３３９万９,０００円、主な項目は各水道施設の電気料１,３

２２万４,０００円計上させていただいております。昨年に比べて１２２万４,０００円

増額をさせていただいております。修繕料９万円でございます。１２節、役務費、１４

１万６,０００円、主な項目は通信費が９６万４,０００円、それから各中継所のテレメ

ーターの占用料でございます。それから中段の口座振替手数料１１万６,０００円、指

定金融４機関の振込手数料でございます。賠償保険料８万４,０００円は、水道賠償責

任保険でございます。最下段の損害保険料、まことに申しわけございません、傷害保険

料となってございますが、損害のほうに御訂正をお願い申し上げます。災害時等の事故

の水道機械の損害補償保険でございます。それから１３節、委託料４７５万円、主な項

目は、休日及び夜間の警備委託料、下佐々浄水場内の休日夜間による警備業務でござい

ます。それから水質検査委託料、７項目の種類の水質検査を行います。それからメータ

ー検針委託料、河北・河南・中田地区の水道料金のメーター検針４名分の委託料でござ

います。それから１４節、使用料及び賃借料２０６万円ですが、次のページに移りまし

て、システムソフトの使用料、水道料金システムのリース料でございます。借地料１４

４万５,０００円、水道施設３地区の借地料でございます。２３節、償還金、利子及び

割引料、過誤納還付金１万円計上をさせていただいております。下段２７節、公課費８

３万３,０００円、これは２５年度の消費税納付金でございます。 

  中段の２目、作業費９８３万８,０００円です。前年度と比べまして３４４万１,００

０円減額です。主な項目は、３節、職員手当、時間外手当でございます。８節、報償費

１６万円計上です。これは配管路等の指導・助言に項目を置かせてもらっております。

１１節、需用費、６７０万５,０００円、前年度に比較しまして３００万７,０００円減

額です。うち消耗品費７０万３,０００円、塩素の費用でございます。修繕費５８１万

９,０００円、昨年度に比較しますと３００万７,０００円減額です。内容は漏水修理１

４カ所、電気機器の関係９カ所、減圧弁関係の修理・点検でございます。１３節、委託
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料１１８万９,０００円計上です。内訳は雑草等刈取委託料５４万５,０００円、それか

ら有収率向上のため、漏水等の調査を２カ所見込んでございます。下段の１６節、原材

料費１２５万６,０００円計上です。各種水道機器の材料費、メーター１８個等の購入

費用でございます。それから補償、補填及び賠償金５万円、漏水等補償金を見込んでご

ざいます。 

  最下段の２款、１項、公債費、１目、元金、２３節、償還金、利子及び割引料ですが、

長期債元金に４０１万９,０００円計上です。それから長期債利子で２８８万８,０００

円計上、公債費計が６９０万７,０００円とさせていただいております。下段は３款、

１項、１目、予備費に昨年度同様に５０万円を計上させていただいております。 

  以上、簡単でございますが、２６年度野上簡易水道事業会計予算説明とさせていただ

きます。 

  続きまして、２３９ページをお願いいたします。 

  議案第７１号、平成２６年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計予算 

  平成２６年度紀美野町の美里簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億７５６万８,０００円と定め

る。 

  ２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  説明資料は１５１ページからでございます。予算書の２４４ページをお開き願います。 

  歳入でございます。 

  １款、使用料及び手数料、１項、使用料、１目、水道使用料です。本年度６,５７８

万円計上、昨年度と同額でございます。内訳は現年度が６,５５８万円、過年度分２０

万円を見込んでございます。こちらも前年度と同額でございます。下段の２項、手数料、

１目、給水装置手数料１万４,０００円、給水装置工事の審査・検査手数料５件分でご

ざいます。 

  下段２款、分担金及び負担金、１項、負担金、１目、給水加入負担金１６万２,００

０円を見込んでございます。下段の２項、分担金、１目、１節、簡易水道施設整備費分



－１１８－ 

担金、受益者分担金として１万円、昨年同様計上でございます。 

  下段の３款、１項、繰入金、１目、一般会計繰入金３,１３９万５,０００円計上です。

前年度比較６０１万８,０００円減額でございます。 

  最下段の４款、１項、諸収入、１目、雑入、１,０１９万７,０００円計上です。水道

施設き損事故賠償金が２万円、水道管の移設工事補償金、これは国道３７０号線道路改

良工事に伴う移設２地区、小西地区と鎌滝地区５９２万８,０００円、それから町道日

浦線道路改良工事に伴う移設、大角地内です。４１５万２,０００円。そして水道部品

売却代でございます。 

  ５款、１項、１目、繰越金１万円計上です。 

  ２４６ページをお願いいたします。 

  歳出でございます。 

  １款、衛生費、１項、簡易水道費、１目、一般管理費４,３９５万８,０００円計上で

す。前年度比較５９３万１,０００円減額です。主な項目を申し上げます。２節、給料、

１,１５９万９,０００円、職員３名分です。３節、職員手当等８２４万８,０００円、

４節、共済費、３３２万４,０００円、１１節、需用費６３７万２,０００円計上です。

主な項目は電気料です。本年度６００万円計上です。前年度６６０万円ですので、本年

度６０万円の減額です。１２節、役務費、２６５万９,０００円計上です。主な項目は

通信費１９９万６,０００円、デジタル回線料と各中継所のテレメーターの占用料金で

す。それから中段の口座振替手数料２０万４,０００円、金融機関４行の手数料でござ

います。賠償保険料１０万４,０００円、水道賠償損害保険です。傷害保険２３万２,０

００円、検針員７名の傷害保険、それから水道機械の設備損害保険でございます。１３

節、委託料７９４万３,０００円、内容的には水質検査の手数料が２０３万５,０００円、

それからメーター検針委託料が２３４万９,０００円、水道料金徴収委託料１９万８,０

００円、それから夜間監視委託料が２７９万６,０００円でございます。１４節、使用

料及び賃借料８９万６,０００円、システムソフトの使用料でございます。それから借

地料が６万３,０００円、福田地区と毛原地区の借地料でございます。下段１９節、負

担金、補助及び交付金１０万円計上です。これは海南土地改良区への福田の取水箇所の

負担金でございます。２３節、償還金、利子及び割引料１万円、過誤納還付金、前年度

の同額分でございます。２７節、公課費、２８０万７,０００円、消費税及び地方消費

税納付額を計上してございます。 
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  下段２目、作業必要でございます。２,４４３万円計上です。前年度比較６７５万円

増額です。３節、職員手当等１５万３,０００円は時間外勤務手当、１１節、需用費、

７１４万５,０００円、主な項目は消耗品８６万４,０００円、塩素の購入分です。修繕

料が５９５万円、漏水修理２０カ所、電気機器関係修理１１カ所、減圧水槽空気弁等の

補修費でございます。下段１３節、委託料１４５万６,０００円、これは内容は雑草等

刈取委託料、それから漏水調査委託料等でございます。それから１５節、工事請負費１,

４４５万４,０００円、昨年度は１路線の請け負いだけでございました。本年度内容は、

国道３７０号線道路改良工事に伴う排水管移設工事、小西地内が４５５万円、釜滝地内

が２８６万円、それから大角地内の町道日浦線道路改良工事に伴う排水管移設工事が４

１５万２,０００円、木下地内の町道南線道路改良工事に伴う排水管新設工事が２８９

万１,０００円となってございます。２５年度と比較しますと５３３万８,０００円の増

額ということでございます。 

  次のページをお願いいたします。 

  １６節、原材料費１１７万２,０００円、メーターボックス等の購入でございます。

２２節、補償、補填及び賠償金５万円計上です。 

  次に下段の２款、１項、公債費、１目、元金、２３節、償還金、利子及び割引料２,

５８８万６,０００円、長期債元金の償還金です。２目、利子、長期債利子に１,２６９

万４,０００円計上でございます。 

  最下段３款、１項、１目、予備費に昨年度同様６０万円を計上してございます。 

  以上、簡単でございますが、２６年度当初美里簡易水道事業特別会計予算の御説明と

させていただきます。 

  続きまして、２５５ページをお開き願います。 

  議案第７２号、平成２６年度紀美野町上水道事業会計予算 

  （総則） 

  第１条 平成２６年度紀美野町上水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （業務の予定量） 

  第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

  （１）給水栓数 ２,５８０栓。 

  （２）年間給水量 ６２万１,０００立米。 

  （３）一日平均給水量 １,７０１立米。 
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  （収益的収入及び支出） 

  第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  収入 

  第１款 水道事業収益 １億１,２２２万円。 

   第１項 営業収益 １億９７７万９,０００円。 

   第２項 営業外収益 ２４４万１,０００円。 

  支出 

  第１款 水道事業費用 １億１,２２２万円。 

   第１項 営業費用 ９,９３４万４,０００円。 

   第２項 営業外費用 １,０８７万６,０００円。 

   第３項 予備費 ２００万円。 

  （資本的収入及び支出） 

  第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおり定める（資本的収入額が資本的

支出額に対し不足する額３,１６１万１,０００円は当年度分消費税及び地方消費税資本

的収支調整額１２７万７,０００円及び損益勘定留保資金３,０３３万４,０００円で補

填するものとする。）。 

  次のページをお願いいたします。 

  収入でございます。 

  第１款 資本的収入 １,１２３万９,０００円。 

   第１項 工事負担金 １,１２３万９,０００円。 

  支出 

  第１款 資本的支出 ４,２８５万円。 

   第１項 建設改良費 ２,９３７万１,０００円。 

   第２項 企業債償還金 １,３４７万９,０００円。 

  （一時借入金） 

  第５条 一時借入金の限度額は、５,０００万円と定める。 

  （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

  第６条 予定支出の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。 

  （１）各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経

費の各項間の流用。 
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  （議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

  第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流

用し、またはそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なけ

ればならない。 

  （１）収入給与費 ２,８４０万２,０００円。 

  （たな卸資産購入限度額） 

  第８条 たな卸資産の購入限度額は、４４０万８,０００円と定める。 

                  平成２６年３月３日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  昨年に比べまして、収益のほうは１２５万２,０００円増額でございます。 

  それから次のページをお願いいたします。 

  説明資料のページ数は１５６ページからでございます。 

  収益的収入及び支出。 

  まず収入です。 

  １款、水道事業収益１億１,２２２万円です。２５年度は１億１,０９６万８,０００

円、１２５万２,０００円の増額となってございます。１項、営業収益１億９７７万９,

０００円、昨年度比較７１万３,０００円の増額です。１目、給水収益１億９４１万２,

０００円、２目、受託工事収益１,０００円、３目、その他営業収益３６万６,０００円。

２項、営業外収益２４４万１,０００円、１目、受取利息及び配当金１０万円、２目、

補助金５,０００円、３目、雑収益２３３万６,０００円。 

  支出でございます。 

  １款、水道事業費用１億１,２２２万円。１項、営業費用９,９３４万４,０００円、

１目、原水及び浄水費１,４０４万１,０００円、２目、配水及び給水費２,９２４万１,

０００円、３目、受託工事費１,０００円、４目、業務及び総係費３,１７８万円、５目、

減価償却費２,３９６万１,０００円、６目、資産減耗費３１万円、７目、その他営業費

用１万円。２項、営業外費用でございます。１,０８７万６,０００円、１目、支払利息

５５９万２,０００円、２目、雑支出、１７７万２,０００円、３目、消費税、３５１万

２,０００円、３項、１目、予備費、２００万円。 

  次のページをお願いいたします。 

  資本的収入及び支出。 

  収入でございます。 
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  １款、資本的収入、１項、１目、工事負担金、予定額は１,１２３万９,０００円です。 

  支出です。 

  １款、資本的支出４,２８５万円、１項、１目、建設改良費２,９３７万１,０００円、

２項、１目、企業債償還金１,３４７万９,０００円。 

  次の２５９ページをお願いいたします。 

  実施計画明細書でございます。 

  収益的収入及び支出。 

  収入です。 

  １款、水道事業収益１億１,２２２万円。１項、営業収益１億９７７万９,０００円、

１目、給水収益、１節、水道料金１億９４１万２,０００円、２目、受託工事収益、１

節、新設工事収益１,０００円、３目、その他営業収益３６万６,０００円、２節、手数

料２万３,０００円、４節、雑収益１万円。 

  ２款、営業外収益２４４万１,０００円。１目、受取利息及び配当金、１節、預金利

息が１０万円、２目、補助金、１節、交付金５,０００円、３目、雑収益２３３万６,０

００円、１節、工事負担金４８万１,０００円、これは新規加入３件分見込んでおりま

す。その他雑収益が１８５万５,０００円、消火栓の設置工事３カ所です。 

  １款、水道事業費用１億１,２２２万円。１項、営業費用９,９３４万４,０００円、

１目、原水及び浄水費１,４０４万１,０００円、これは内訳は１節、備消耗品費１０万

円、それから２節の修繕費６４万円、ポンプ等の補修でございます。３節、動力費９２

０万４,０００円、取水送水ポンプの動力費でございます。それから４節、薬品費４６

万９,０００円、塩素代でございます。５節、委託料５６万４,０００円、水質検査８種

類の費用等でございます。６節、賃借料１０１万５,０００円、下佐々浄水場の借地料

でございます。７節、負担金２００万円、土地改良区への負担金でございます。８節、

雑費４万９,０００円、浄化槽の検査等でございます。 

  ２目、配水及び給水費２,９２４万１,０００円、１節、給料、職員２名分８０２万円

でございます。２節、手当５５６万２,０００円、右備考欄に記載の内容の手当でござ

います。３節、法定福利費２２８万２,０００円、共済の納金でございます。４節、被

服費１８万円、それから５節、備消耗品費２２万円、それから６節、燃料費３８万円、

公用車の燃料費でございます。７節、通信運搬費１６万２,０００円、テレメーターの

専用料金でございます。８節、修繕費３４６万４,０００円、施設、設備、それから電
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気機器の修理等でございます。９節、路面復旧費に１８万円計上です。２カ所を見込ん

でおります。１０節、動力費１５８万４,０００円、樫河、動木、小畑のポンプの電気

料金でございます。１１節、材料費２７９万１,０００円、メーター３４個の交換を見

込んでおります。１２節、補償金５万円、漏水事故等の事故の場合の補償でございます。

１３節、委託料３８１万７,０００円、検針委託４名の件、それから電気保安管理委託

等でございます。それから１４節、賃借料２３万１,０００円、平配水池、小畑ポンプ

地の借地料でございます。１５節、雑費３１万８,０００円。 

  ３目、受託工事費、１節、工事費１,０００円、４目、業務及び総係費３,１７８万円、

１節、給料６５０万３,０００円、２節、手当４１９万３,０００円です。３節、法定福

利費１８４万２,０００円、４節、旅費１万円、５節、報償費８万円、６節、被服費５,

０００円、７節、備消耗品費２３万円、コピー等の代金でございます。１０節、食料費

５,０００円、１１節、通信運搬費３８万８,０００円です。電話料金等です。１２節、

手数料でございます。４１万３,０００円、金融４行の手数料等でございます。１３節、

保険料、２５万４,０００円、水道機械の損害保険、水道賠償責任保険、委託検針員の

傷害保険等でございます。１４節、修繕料１０万円、１５節、委託料１,５０２万１,０

００円、昨年に比べ１７０万１,０００円増額です。水道料金の徴収委託、それから料

金会計システムの保守委託、浄水場関係の基本計画書の業務委託、それから国道３７０

号線の排水管の新設設計業務委託、漏水管路の調査委託でございます。１６節、賃借料

１６６万３,０００円、複写機や財務システムのリースでございます。１７節、公課費

８万円、１８節、負担金１５万２,０００円、水道協会等の会費でございます。１９節、

雑費５万６,０００円。 

  ５目の減価償却費、１節、有形固定資産減価償却費２,３９６万１,０００円。 

  ６目、資産減耗費３１万円、１節、固定資産除却費３０万円、２節、たな卸資産減耗

費１万円。 

  ７目、その他営業費用、１節、雑支出１万円。 

  １目、支払利息５５９万２,０００円、１節、企業債利息５４９万２,０００円、２節、

借入金利息１０万円。 

  ２目、雑支出、１節、その他雑支出１７７万２,０００円。 

  ３目、１節、消費税３５１万２,０００円。 

  ３項、１目、１節、予備費２００万円でございます。 



－１２４－ 

  資本的収入及び支出。 

  収入です。 

  １款、資本的収入、１項、１節、工事負担金１,１２３万９,０００円、国道３７０号

線関係で動木、小畑地内、それから町道平中通り２号線動木地内分でございます。 

  １款、資本的支出４,２８５万円、１項、１目、１節、建設改良費２,９３７万１,０

００円、国道３７０号線改良工事に伴う排水管の新設工事でございます。それから町道

平中線排水管の移設工事でございます。２項、１目、１節、企業債償還金１,３４７万

９,０００円、詳細は２７２ページの企業債明細書にお示ししてございます。 

  次の２６３ページをお願いいたします。 

  この内容は一部地方公営企業の改正で、この資料をつけるということに本年からなり

ましたので、御一読をいただきたいと思います。以降につきましては貸借対照表等を添

付してございますので、御一読いただきたいと思います。以上、説明とさせていただき

ます。 

（水道課長 温井秀行君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

 散 会 

○議長（小椋孝一君）    本日はこれで散会します。 

（午後 ５時３８分） 


